




序     文 

 

 

国際協力機構は、インドネシア共和国政府からの技術協力要請に基づき、同国において

森林地帯周辺住民イニシアティブによる森林火災予防計画を平成 18 年 12 月から平成 21 年

11 月まで 3 年間にわたり実施してきました。 

当機構は、同計画の協力実績の把握や協力効果の評価を行うとともに、今後日本及びイ

ンドネシア両国がとるべき措置を両国政府に提言することを目的として、平成 21 年 5 月 6

日から 6 月 16 日まで、当機構インドネシア事務所次長片山裕之を団長とする終了時評価調

査を実施しました。 

調査団は、インドネシア国政府関係者と共同で同計画の現地調査、成果の確認及び評価

を行い、帰国後、国内作業を経て調査結果を本報告書にとりまとめました。 

この報告書が今後の協力の更なる発展の指針となるとともに、本計画により達成された

成果が、同国の一層の発展に資することを期待いたします。 

 

終わりに、プロジェクトの実施にご協力とご支援をいただいた両国の関係者の皆様に、

心から感謝の意を表します。 
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写     真 

 

ジャンビ州 BKSDA へのインタビュー ジャンビ州 DAOPS における機材保管状況 

ジャンビ州 DAOPS における機材保管状況 ジャンビ州 DAOPS へのインタビュー 

JICA による機材供与（火災対策用車両） 合同調整委員会での 終評価報告 

 



 
 



 
 

略 語 一 覧 

 
ASEAN 東南アジア諸国連合（Association of South East Asian Nations） 

AusAID 豪州国国際開発庁(Australian Agency for International Development) 

BAPEDALDA 地方政府環境破壊対策局 (Badan pengendalian danpak lingkungan 

daerah) 

BKSDA 自然資源保護事務所（Balai Konsarvasi Sumber Daya Alam） 

BMG 気象地理物理庁 

BTN 国立公園事務所（Balai Taman Nasional） 

CIFOR 国際森林研究センター（Center for International Forestry Research） 

C/P カウンターパート 

Darkarhutla/lahut (Pengendarian Kebakaran Hutan dan Lahan/Lanan dan Hutan) 

一般には、森林・耕地火災対策の地方組織を指す。 

DAOPS 森林消防事務所（Daerah Operasi） 

DINAS Kehutanan 地方政府林業局 

EU 欧州連合(Europian Union) 

FFPMP１、2 森林火災予防計画フェーズ１、２ 

(Forest Fire Prevention Management Project Phase 1,2) 

GIS 地理情報システム(Geographic Information System) 

GPS 汎地球測位システム(Global Positioning System) 

GTZ 独国技術協力公社 

HPH 森林事業権又は森林伐採権(Hak Pengusahaan Hutan) 

HTI 産業造林又は産業用人工林(Hutan Tanaman Industri) 

IGB 統合的樹林帯 

IPB ボゴール農科大学(Bogor Agriculture University) 

JCC 合同調整委員会(Joint Coordination Committee) 

LAPAN 印尼国航空宇宙庁(National Institute of Aeronaut and Space) 

MODIS 分解能映像分光放射系※人工衛星センサーの一種 

MoF インドネシア林業省(Dephut：Departmen Kehutanan) 

MA 林業省消防指令系統(MANGGALA ANGI） 

（一般には林業省官製消防隊若しくはその隊員） 

MOU Minutes of Understanding 

MPA 「火災監視社会組織」の意味。住民による自発的な消防組織を指す

（Masyarakat Peduli Api） 

NGO 非政府組織(Non Government Organization) 

(Satellite) NOAA 米国商務省海洋大気圏局気象衛星 

NP 国立公園(National Park) 

OJT On the Job Training 

PCM Project Cycle Management 



 
 

PDM Project Design Matrix 

PHKA 森林保全・自然保護総局(Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam) 

PKH 森林火災対策局(Pengendalian Kebakaran Hutan) 

PO  年間活動計画(Plan of Operation) 

Pusdarkarhutla/lahut (Pusat pengendalian kebakaran hutan dan lahan/lahan dan hutan) 

※一般には、森林・耕地火災対策の国若しくは州組織を指す。 

R/D 討議議事録(Record of Discussions) 

REDD 森林減少と森林劣化による排出の削減 (Reducing Emission from 

Deforestation and Degradation) 

SALT 斜地農業技術(Sloping Agriculture Land Technology) 

※斜体字は、インドネシア語 
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評価調査結果要約表 

（小規模案件用「終了時評価表」） 

１．案件の概要 
国名：インドネシア 案件名：森林地帯周辺住民イニシアティブに

よる森林火災予防計画 

 

分野：自然環境保全-持続的自然資源利用 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：インドネシア事務所 協力金額（評価時点）：約 1.66 億円 

協力期間 2006 年 11 月 1 日～ 

2009 年 10 月 30 日 

（R/D 締結日：2006 年 9 月 18 日）

先方関係機関：林業省 

日本側協力機関：林野庁 

他の関連協力：  

1-1 協力の背景と概要 

インドネシア国（以下「イ」国）の森林火災防止は ASEAN の重要課題であるとともに、世

界有数の熱帯林保全の観点からも地球規模課題となっている。このため、インドネシア政府

は我が国（1996 年に森林火災予防計画プロジェクトフェーズ１を開始し、2001 年から 2006

年まで第２フェーズ）等の ODA 及び ASEAN 協力により政策の強化に努めてきている。 

フェーズ１では、衛星によるホットスポット計測システム構築（早期発見システム）、消火

技術、防火帯設置技術などの基本的技術の開発を行なってきた。また、フェーズ２では、延

焼危険度地図等の発展技術（早期警戒）住民参加によるパトロールシステムの適応（試行）、

森林火災予防に係る普及啓蒙活動、林業省による森林火災対策局、消防組織（マンガラアグ

ニ、MA）の創設、国立公園内に係る森林火災予防ガイドラインの策定の支援を行なってきた。

こうした中で、林業省は消防組織を初期消火から中規模火災に対応できる組織への強化を

急いでいるが、この実効性を高めるためにも、人口が希薄な森林周辺地域で火災が散発する

現状から、森林保護・保全地域を住民と一体となって管理する方策を打ち出し、森林火災対

策についても、住民参加による予防と初期消火対策の実施を緊急の課題として取り組みを開

始している。林業省はフェーズ２プロジェクトで試行的に実施してきた我が国の住民施策を

高く評価しており、フェーズ２で確立した森林火災ガイドラインの適応に向け、森林周辺地

域における住民イニシアティブによる組織化に必要な協力継続を要請しており、本プロジェ

クトを実施することとなった。 

（略称） 

BAPEDALDA：州地方環境管理庁 

BKSDA：自然資源保全事務所（林業省直轄の地方出先機関） 

DAOPS：林業省地域消防事務所（マンガラアグニの所属する地域消防センター） 

DINAS Kehutanan:：地方政府の林業局 

IGB：統合的樹林帯 

MANGGALA AGNI* (MA)：林業省による消防隊 

MPA：自主的な住民の火災対策組織 

MODIS：分解能映像分光放射系※人工衛星センサーの一種 

PHKA：林業省森林・自然保全総局 
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PKH：林業省森林・自然保全総局森林火災対策局 

1-2 協力内容 

（1）上位目標： 森林消防組織と一体となった住民参加による森林火災防止活動が対象州全

体に拡大される 

（2）プロジェクト目標： 対象州の中の対象森林保全地域周辺住民が森林消防組織と一体と

なり森林火災予防活動を開始する 

（3）成果： 

1 林業省火災対策局により、全国の森林火災予防計画及びそれに対応した予算計画が作成さ

れる 

2-A 試行森林地域管理機関（KSDA 又は国立公園）、地域政府及び地域住民の間で、森林火

災予防に関する合意がなされる 

2-B 林業省出先機関により、地域の森林火災予防計画の作成が促進される 

3 住民による森林火災予防活動が開始される（緑化樹帯、コントロールバーニング等） 

 

1-3 投入（評価時点） 

○日本側 

・長期専門家派遣： 延べ 3 名（長期専門家 2 名、1 名交代） 

・短期専門家派遣： 延べ 7 名 

・本邦研修： 延べ 14 名 

・機材供与： 約 1,254 万円 

・ローカルコスト負担： 約 60.8 億万インドネシア･ルピア、約 59 千万円 

 

○インドネシア側 

・カウンターパート配置： 延べ 29 名 

・プロジェクト事務所： 林業省の建物内に必要な家具類および電気、通信手段を備え

た事務所が提供された。 

・プロジェクト運営費： 約 587 百万インドネシア･ルピア、約 600 万円 
 

２．評価結果の概要 
（１）妥当性 

妥当性はやや高いと評価される。 

政策との整合性  

インドネシア国の森林火災予防対策は、林業省の掲げる 5 大優先戦略のひとつ「森林資源

の復旧と保全」に該当する。同優先戦略実現のための具体的なターゲット分野のひとつとし

て「森林火災の抑制」が明記されており、その重要性が謳われている。また林業省５カ年計

画においてカリマンタン、スマトラ等において住民を組み込んだ森林火災対策の構築を行な

うことが目標として掲げられている。以上の点から、本プロジェクトの目指す目標および活

動は、インドネシア国の政策と合致していると判断できる。 
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日本国国別援助計画との整合性  

我が国の対インドネシア国別援助計画（平成 16 年 11 月）では、開発支援における重点三

分野の具体的活動戦略として、「天然資源管理に携わる中央及び地方政府の行政能力向上と体

制強化、人材の育成（中略）の支援を行う」とともに、「自然災害対策も含んだ」環境全般へ

の支援を行なうこととしている。以上の点から、本プロジェクトは我が国の援助計画ときわ

めて整合しているものと判断される。 

 

ターゲットグループニーズとの整合性  

① 林業省・MA のニーズ 

林業省は 2002 年から MA の結成を促進し、森林火災対策の充実に努めてきたものの、その

マンパワーは絶対的に不足しており、地域住民との協調が強く求められていた。そのため、

本プロジェクトが目指した地域住民と MA の協調による森林火災対策にかかる実施体制構築

ならびに能力向上は、林業省および MA のニーズに極めて合致していたものと判断できる。

また、本プロジェクトの対象地域は火災予防重点 5 州にも該当している。 

 

② 住民のニーズ 

火災発生そのものが地域住民による地拵え時の延焼などを主因としているため、ある種の

矛盾は指摘されるものの、住民にとって火災被害を減少させることは常時存するニーズであ

る。本プロジェクトでは地域住民が自ら対応しうる火災予防活動の試行がなされており（成

果 3 にかかる活動）、その点において本プロジェクトの方向性は住民ニーズに適合していると

判断できる。 

 

対象地の適切性 

 本プロジェクトの対象 3 州は上述のとおり、森林火災対策重点州に該当しており適切であ

ったと判断される。ただし、重点 DAOPS 6 箇所の選定については、保全地域を殆ど有してい

ない箇所も選定されているため、プロジェクトの対象である「保全地域バッファーゾーン」

の観点からは、必ずしも全ての DAOPS が適切であったとはいえない。 

 

プロジェクト・デザインの妥当性 

 本プロジェクトでは成果の一つの柱として州令を策定する（成果 2）こととなっているが、

本プロジェクトの正式なカウンターパートに州政府は設定されていなかった。成果発現にお

いて大きな阻害要因とはならなかったが、活動を展開するうえで若干の非効率性が生じたこ

とは否めない。 

 

日本国技術の優位性 

 本プロジェクトは、日本が長年に亘って経験してきた地域消防団による火災対策手法およ

び経験が十分に活用されており、日本国技術の優位性が発揮されたプロジェクト活動といえ

る。特に法令の策定においては、日本が経験してきた消防団活動の要諦が随所に取り入れら

れており（火災発生時からの関係者間連絡体制の構築など）、日本の優位性および経験が有効

に活用されたものと判断できる。 
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（２）有効性 

有効性はやや高いと評価される。 

プロジェクト目標の達成度 

全ての調査対象 MPA が森林火災予防活動のうち少なくとも 1 項目については実際に独力で

実施している(指標 1)。また、プロジェクト開始当初は 12 組織であった MPA が現在は 18 組

織にまで増加しており、火災予防を目的とした住民の組織化が進展してきていることが明ら

かとなっている(指標 2)。以上から、プロジェクト目標にある両指標は既に満たされており、

プロジェクト目標は「達成された」ものと判断される。 

 

成果の達成度 

（成果 1）成果 1 については、終了時評価時点において「達成された」と判断される。 

 プロジェクトでは「全国の森林火災予防計画の作成」を「森林火災対策にかかる省令(大臣

令)の作成」として規定し、既に第 P12 号/Menhut－II/2009「森林火災抑制手引きに関する件」

として省令を発効している。また、同省令を基礎とした予算計画は 09 年 6 月現在省内におい

て完成している。 

 

（成果 2-A） 成果 2－A については、「達成された」と判断される。 

プロジェクトでは対象 3 州においては、それぞれの各州で州令策定タスクフォースを設置

し、関係者間での会議を重ねて実施してきたが、これら活動によって合意形成はなされてき

たものと解釈できる。 

 

(成果 2-B) 成果 2-B については、「達成された」と判断される。 

 これまでのタスクフォースによる作業の結果、リアウ州、ジャンビ州及び西カリマンタン

州において、州令がプロジェクト期間中に完成・発効している。 

 

(成果 3)  成果 3 の達成度は「低い」と判断される。 

森林火災予防手段の一つとして林業省が促進を図ってきたゼロ・バーニング・プログラム

（コンポスト、豆炭の製造・販売）は、幾つかの村で適用している事例が見られたが、複数

村にまたがる面的な広がりには未だ至っていない。また、その他の技術についても、ごく僅

かの適用例にとどまっている。 

 

プロジェクト目標・成果達成にかかる貢献要因 

 本プロジェクトの実施においては、下記の点がプロジェクト目標および成果達成への貢献

要因として作用してきたものと考えられる。 

 

①州政府の積極的な活動 

本プロジェクトにおいて州政府は公式なカウンターパートとしての位置づけはされていな

かったものの、州令策定にあたり州内タスクフォースを設置するなど、積極的な関与が得ら

れた。州政府の積極的な活動が結果として成果 2 の達成見込みを高めたものと評価できる。
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②従前フェーズからの共通理解および信頼関係 

カウンターパートには前フェーズから継続従事してきた林業省職員も数多く、プロジェク

ト実施に際して共通の理解、および信頼関係が事前に構築されていた。このような信頼関係

の蓄積は本プロジェクトの円滑な業務開始に大いに寄与したものとして特筆される。 

 

③従前フェーズからの技術的資産の利用 

本プロジェクトの従前フェーズにおける各成果が、本プロジェクトの活動を促進、下支え

していた点も特筆される。特に衛星 NOAA 受信システムの技術者が育成され、省内に定着し

ていること、MA が使用できるトレーニングマニュアルが完成していること、国立公園ガイ

ドラインの作成プロセスが省令・州令作成のための貴重な事前経験となっていることなどが

挙げられる。 

 

プロジェクト目標・成果達成にかかる阻害要因 

 成果 3 の達成について、①短期専門家投入のタイミングが遅かったこと、②ローカルコン

サルタントによるプロファイリングの成果物が要求を満たすものではなく、結果的に短期専

門家の業務に時間的な皺寄せが生じたことが挙げられる。 

 また成果 2 に関連して、西カリマンタン州の州政府の人事異動時期に重複したことによっ

て、先方の担当者が固定化されず、進捗に影響を及ぼした点も阻害要因として挙げられる。

 

（３）効率性 

効率性は中程度と評価される。 

日本側人的投入   

 本プロジェクトにおける日本人専門家の投入は、長期専門家においては派遣分野、期間、

および派遣タイミングにおいて有効な投入であったと判断される。他方、短期専門家につい

ては、「森林火災予防技術普及」専門家の投入タイミングがプロジェクト後半になったために

成果発現を確認するのに十分な時間を確保することが出来なかった点が効率性の損失として

指摘される。 

 

インドネシア側投入   

 本プロジェクト期間中にインドネシア側は林業省および州レベルでの BKSDA、DAOPS 等

からのカウンターパート配置を行なった。これら投入は、本プロジェクトの円滑な実施およ

びプロジェクトの成果発現に貢献したものと判断される。 

 

日本側物的投入 

 本プロジェクトでは必要 小限の事務機器と火災対策資機材としてポンプセット、GPS な

どを投入している。現在 MPA の多くは消火機材がほぼ皆無であり、活動の支障となっている

事実からは、これら資機材の投入は妥当と考えられる。また GPS についても、MA が火災地

の発見及び消火対応を迅速に行なう活動を支援するものであり、妥当と考えられる。なお、

これまでのところ管理状況においても問題は生じていない。 
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本邦研修 

 本プロジェクトによる研修の効果は今後発現されてくるものと考えられる。日本の消防組

織をカウンターパートが実見する研修は 2008 年度に開始されたばかりであるため、具体的な

研修効果はまだ認められない。仮に、これら研修をプロジェクトの前半に開始することが可

能であった場合、その効果発現も同時に早めることができた可能性は指摘される。そのため

タイミングの点において、若干の効率性損失が認められる。 

一方で、本プロジェクトでは当初の設計時に本邦研修が予定されていないプロジェクト・

デザインになっていた。そのためプロジェクト専門家および JICA 事務所が他研修スキームを

有効に活用し、研修を補完、促進してきた事実は大いに評価されるものとして付記する。 

 

その他（重複・補完活動） 

本プロジェクトの実施においては、オーストラリアによるプロジェクト「Fire Watch Indonesia 

Project」で、MODIS の有効利用について技術支援を行なっており、本プロジェクトへの間接

的な補完効果があったものと考えられる。また、その他ドナー支援プロジェクトとの非効率

な重複は生じていない。 

 

（４）インパクト 

インパクトは高いと評価される。 

上位目標の達成見込み 

 上位目標達成の見込みは高いと判断される。 指標 1 にある森林火災件数の減少について

は、4-5 年周期で生じるエルニーニョ現象の年次(2006 年)を除いて基本的に減少傾向を示して

いる。 

 また指標 2「MPA 数が増加すること」については林業省および地方州政府においても増加

させる意向が強く、設立目標数値を掲げている。以上の点から、上位目標達成の見込みは高

いと考えられる。 

 

その他のインパクト（波及効果） 

(社会経済面) 

MPA の結成によって、村落内外の住民組織、行政組織との関係が強化された。特に複数の

村落で構成されている MPA では参加村落間の関係が強化された。 

 

【村落での活動を展開中のダユン村（リアウ州シアック県）におけるインパクト】 

MPA の組織設立において、既存の村落内住民組織の活性化も同時に実施した。結果として

女性グループがマイクロファイナンス事業を活性化させるために、自ら簿記の勉強会を開催

したり、農民グループが営農計画を策定したりするなど、MPA 以外の住民組織活動が活発化

している。 

 

（政策面） 

MA と MPA の連携を強化する「Establishment and Development Program of MPA」が対象 3 州

以外にも展開されることが計画されている。 
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なお、本プロジェクトによる特筆すべきマイナスのインパクトは生じていない。 

 

（５）自立発展性 

自立発展性はやや高いと評価される。 

政策面 

現在策定中の次期林業省 5 カ年計画（2010-2014 年）において、森林火災対策は更に強化さ

れる予定となっている。また、国家開発計画省を主体として策定されている「気候変動に対

応した国家開発計画：National Development Planning Response to Climate Change」においても、

林業セクターの果たす役割の重要性が謳われており、特に森林火災対策では MA の能力強化

とともに MPA の設立、コミュニティの参加が活動戦略として述べられている。以上の点から、

本プロジェクトにかかる政策面での自立発展性は高いと判断される。 

 

組織面 

① 林業省 

(中央) 林業省内部では森林火災対策に必要な各部署が既に設立されており、組織的な対応を

行なううえでの体制は整備されている。 

(地方)  BKSDA は中央政府の地方機関として、DAOPS の管理、指導ならびに州・県政府等

との調整を図ることが主たる役割である。これら指導・調整業務といった観点からは、組織

内に森林火災部もしくは森林火災担当者が定められており、組織体制としての不備は無い。

また、DAOPS についても、MA を管轄するとの組織ミッションの観点からは組織体制とし

ての不備は基本的には無い。しかしながら、ひとつの DAOPS の管轄範囲が広範に過ぎており、

事実上管理することが不可能な DAOPS も散見される。西カリマンタン州に見られるようなサ

ブオフィスなどを地方に設ける対応が自立発展性を高めるうえでは求められる。 

 

② 州・県政府 

州政府については、主たる役割が火災対策にかかる計画立案、関係機関調整である点から

は、組織的な体制はほぼ整備されていると判断できる。 

 

技術面 

① MA 

MA の技術的側面（消火、住民啓蒙）は基本的には継続性のある技術レベルに達しているも

のと判断できる。今後は GPS の活用などを含め、資機材の有効活用が出来る能力強化が求め

られる。 

 

② MPA 

MPA に求められる活動内容が、①火災発見時における MA への即時通報、②住民啓蒙に限

定されるとした場合には、既に一定程度の自立発展性があるものと判断できる。他方、MPA

の求められる活動内容が上記に加えて、消火活動までを含んだ場合には、その自立発展性は

低下する。ボランティアとしての立場、且つ資機材が極めて限定的な状況での消火活動は極

めて困難と予想される。特に対象 3 州は消火活動が難しい泥炭地であり、その技術面での困
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難性は極めて高い。 

 

財政面  

① 林業省 

森林火災対策にかかる予算は気候変動対策といった国内外への実質的・広報的効果の側面

からも重要視されており、予算は安定的に今後も獲得される可能性が高い。ただし、総額と

しては比較的潤沢な予算を得ているものの、予算配分において問題がある（フィールドへの

予算配分が少ない）ことが林業省内部からも指摘されている。 

 

② 州・県政府 

 森林火災対策にかかる予算配分は各州によって差異が大きい。州知事、県知事個々による

火災対策へのコミットメントが直接的に予算配分となって現れており、その自立発展性を見

定めることは非常に困難である。 

 

社会面 

 コミュニティの資産を守る火災対策活動は、一様に社会的受容性が高く、社会面での自

立発展性は高い。 

３．特記事項（提言・教訓等を含む） 
本プロジェクトの実施に当たっては、計画策定の際に具体的な成果の評価指標を設定する

ことが簡単ではなかったと考えられる。また、大臣令、州知事令の性格及び内容（当初は、「森

林火災予防計画」と定義）、MA の半政府機関化、MPA の創設など住民参加型の森林火災予防

対策を巡る政策の変更など、プロジェクト目標、成果の一部について途中で見直す必要があ

ったが、プロジェクトにおいてはその変化に十分に柔軟に対応し、成果をあげてきている。

しかしながら、このような計画の変更については、第三者による評価、運営指導など、より

透明性の高い手続きを行い、コンセンサスを得ておくことが必要であったと考えられる。 

 

インドネシア国の森林火災問題については、従来から、森林ではない地域での火災が大半

を占めること、ゼロ・バーニング地拵えの導入等の政策が火入れ地拵え以外の手法に必要な

資金、技術を持たない住民に受入れが難しいこと、都市地域を含めてモデルとなる公共の消

防機関の整備が不十分であることなど対策の急速な展開が困難な状況にあったが、少なくと

も林業省所管の森林及びそのバッファーゾーンについては対策が急速に進展しており、プロ

ジェクトの活動はその進捗に大きな貢献を果たしてきたと考えられる。また、NOAA による

ホットスポット情報の配信、活用など、過去のプロジェクトの成果の林業省による活用も積

極的に行われており、わが国の森林火災対策に対する協力は成果を挙げていると考えられる。

このような中、火災によるヘイズの主要な発生源であり、森林を含めて複雑な土地形態、

土地利用、住民関係があり、また、いったん火災が発生すると消火が困難な泥炭地の森林火

災対策については、他地域よりも住民による予防活動が重要な鍵となっている。また、泥炭

地は、二酸化炭素の巨大なシンクあるいは排出源として気候変動対策上の重要性も増してき

ている。このため、今後、泥炭地において、本プロジェクト及び前フェーズ１・２プロジェ

クトで得られた経験と成果を活用して、住民の森林火災予防活動手法について開発、普及を
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行うことができれば、インドネシアの森林減少・劣化のみならず地球規模の環境問題への直

接的な貢献として大きな効果が得られるものと考えられる。また、このような計画の可能性

を具体化するためには、他の地域よりも複雑な土地利用、地方政府を含めた関係者に関する

事前の分析を十分に行い、地域、受益者集団、手法等を慎重に設計する必要がある。 
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第 1 章 終了時評価調査の概要 

 
1-1 調査団派遣の経緯と目的 
インドネシア国（以下「イ」国）は高温多湿の熱帯性気候地帯にあり、世界有数の生物

多様性の高い国として知られている。しかし、急速な人口増加や産業発展による土地需要

の増加で熱帯林の伐採、さらには森林火災、違法伐採等、森林面積が減少し、自然環境の

破壊と生物種の減少が懸念されている。森林火災はこの森林減少の大きな原因のひとつで

あり、97 年から 98 年にかけては 81 万 ha が森林消失しており、森林火災対策はインドネシ

ア支援国会合（CGI）でも優先課題となっており、「イ」国政府も対策強化を表明している。 

「イ」国の森林火災防止は ASEAN の重要課題であるとともに、世界有数の熱帯林の保全

の観点から UNFF 等で地球問題ともなっている。このため、「イ」国政府は我が国（1996 年

に森林火災予防計画プロジェクトを開始し、2001 年から 2006 年まで第 2 フェーズ）等の

ODA 及び ASEAN 協力により政策の強化に努めてきている。 

フェーズ 1 では、衛星によるホットスポット計測システム構築（早期発見システム）、消

火技術、防火帯設置技術などの基本的技術の開発を行なってきた。 

フェーズ 2 では、延焼危険度地図等の発展技術（早期警戒）住民参加によるパトロール

システムの適応（試行）、森林火災予防に係る普及啓蒙活動、林業省による森林火災対策局、

消防組織（マンガラアグニ）の創設、国立公園内に係る森林火災予防ガイドラインの策定

の支援を行なってきた。 

こうした中で、林業省は消防組織を初期消火から中規模火災に対応できる組織への強化

を急いでいるが、この実効性を高めるためにも、人口が希薄な森林周辺地域で火災が散発

する現状から、森林保護・保全地域を住民と一体となって管理する方策を打ち出し、森林

火災対策についても、住民参加による予防と初期消火対策の実施を緊急の課題として取り

組みを開始している。林業省はフェーズ 2 プロジェクトで試行的に実施してきた我が国の

住民施策を高く評価しており、フェーズ 2 で確立した森林火災ガイドラインの適応に向け、

森林周辺地域における住民イニシアティブによる組織化に必要な協力継続を要請しており、

本プロジェクトを実施することとなった。 

本調査は、2009 年 11 月のプロジェクト終了を前に、プロジェクト目標の達成度、今後の

自立発展性など、評価 5 項目の観点からプロジェクトを評価し、評価結果を今後のフォロ

ーアップに役立てることを目的として、終了時評価調査団を派遣した。 

 
1-2 調査団員構成 
（1）日本側評価団員 

役割 氏名 所属 

総括 片山 裕之 JICA インドネシア事務所次長 

森林火災予防 森田 一行 林野庁林政部木材利用課海外森林資源
情報分析官

計画評価 岩井 伸夫 JICA インドネシア事務所職員 

評価分析 十津川 淳 佐野総合企画株式会社主任研究員 
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（2）インドネシア側評価団員 

役割 氏名 所属
リーダー Ir. Harjanto Wahyu S,Msc 林業省森林自然保護総局森林火災対策

局課長
団員 Dr.. Ir. Lailan Syaufina, Msc 林業省ボゴール農科大学助教授 
団員 Dra. Tri Mienartin 林業省国際協力センター職員 
団員 Ms. Ibu.Nining Ngudi P, S.Hut 林業省森林自然保護総局総務局国際協

力係長
団員 Ir. Mirawati Sudjono, MA 林業省森林自然保護総局保護局職員 

 
1-3 調査日程 

月日/曜日 調査団員 評価分析団員 
5 月 6 日 水 

 

移動 成田→ジャカルタ 

5 月 7 日 木 

午前：JICA 打合わせ 
午後：プロジェクト打合せ 

林業省（PKH）表敬 
インドネシア側評価団員打合せ

5 月 8 日 金 終日：林業省（PKH）聞取り調査 
5 月 9 日 土 資料整理 
5 月 10 日 日 資料整理 
5 月 11 日 月 終日：林業省（PKH）聞取り調査 

5 月 12 日 火 
午前：ジャカルタ→リアウ 
午後：BKSDA 聞取り調査 

5 月 13 日 水 
午前：シアック県 DAOPS 聞取り調査 
午後：シアック県 MPA/MA 聞取り調査

5 月 14 日 木 
午前：BAPEDALDA 聞取り調査 
午後：ドゥマイ県 DAOPS 聞取り調査 

ドゥマイ県 MPA/MA 聞取り調査

5 月 15 日 金 
午前：レンガッド県 DAOPS 聞取り調査 
午後：レンガッド県 MPA/MA 聞取り調査

5 月 16 日 土 資料整理 
5 月 17 日 日 移動 リアウ→西カリマンタン 

5 月 18 日 月 
午前：BKSDA 聞取り調査 

BAPEDALDA 聞取り調査 
午後：州林業局聞取り調査 

5 月 19 日 火 成田→ジャカルタ（森田団員） 
午前：ラサウ県 DAOPS 聞取り調査 
午後：ラサウ県 MPA/MA 聞取り調査

5 月 20 日 水 

午前：JICA 打合せ 
プロジェクト打合せ 

午後：林業省（PKH）表敬 
午後：インドネシア側評価団員
打合せ 

午前：シンカワン県 DAOPS 調査 
 
午後：シンカワン県 MPA/MA 聞取り調査

5 月 21 日 木 資料整理 

5 月 22 日 金 
午前：林業省（PKH）聞取り調査 
午後：インドネシア側評価団員打合せ

5 月 23 日 土 資料整理 

5 月 24 日 日 移動 ジャカルタ→ジャンビ 

5 月 25 日 月 
午前：BKSDA 聞取り調査 

州林業局聞取り調査
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午後：BAPEDALDA 聞取り調査

5 月 26 日 火 

午前：ジャンビ市 DAOPS 聞取り調査 
ジャンビ市 MPA/MA 聞取り調査 

午後：バタンハリ県 DAOPS 聞取り調査 
バタンハリ県 MPA/MA 聞取り調査

5 月 27 日 水 
移動 ジャンビ→ジャカルタ 
午後：調査結果取りまとめ

5 月 28 日 木 
午前：調査結果取りまとめ 
午後：Aus-aid 聞取り調査、調査結果取りまとめ

5 月 29 日 金 終日：日本側評価団員協議
5 月 30 日 土 資料整理及び調査結果取りまとめ
5 月 31 日 日 資料整理及び調査結果取りまとめ

6 月 1 日 月 
午前：日本側評価団員協議 
午後：合同評価調査団協議

6 月 2 日 火 
午前：合同評価調査団員協議 
午後：プロジェクト評価結果説明、評価レポート、ミニッツ案作成 

6 月 3 日 水 合同評価レポート、ミニッツ案作成
6 月 4 日 木 JCC 協議、M/M 署名

6 月 5 日 金 

次期案件「泥炭湿地林周辺地域における火災予防のためのコミュニティ能力
強化プロジェクト」検討 
大使館報告 
ジャカルタ→（森田団員）

6 月 6 日 土 成田（森田団員） 資料整理
6 月 7 日 日  資料整理
6 月 8 日 月  次期案件検討
6 月 9 日 火  〃 〃
6 月 10 日 水  〃 〃
6 月 11 日 木  〃 〃
6 月 12 日 金  〃 〃
6 月 13 日 土  〃 〃
6 月 14 日 日  〃 〃

6 月 15 日 月  
〃 〃 
ジャカルタ→

6 月 16 日 火  成田

 
1-4 主要面談者 
1）在インドネシア日本大使館 

伊奈 康治 書記官 

 

2）プロジェクト専門家 

飯島 康夫 チーフアドバイザー/森林政策・森林火災予防計画 

鍋田 剛  業務調整/住民参加 

久納 泰光 森林火災予防技術（短期専門家） 

 

3）インドネシア林業省（C/P）  

Ir. Darori, MM, Director General of Forest Protection and Nature Conservation (PHKA) 

    Mr. Sonny Partono, Project Director: Director, Directorate of forest fire control (PKH) 

    Mr. Harry Santoso, Project Manager: Head, Sub-Director for man power and equipment 
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    Mr. Adib Gunawan, Staff PKH 

    Mr. Hariyadi, Staff PKH 

    Ms. Yuli Nurlestari, Staff PKH 

    Ms. Hesty Rahayu, Staff PKH 

 

4）リアウ州 
Mr. Tri Wahyono BBKSDA Riau Head of Administration Unit 
Mr. Isbanu BBKSDA Riau Head of Division of Forest Fire 

Control
Mr. Ismail Hasibuan BBKSDA Riau Head of Daops Siak 
Mr. Ismail Hasibuan Daops Siak Head of Daops Siak 
Mr. Amson Daulay Daops Siak Tam Leader of Manggala Agni 
Mr. Albert Damanik Daops Siak Tam Leader of Manggala Agni 
Mr. Ezwin Eko Daops Siak Deputy Team Leader of Manggala 

Agni
Mr. Junaidi MPA Kotoringin
Ms. Arbaini BLH Riau Province Head of Division of Pollution Impact
Mr. Krisno Widodo BLH Riau Province Staff
Mr. Ikhsan Daops Dumai Head of Daops Dumai 
Mr. Subono Daops Dumai Team Leader of Manggala Agni. 
Mr. M. Yunus MPA. Plintang (Dumai)
Mr. Jusman Daops Rengat Head of Daops Rengat 
Mr. Zulkifli Daops Dumai Team Leader of Manggala Agni 
Mr. Suhadalana MPA Pekan Heran (Dumai)
Prof. Aslim Rasyad (Mr) Faculty of Agriculture, Riau 

University
Dean of Agriculture Faculty 

Prof. Anis Tatik Maryani 
(Ms) 

Faculty of Agriculture, Riau 
University

Docent 

Mr. Besri Nasrul Faculty of Agriculture, Riau 
University

Docent 

Ms. Wardati Faculty of Agriculture, Riau 
University

Docent 

Mr. Nurul Qomar Faculty of Agriculture, Riau 
University

Docent 

Ms. Vivi Puspita Faculty of Agriculture, Riau 
University

Docent 

Mr. Rudianda Faculty of Agriculture, Riau 
University

Docent 

Mr. Arifudin Faculty of Agriculture, Riau 
University

Docent 

 
5）西カリマンタン州 

Mr. Edi Setiyarso BKSDA West Kalimantan Head of BKSDA 

Mr. Sahad Irawan Manik BKSDA West Kalimantan Staff of BKSDA West Kalimantan 

Ms. Uyi BLH West Kalimantan Prov. Head of Division of Pollution Control 

and Conservation 

Ms. Reny BLH West Kalimantan Prov. Staff 

Mr. Osmar BLH West Kalimantan Prov. Staff 
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Mr. Sunarno West Kalimantan Forestry 

Office 

Head of Division of Forest Protection

Mr. Kusnadi West Kalimantan Forestry 

Office 

Head of Implementation Unit for 

Forest Fire Control 

 

6）ジャンビ州 

Mr. Asmadi Daops Pontianak/Rasau Head of Daops Pontianak 

Mr. Jefry Daops Pontianak/Rasau Team Leader of Manggala Agni 

Mr. Abdul Razak MPA Rasau Jaya (Daops 

Rasau) 

 

Mr. Didik Wuryanto BKSDA Jambi Head of BKSDA Jambi 

Mr. Agung BKSDA Jambi Head of Administration Unit 

Mr. Azis Sembiring BKSDA Jambi Head of Section 

Ms. Putu BKSDA Jambi Staf 

Mr. Frans Tandipau Jambi Forestry Office Head of Division of Forest Protection

Mr. Arfan BLH Jambi Province Head of BLH Office 

Mr. Dailami Yusuf BLH Jambi Province Head of Division of Environmental 

Damage 

Mr. Yusri BLH Jambi Province Staff 

Mr. Madari Daops Kota Jambi Head of Daops Kota Jambi 

Mr. Sartono Daops Kota Jambi Team Leader of Manggala Agni 

Mr. Daskim MPA Pandan Sejahtera (Daops 

Kota Jambi) 

Leader 

Mr. Seto Daops Muara Bulian Head of Daops Muara Bulian 

Mr. Sukendro Daops Muara Bulian Team Leader of Manggala Agni 

Mr. Samsudin MPA Jangga Baru (Daops 

Muara Bulian) 
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第 2 章 終了時評価の方法 

 
2-1 評価の枠組みと評価基準 

JICA 事業評価では、「JICA 事業評価ガイドライン－改訂版」を指針として、プロジェク

トの実績と実施プロセスを把握し、プロジェクトの妥当性、効率性、有効性、インパクト、

自立発展性を総合的に検証する。 

（1） 妥当性 

 妥当性は、プロジェクトの上位目標やプロジェクトの目標が、インドネシア国の政策、

日本国の対インドネシア国協力方針、ターゲットグループや関与するコミュニティのニー

ズに合致しているか否か、プロジェクトアプローチとしての適切さ等を評価する。 

（2） 有効性 

 有効性は、プロジェクトによって産出された成果により、どの程度プロジェクト目標が

達成されたのか、あるいは達成が見込まれるのか等を評価する。 

（3） 効率性 

 効率性は、実施過程の中で様々な投入がいかに効率的に成果に結びつけられたか、より

効率的な手段がなかったか等を評価する。 

（4） インパクト 

 インパクトはプロジェクト実施の結果、起こる影響や変化を評価する視点である。イン

パクトは上位目標に対する影響のほか、直接的・間接的な影響・変化、望ましい、あるい

は望ましくない影響・変化など様々な側面が含まれる。 

（5） 自立発展性 

 自立発展性は、外部からの支援がなくなった段階でもプロジェクトの便益が持続するか

どうかという視点において評価する。 

 
2-2 プロジェクト評価の方法 
本評価調査にあたっては、評価グリッドにおいて設定した調査項目/サブ項目への調査・

検討を中心に据えながら、日本・「イ」国合同評価団によって調査を実施した。 

調査は主に下記の 2 つの側面から構成した。 

① 日本人専門家および「イ」国側 CP に対する個別聞き取り調査 

② 対象 3 州における「イ」国側関係者（BKSDA、DAOPS、MA、MPA、州林業局、州

環境局）に対する聞き取り調査 

日本人専門家への聞き取り調査については、長期専門家および短期専門家の計 3 名、「イ」

国側関係者には重点DAOPSの 6箇所に加え、西カリマンタン州では重点箇所以外のDAOPS

についても、比較検討の意図を以って調査対象とした。さらに、リアウ州ではダユン村で

の業務委託事業を行なっているリアウ大学から、聞取り調査をあわせて実施した。 
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表 2-1 現地調査対象 DAOPS 一覧 

州 DAOPS
リアウ州 Siak
 Dumai
 Rengat
西カリマンタン州 Rasau
 Sinkawan*（重点対象 DAOPS 外） 
ジャンビ州 Jambi
 Batanghari

これら聞き取り調査結果および現地調査のファインディングを合同評価団において協議

し、評価 5 項目への取りまとめを行なった。評価結果は JCC において発表され、関係者間

での合意を得た。 

 
2-3 主な調査項目と情報・データ収集方法 
 本終了時評価調査では下表のとおりの主要調査項目について調査を実施した。 

表 2-2 調査項目一覧 

サブ項目

関係者間のコミュニケーションと問題意識の共有状況

モニタリング体制および実施状況

プロジェクトデザイン対応 活動・投入の変更にかかる対応

政策 インドネシア国政府の政策・開発計画との整合性

(日本国)優先度 日本国援助計画との整合性

ターゲットグループの選定
ターゲットグループ・ニーズ（林業省、MA、住民）
プロジェクト対象地の適切性 （対象3州、重点DAOPS）

手段の適切性 技術支援方法・手段の適切性

日本の技術の優位性

カウンターパートの適切性

プロジェクト指標の適切性

プロジェクト目標 プロジェクト目標達成見込み
（プロジェクト目標:森林保全地域周辺住民がMAと一体となり森林火災予防活動を開始）

外部条件の充足 外部条件の充足状況の確認

貢献要因 プロジェクト目標および/もしくは成果の達成において貢献した要素

阻害要因 プロジェクト目標および/もしくは成果の達成を阻害した要素

主要項目

プロセス

実施プロセスに
かかる妥当性

プロジェクトマネジメント体制

評価5項目

妥当性

ニーズ

プロジェクト・デザインの適切性

有効性

成果1-3 成果1-3　達成見込み
1. 全国の森林火災予防計画(大臣令）及び予算計画の作成
2-A.森林火災予防に関する合意
2-B. 地域の森林火災予防計画(州令）の作成
3. 住民による森林火災予防活動の開始
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日本人専門家(人数・専門性・配置タイミング・活動実績)

カウンターパート（CP)の配置(人数・専門性・配置タイミング・活動実績)

投入(物的） プロジェクトで投入した資機材について、その有効性・現状を確認

投入(予算) ローカルコスト負担額
支出タイミング

研修 研修の効果およびタイミング
その他（補完効果） その他プロジェクトとの関係（補完関係の有無）
上位目標達成見通し 上位目標の達成見通しについての判断

·   政策面

·   技術面

·   環境面

·   社会面

·   組織面

·   財政面

政策面 ·   森林火災対策に関する政策見通し
組織面 ·   森林火災対策実施にかかる適正な体制およびマンパワーの存否

·   林業省および州・県政府の状況、見通し
技術面 ·   MA・MPAに期待される・現行の技術レベル確認
財政面 ·   予算実績の確認および今後の見通し
社会面 ·   住民の受容度、関心

インパクト

予期しうる・既に生じたインパクト

自立発展性

効率性

投入(人的)

 
 
2-4 本評価調査実施における制限・制約 
本評価調査は上記のとおりの調査方法、調査視点に沿って実施されたが、次のような制

限・制約があったことを付記する。 

 

（入手可能データ） 

本評価調査において、火災件数・面積にかかる 新データの入手を試みたが、2007 年以

降のデータは未整備もしくは不整合が見られたため、 新データの利用は不可能であった。

そのため、本調査では火災件数・面積との関連性が高い Hotspot データをひとつの目安とし

て評価調査に採用した。 

 

（PDM 指標） 

PDM 指標の一部に具体的な数値設定がなされていなかったため、本終了時評価調査時に

おいて合同評価調査団内での協議を通して、達成度の検証を実施した。PDM 指標に起因す

る問題点については、「3-6 実施プロセス」に記載した。 
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第 3 章 プロジェクトの実績と現状 

 
3-1 投入実績 
（1）長短専門家派遣実績 

 専門家の派遣実績は下表 3-1 のとおりである。 

表 3-1 専門家派遣実績一覧 
期間 指導分野名 派遣期間 主たる業務内容
長期 チーフアドバイザー/森

林政策・森林火災予防計
画 

2006.12.01 
～ 2007.11.30 

 チーフアドバイザーとしてのプロジ
ェクト運営総括 

業務調整/村落振興 2007.1.22  
～ 2009.11.30 

 プロジェクト運営にかかる調整業務
全般 

 州令の策定（成果 2）および MPA・住
民・MA 育成関連業務（成果 3） 

チーフアドバイザー/森
林政策・森林火災予防計
画 

2007.11.14  
～ 2009.11.30 

 チーフアドバイザーとしてのプロジ
ェクト運営総括および省令の策定（成
果 1）

短期 森林火災早期警戒 2007.5.20  
～ 2007.5.20

 NOAA および MODIS にかかる技術指
導（成果 1 および成果 3） 

森林火災早期警戒 2008.3.17  
～ 2008.4.13

 同上 

森林火災予防技術普及 2008.3.29  
～ 2008.5.3

 第 2 フェーズ住民参加型手法の再検証
 成果 3 にかかる対象地の詳細選定

森林火災予防技術普及 2008.11.16  
～ 2008.12.27 

 ダユン村（リアウ州）における火災予
防活動 

 リアウ大学への業務委託・業務指導
森林火災合同初期消火 2009.2.15  

～ 2009.2.22
 泥炭地火災の実態把握 

森林火災予防技術普及 2009.3.29  
～ 2009.5.22 

 ダユン村（リアウ州）における活動継
続 

 森林火災予防にかかるプロセス・体制
レビュー

 
（2）CP 配置 

 プロジェクトでは林業省森林火災対策局局長を「プロジェクト・ダイレクター」として、

森林火災対策局人材機材部部長を「プロジェクト・マネージャー」として配置した。また、

「森林政策」、「森林火災対策計画」、「住民参加」など、プロジェクト活動を支えるべき各

分野にも、それぞれ C/P が配置されている。 

 対象 3 州においては、それぞれの BKSDA 管理部部長、DAOPS 長が C/P としてプロジェ

クト期間中従事した（詳細は付属資料 5 の各組織図を参照）。 
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（3）研修実績 

本プロジェクト期間中には下表 3-2 のとおりの研修が、日本およびタイにおいて実施され

た。（研修参加者の氏名などの詳細は付属資料 4 の投入実績を参照）。 

表 3-2 研修実績 

コース名 コースの内容・ねらい 実施年 期間 
研修 
人数 

研修生の所属

第三国研修（タ

イ） 
早期警戒関係の情報伝達 2007 年 5 日間 3 人 

森林火災対策

局 
課題研修「気候

変動に関する

情報解析」 
情報解析 

2007 年

か ら 毎

年 
1 ヶ月 3 人 

森林火災対策

局 

青年研修 
国際協力における文化交

流 
2008 年 1 ヶ月 1 人 

森林火災対策

局 
国別研修「森林

火災予防・気候

変動対策」 

気候変動及び森林火災に

おける技術交換 
2008 年 1 週間 5 人 

森林保護・自

然保護総局他

国別研修「住民

による火災対

策（仮称）」 

日本の消防組織・消防団

の視察等 
2009 年 
（予定）

1 ヶ月 10 人 
森林火災対策

局・関係地方

政府 

 

（4）機材供与実績 

 本プロジェクトでは業務実施に必要な一般事務機器、トレーニングに供するためのミニ

バス、および火災対策としての消防用ポンプセット、GPS、雑草木粉砕機などが供与されて

いる（詳細は付属資料 4 の投入実績を参照）。 

 

（5）日本側投入予算（現地業務費実績） 

日本側は、2006 年度のプロジェクト開始以来、下表のとおりの現地業務費を支出した。

内訳は下表 3-3 のとおり。 

表 3-3 現地業務費（実績）      （単位：千ルピア） 

 2006 年度 2007 年度 2008 年度 2009 年度 計 

一般現地業務費 388,704 1,214,813 1,652,046 *1,204,799 4,460,362

供与機材費 636,410 657,139 0 0 1,293,549

合    計 1,025,114 1,871,952 1,652,046 *1,204,799 5,753,911

注：2009 年度は計画額 

 

（6）インドネシア側投入予算 

「イ」国側は、2006 年度のプロジェクト開始以来、下表のとおりの現地業務費予算を計

上してきた。内訳は下表 3-4 のとおり。 
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表 3-4 現地業務費（予算）      （単位：千ルピア） 

 2006 年度 2007 年度 2008 年度 2009 年度 計 

カウンターパート

費用（出張手当等）
12,300 92,200 78,400 77,400 260,300

一般業務費 

（会議費等） 
0 100,000 100,000 139,000 339,000

合    計 12,300 192,200 178,400 216,400 599,300

出所：プロジェクト資料より 

 

（7）「イ」国側提供の土地、建物、事務所および施設等 

林業省本省の建物内に、プロジェクトオフィスが「イ」国側より提供された（従前フェ

ーズ 2 からの施設および機材を利用）。業務を遂行するにあたっての必要な資機材は提供さ

れており、プロジェクト活動の要求を満たしている。 

 
3-2 活動実績 
（1） 成果 1：林業省火災対策局により、全国の森林火災予防計画及びそれに対応した予

算計画が作成される 

活動項目 活動実績 
1-1 FFPMP2 で確立
された森林火災予防
体制の実施状況のレ
ビューを行い、その結
果を踏まえたフォロ
ーアップを行う。 
 

（レビュー）～「森林火災予防早期警戒」短期専門家が主に実施
2007 年 1 月 
 ・MODIS システム稼動のため、代替案を提言、ビジョンテッ
ク社と調整を実施 
2007 年 5 月 20 日～27 日 
 ・現況把握（データ受信状況、システム構造など） 
 ・問題点の抽出（データのライセンス、情報の散逸など） 
（フォローアップ）～「森林火災予防早期警戒」短期専門家が主
に実施 
2008 年 3 月 17 日～4 月 13 日 
・MODIS 森林火災危険度情報システムの構築 

 ・受信状況の改善提案 
以上を踏まえて、2008 年度に衛星受信環境を改善（森林火災対策
局予算でオペレーション室の設置）した。 
 

1-2 [ 
「 イ 」 国 全 国 及 び
ASEAN 地域における
森林火災予防計画に
係る情報を整備し、関
係者に情報を行う。 
 

（第三国研修～タイ国） 
2007 年 6 月 3 日～10 日 
対象：森林火災対策局職員３名 
目的：タイ国におけるリモートセンシング技術の習得 
 
（尼国の森林・耕地火災コントロールに関する尼日本合同研究プ
ログラムワークショップ） 
時期：2008 年 6 月 18 日 
対象：日本及び「イ」国国内森林火災実務担当者及び研究者（公
務員、NGO、民間団体）120 名 
目的：「イ」国の火災の現状と課題を理解 
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（REDD の一環としての森林火災予防セミナー） 
時期：2008 年 3 月 4 日 
目的：参加者全員が森林保全活動の現状と今後の流れに関する意
識を共有 
対象： 森林火災対策局自然資源保護事務所（BKSDA／自プロジ
ェクトサイト）や NGO の現地職員 80 名 
 
（森林火災予防計画セミナー） 
時期：2009 年 4 月 13・14 日 
目的：森林火災対策局側で全国の BKSDA 担当者等を中心に大臣
令の普及 
 ※森林火災対策局にて支出、プロジェクトは参画のみ。 
 ※プロジェクトにおいても、2009 年夏期に対象 3 州の州、県政
府担当者に大臣令・州令の普及を予定 
 

1-3 森林消防組織の
現況を評価し、組織強
化及び人材育成支援
を行う。 
 

（現地視察・出張） 
リアウ州 
 ・2006 年 12 月評価（11 月に現地出張） 
 ・マンガラアグニの構成、経費などを把握し、月例報告書 12
月分で報告。 
ジャンビ州 
 ・2007 年 1 月、4 月期（3 日間）実施 
西カリマンタン州 
 ・2007 年 2 月期（3 日間）実施 
 
（森林火災注意式典～アペールシアガ） 
乾季に先立ち、森林火災注意式典を実施 
森林火災予防技術を披露（※森林火災対策局にて支出、プロジェ
クトは参画のみ） 
  リアウ州 2007 年 6 月 27 日 
  ジャンビ州 2007 年 8 月 22 日 
  西カリマンタン州 2007 年 4 月 17 日 
 
（ファシリテータ・トレーニング） 
マンガラアグニの住民への啓蒙普及能力を強化するため実施 
 ・リアウ州 マンガラアグニ 15 名（延べ 61 人日） 
 ・ジャンビ州 マンガラアグニ 13 名（延べ 43 人日） 
 ・西カリマンタン州 マンガラアグニ 10 名（延べ 40 人日）
 
（リアウ州森林・耕地火災予防セミナー） 
日時：2008 年 4 月 30 日 
参加者：リアウ州内関係機関（国、州機関、大学関係者）の関係
者 80 人出席 
目的：リアウにおける森林火災の実態把握及び村レベルの活動に
関する提案“村レベルフォーラムの組織化” 
 

1-4 FFPMP２で開発
された国立公園を対
象とした全国の森林
火災予防計画ガイド

ガイドラインのレビューと拡大版ガイドライン（PJ 案）の作成の
経緯 
 2007 年 5 月 ボゴール農科大学と業務委託契約 

この間毎月数回程度の打合せを実施 
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ラインのレビューを
行う。 
 

特に、レビューでは、国立公園版ガイドラインの拡大では対応
できないこととなり、新規作成することとした 
 2007 年 8 月 拡大版ガイドライン（PJ 素案）の作成 

2007 年 9 月 拡大版ガイドライン（PJ 案）の完成 
 

1-5 公園版ガイドラ
インを国立公園外の
森林保護地域をも対
象に含むガイドライ
ンに改定する。 

（プロジェクト素案検討セミナー） 
日時：2007 年 8 月 30 日 
参加者：森林火災対策局、ボゴール農科大学など 参加者 50 名
目的：プロジェクト作成した拡大版ガイドライン（PJ 素案）の全
体検討 
 

1-6 拡大版ガイドラ
インを省令化する。 
 

大臣令策定までの経緯 
 2007 年 9 月 拡大版ガイドライン（PJ 案）の完成 
 2008 年 4 月 省内タスクフォースの立上げ 
 2008 年 5 月 林業省、農地、法令部局事務担当者会議 
 2008 年 8 月 法令に関する修正会議 
  ※ガイドライン作成以降の費用は、森林火災対策局にて支
出、プロジェクトは参画など側面支援のみ。 
 

1-7 省令化された拡
大版ガイドラインを
実施するための予算
計画を策定する。 
 

大臣令の内容を基礎としながら予算計画を策定中 

1-8 省令化された拡
大版ガイドラインを
施行する。 
 

2009 年 2 月 27 日大臣令施行済 
 第 P12 号/Menhut－Ⅱ/2009「森林火災抑制手引きに関する件」

 

（2） 成果 2－A：試行森林地域管理機関（KSDA 又は国立公園）、地域政府及び地域住民

の間で、森林火災予防に関する合意がなされる  

2-1 地域の森林火災
予防計画を作成する
重点州及び試行地域
を選定し、それぞれの
地域の森林火災予防
計画を作成する時期
を決定する。 
 

2006 年 9 月 18 日プロジェクト RD にて、対象州及び対象マンガ
ラアグニは既に決定済み 

2-2 拡大版ガイドラ
イン作成に向けて、地
域の森林火災予防計
画を実施するための、
住民組織化を行う。 

・コミニュティーステークホルダープロファイルの作成（2007
年 1 月～3 月） 
・住民組織化にかかる活動は、既に林業省主体で MPA の設立が
各地で進行していたため、プロジェクトは住民組織化の設立を側
面支援することに注力した。 
・なお、この活動の他に活動 3－3 において MPA 設立を実施して
いる(ダユン村、リアウ州)。 
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2-3 林業省、出先機
関、国立公園、マンガ
ラアグニ、住民組織及
びステークホルダー
等関係者間の森林火
災予防体制構築に係
る合意形成を行う。 

合意形成のために下記の活動を実施  
（リアウ州） 
2008 年 3 月 タスクフォース検討の呼びかけ 
2008 年 8 月 タスクフォースの結成 
2008 年 11 月 タスクフォース会議実施 
2008 年 12 月 終案を元に全体会議実施 
2009 年 2 月 幹部（州知事秘書官）との会合 
 
（ジャンビ州） 
2008 年 1 月 タスクフォース検討の呼びかけ 
2008 年 2 月 州知事との会合 
2008 年 8 月 プロジェクト側草案作成 
2008 年 8 月 タスクフォースの結成 
2008 年 10 月 タスクフォース会議実施（その後 2 回実施） 
2009 年 3 月 12 日 素案を元に全体会議実施 
 
（西カリマンタン州） 
2008 年 10 月 タスクフォース検討の呼びかけ及びプロジェクト
側草案作成 
2008 年 12 月 タスクフォース結成の再呼びかけ 
2009 年 5 月  タスクフォース結成に対して関係者間の調整進
捗 
 
これらに加えて、林業省において関係者を集め「National 
Coordination Meeting」を 2008 年 4 月に実施。大臣令、総局長通
達作成への合意を図った。 
 

 

（3） 成果 2－B：林業省出先機関により、地域の森林火災予防計画の作成が促進される 

2-4 合意形成に基づ
いた地域の森林火災
予防計画を州令のか
たちで策定する。 
 
 

（州令策定の今後の見込み―2009 年） 
リアウ州 
6 月頃 素案の 終調整 
7 月頃 州知事令の施行 
8 月頃 普及セミナーの実施 
 
ジャンビ州 
6 月頃 素案の 終調整 
7 月頃 州知事令の施行 
8 月頃 普及セミナーの実施 
 
西カリマンタン州 
6 月 州林業局を通じてタスクフォース立ち上げを検討 
 

2-5 地域の森林火災
予防計画を実施する
ための予算計画を作
成する。 

州令の普及を通じて検討予定 

2-6 地域の森林火災
予防計画を施行する。 

プロジェクト終了時までに実施予定 
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2-7 試行地域におけ
る地域の森林火災予
防計画の実施結果を
評価し、評価結果を省
令化された拡大版ガ
イドラインにフィー
ドバックする。 
 

州令にかかる内容およびこれまでの州令策定に至る活動を総括、
教訓を得ることを目的として、セミナー実施を予定。対象３州を
林業省に招いて実施（2009 年 11 月）。 
 

 

（4） 成果 3：住民による森林火災予防活動が開始される（緑化樹帯、コントロールバー

ニング等） 

3-1 FFPMP2 で確立
された「早期警戒・発
見システム」を活用
し、試行地における初
期消火活動を開始す
るための組織体制及
び技術レビューを行
う。 
 
 

（ホットスポット調査の実施） 
①時期：2008 年 10 月～2009 年 3 月 
②対象：現地活動対象１２機関中９機関から集計 
③調査結果：ホットスポットの確認は、関係機関に情報連絡、直
接組織を有する機関は現地確認によることを確認。的中率は、ジ
ャンビ州および西カリマンタン州では約 7 割、リアウ州では 2 割
～9 割程度。 
④フォローアップ： 
リアウ州の的中率が悪いことから聞き取りしたところ、緯度・経
度が確認できない問題があったことから、2008 年度予算でハンデ
ィ GPS（42 台）を支援した。 
 

3-2 地域の森林火災
予防計画に基づき、
住民消防隊育成のた
めの研修を実施す
る。 

（州レベル住民対象の森林火災予防訓練への支援） 
リアウ州 
県 MPA 訓練 参加者 80 名 
ファシリテータによる森林火災予防トレーニング 参加者46名

ジャンビ州 
デモンストレーション訓練 参加者 15 名 
ファシリテータによる森林火災予防トレーニング 参加者30名

西カリマンタン州 
州 MPA 訓練 参加者 60 名（※州政府にて支出、プロジェクト
は参画のみ） 
ファシリテータによる森林火災予防トレーニング 参加者30名
 

3-3 FFPMP2で確立
された手法の適応試
験を実施し、地域に
応じた消火技術の普
及を行う。 

（リアウ州森林・耕地火災予防セミナー） 
日時：2008 年 4 月 30 日 
参加者：リアウ州内関係機関（国、州機関、大学関係者）の関係
者 80 人出席 
目的：リアウにおける森林火災の実態把握及び村レベルの活動に
関する提案“村レベルフォーラムの組織化” 
 
（リアウ州郡レベル防火セミナー） 
日時：2008 年 12 月 22 日 
参加者：リアウ州ダユン郡内各村の代表者、リアウ大学や NGO
など 50 名 
目的：周辺地域における防火活動の共有から防火活動の情報交換
この他に、2009 年 1 月および 4 月に関係者を集めた Progress 
Meeting を実施。 
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（絵画コンクール） 
日時：2007 年 11 月 
参加者：西カリマンタン州の小中高校生 90 名、教員 10 名 
目的：学生による森林火災予防啓蒙普及 
 
（カレンダー作成） 
日時：2007 年 12 月、2009 年 1 月 
目的：森林火災予防啓蒙普及 
 
（住民参加型森林火災対策事業の実施） 
「森林火災予防技術普及」短期専門家によって、リアウ州ダユン
村において標記事業を実施。事業実施はリアウ大学への委託。フ
ェーズ 2 のワイカンバス手法を現地に応用した形態において導
入。同専門家は 2008 年 3 月、11 月、2009 年 3 月の 3 回派遣（2009
年 10 月に事業評価実施予定）。 
 

3-4 住民消防隊、マン
ガラアグニの合同訓
練を行い、住民、国立
公園、地域関係機関に
よる合同初期消火体
制を構築する。 
 

（マンガラアグニと住民消防団の合同訓練の実績） 
リアウ州 対象住民 46 名 
（内訳：MA のファシリテータ訓練を通じた合同訓練） 

ジャンビ州 対象住民 45 名 
 （内訳：MA のファシリテータ訓練を通じた合同訓練、シミュ
レーション訓練） 
西カリマンタン州 対象住民 90 名 
 （内訳：MA のファシリテータ訓練を通じた合同訓練、州主催
との合同訓練） 
 

3-5 住民による森林
火災予防活動を開始
する。 
 

リアウ州ダユン村の事業実施（活動 3-3 と同様） 

 
 
3-3 アウトプットの達成状況 
 本プロジェクトにおける成果の多くは、プロジェクト終了時までに概ね達成する（した）

ものと判断できるが、一部において所期の成果達成度に若干到達していない項目も見受け

られる。 

 

3-3-1 成果 1 
成果１「林業省火災対策局により、全国の森林火災予防計画及びそれに対応した予算計画

 が作成される」 
指標： 1a. 全国レベルの森林火災予防計画が作成される。 

1b. 全国レベルの森林火災予防計画に対応した予算計画が作成される。 
 

 成果 1 については、終了時評価時点において「達成される見込みが高い」と判断される。 

 プロジェクトでは「全国の森林火災予防計画の作成」を「森林火災対策にかかる省令(大
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臣令)の作成」として規定し、これまで森林火災対策局プログラム評価課を中心としながら

策定を進めてきた。結果、2009 年 2 月 27 日に第 P12 号/Menhut－II/2009「森林火災抑制手

引きに関する件」として発効している。 

 また、同省令を基礎とした予算計画は 2009 年 6 月現在省内において作成中であり、プロ

ジェクト終了までには完成する予定である（予算計画とは通常の年度予算計画を指すため、

8 月頃を目処に林業省案が確定する見込み）。 

 以上の点からは、指標 1 は達成済み、指標 2 についても達成される見込みは非常に高い

と考えられる。 

 

3-3-2 成果 2-A 
成果 2-A「 試行森林地域管理機関（KSDA 又は国立公園）、地域政府及び地域住民の間で、

 森林火災予防に関する合意がなされる」 
指標： 2-1a. 試行森林地域管理機関（KSDA 又は国立公園）又は地域政府と地域住民の

間で、森林火災予防に関する共通の理解が確認される。 
2-1b. 同共通の理解が関係者間の合意という形態であることが確認される。 

 

 成果 2－A については、「達成される見込みが高い」と判断される。 

プロジェクトでは対象 3 州においては、それぞれの各州で州令策定タスクフォースを設

置した（西カリマタン州のみ未設置）。タスクフォースの設置過程においては、州知事/州副

知事/州幹部との協議・承認、および関係者間との会議を重ねて実施してきた。これらの会

議過程は関係者間の共通理解を深めることと同意であり、これら活動によって合意形成は

なされてきたものと解釈できる。西カリマンタン州のみ、タスクフォースの設置が遅れて

いるが、本終了時評価調査時に近々に設置される予定であることが確認されている。 

以上のことから、本成果 2－A は達成される見込みが高いと評価した。 

 

3-3-3 成果 2－B 
成果 2-B「林業省出先機関 により、地域の森林火災予防計画の作成が促進される」 
指標： 2-2a.地域レベルの森林火災予防計画が作成される。 
 

 成果 2-B については、「概ね達成される見込みが高い」と判断される。 

 プロジェクトでは成果 1 と同様に「地域の森林火災予防計画の作成」を「森林火災対策

にかかる州令(州知事令)の作成」として規定し、これまで各州の州令タスクフォースを中心

に策定が進められてきた。現在、リアウ州およびジャンビ州においては州令 終案が完成

しており、法務文書にかかる 終チェックに進んでいる。そのため、両州の州令はプロジ

ェクト期間中に完成、発効する可能性が極めて高い。 

 他方、西カリマンタン州については州令策定のためのタスクフォースが未だ設置されて

いないため、タイムスケジュールの観点からはプロジェクト期間内での作成が困難となる

可能性が高い。 

 以上の点から、本成果全体としての達成度は「概ね達成される見込みが高い」とした。 
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3-3-4 成果 3 
成果 3 「住民による森林火災予防活動が開始される（緑化樹帯、コントロールバーニン

グ等）」 
指標： 3. 住民が森林火災予防のために具体的技術を適用していることが確認される。 

 
本評価調査では指標が示す「具体的技術」を下表にある 6 つの技術として定義を行ない、

村落における適用状況について検証、評価を行なった。結果、下表 3-5 のとおり村落におけ

る各技術の適用度は全体として未だ低い状況であることが判明した。 

森林火災予防手段の一つとして林業省が促進を図ってきたゼロ・バーニング・プログラ

ム（コンポスト、豆炭の製造・販売）は、幾つかの村で適用している事例が見られたが、

複数村にまたがる面的な広がりには未だ至っていない。また、その他の技術についても、

ごく僅かの適用例にとどまっている。 

以上の観点からは成果 3 の達成度は「現時点においては低い」と判断される。 

 

表 3-5 住民が各技術を適用している村落数**（DAOPS 所長による評価） 

  緑化樹帯 SALT ｾﾞﾛ・ﾊﾞｰﾆﾝ

ｸﾞ・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

防火溝等

(他ｲﾝﾌﾗ)
初期消火* 

(独力) 
初期消火*
(MA 協同)

リアウ シアック 0 0 0 0 0 1 
 ドゥマイ 0 0 0 0 0 2 
 レンガット 0 0 0 0 0 15 
西ｶﾘﾏﾝﾀﾝ ラサウ 0 0 1 0 0 0 
ジャンビ ジャンビ 0 0 0 1  0 0 
 バタンハリ 0 0 1 0 0 0 

*初期段階での消火は予防の範疇との定義に基づいて、本技術のひとつとして挿入した。 
**評価対象としての村落は DAOPS との業務連携度が高い MPA が存する村落、もしくは DAOPS/BKSDA
を通して MPA の設立を行なった村落を対象としている。 

 

ただし、本成果達成にかかる活動―1) リアウ州ダユン村における住民主体・村落ベース

での森林火災予防活動(現在実施中)や、2)MA-MPA に対するファシリテータ・トレーニング

の効用が、今後更に発現することは十分に期待できる。その点からは、プロジェクト終了

時までに現状よりも高い達成度に到達する可能性も十分に存することを付記する。 

 

また、上記技術のうち緑化樹帯や SALT は造成にかかるコスト、時間、労力といった側面

から住民への浸透は困難であるとのコンセンサスが林業省関係者間では生まれてきており、

これらの技術が適用されていない現状も一定程度やむをえないとする見解も多いことも合

わせて付記する。 
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3-4 プロジェクト目標の達成状況 

プロジェクト目標:  
「対象州の中の対象森林保全地域周辺住民が森林消防組織と一体となり森林火災予防活動

を開始する」 

指標： 
1. 森林火災予防活動が行われていることが確認される。 
2. 同森林火災予防活動には、対象森林保全地域周辺住民が組織的に貢献していることが確

認される。 

本プロジェクト目標はプロジェクト終了時までに「達成された（達成される見込みが高

い）」と判断される。 

本プロジェクトの各指標では明確な定義がなされていない文言があったため、本終了時

合同評価団において下表 3-6 のとおりの定義を行ない、評価を実施した。 

表 3-6 プロジェクト目標の指標定義 

指標 定義対象 定義 

指標 1 「森林火災予防活動」の内容 活動は下記 3 点から構成される： 
1) 住民啓蒙； 
2) 初期消火； 
3) MA への通報 

「活動」の主体 MPA 
達成基準 80%以上の対象 MPA が、森林火災予防活動項目

のうち、 低一項目を実施している 
指標 2 「組織的に貢献している」の意

味 
住民が MPA との組織体を以って、活動している

こと 
達成基準 MPA の数が増加している 

下表 3-7 は重点対象 DAOPS の所長による MPA の活動状況評価であり、「対象 MPA が各

火災予防活動を実施しているか否か」との問いに回答したものである。 

表 3-7 MPA による森林火災予防活動の現状評価（DAOPS 所長による） 

州 DAOPS 現在の MPA 数 住民啓蒙 初期消火 MA への通報

リアウ州 シアック 2 (0) 1 2 2 

ドゥマイ 3 (4) 3 1 2 

レ ン ガ ッ 4 (4) 4 4 4 

西ｶﾘﾏﾝﾀﾝ州 ラサウ 3 (0) 3 2 2 

ジャンビ州 ジャンビ 4 (2) 4 4 2 

バ タ ン ハ 2 (2) 2 2 2 

計 
18 (12)* 

17 15 14 

94% 83% 78% 

*括弧内数値はプロジェクト開始時(2006 年)における MPA 数。 

**評価対象は DAOPS との業務連携度が高い MPA、もしくは DAOPS/BKSDA を通して MPA の設立を行な

った MPA に限定している。これら上表内の MPA に加えて、州政府林業局、州政府環境局による指導を通
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して設立された MPA も存在する。 

 

上表から、全ての MPA が予防活動のうち少なくとも 1 項目については、実施しているも

のと判断することが出来る(指標 1)。 

また指標 2 の観点からも、プロジェクト開始当初は 12 組織であった MPA が現在は 18 組

織にまで増加しており、火災予防を目的とした住民の組織化が進展してきていることを表

している。 

MPA の火災予防活動の「質」の観点からは、未だなお改善余地も多分にあることは指摘

されるが、プロジェクト開始時期と比較すると、MPA の活動は明らかに活発化してきてお

り、「質」についても徐々に向上してきていることが本調査で明らかとなっている。 

以上の観点から、プロジェクト目標にある両指標は既に満たされており、プロジェクト

目標は「達成された（達成される見込みが高い）」ものと判断される。 

 
3-5 上位目標の達成の見込み 
上位目標: 
森林消防組織と一体となった住民参加による森林火災防止活動が対象州全体に拡大される 
 
指標 
1．森林火災が防止されていることが、森林火災件数の減少、延焼面積の減少により確認さ

れる 
2. 森林消防組織に住民が参加していることが確認される 
 

 上位目標達成の見込みは高いと判断される。 

 指標 1 にある森林火災件数の減少については、4-5 年周期で生じるエルニーニョ現象の年

次(2006 年)を除いて基本的に減少傾向を示している。 
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図 3-1 対象 3 州におけるホットスポット数の変化 

 

 なお森林火災件数および森林火災面積については、関係機関間でデータの不整合が見ら

れるなど信頼性が低いため、ホットスポットのデータによって判断した。 
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 また指標 2「森林消防組織への住民の参加」については、コミュニティベースでの消防組

織体である MPA への参加が増加すること、すなわち「MPA 数が増加すること」と再定義し

た。MPA の新規設立については下表のとおり、林業省をはじめ、地方州においても増加さ

せる意向が強く、設立目標数値を掲げている。以上の点からは、今後も MPA の新規設立は

増加するものと見込まれる。 

 

表 3-8 対象省・州における MPA にかかる発展構想 

組織/州 構想 備考 

林業省  現在約 4,500 人の MPA メンバーを

2014 年までに 10 倍以上とする(全

国)。 

 次期林業省 5 カ年計画に記載予

定。 

リアウ州  州内 254 箇所の危険地域に MPA 設立

を計画。ただし実際の設立にかかる

指導は県主体。 

 BKSDA の他に、州林業局、州環

境局それぞれの指導による MPA

もあり。 

西カリマンタ

ン州 

 BKSDA 指導による新 MPA の設立を

年間 3 組織予定。 

 BKSDA の他に、州林業局、州環

境局それぞれの指導による MPA

もあり。 

ジャンビ州  MPA を増加させる意向はあり。ただ

し数値目標は設定していない。 

 州政府独自に設立している MPA

は無い。MPA は BKSDA 主導によ

る組織のみ。 

 

以上の点から上位目標の達成見込みは高いと評価される。 

 
3-6 実施プロセス 
3-6-1 コミュニケーション 
 本プロジェクトは林業省内においては概ね十分なコミュニケーションが図られてきた。

特に、本プロジェクトの従前フェーズからプロジェクトで雇用している現地スタッフの助

力を効果的に活用しながら、コミュニケーションを進めてきた点が特筆される。 

 他方、州政府とのコミュニケーションについてはプロジェクトが予定していたとおりの

状況が必ずしも達成されたとは言えない。とりわけ西カリマンタン州では、プロジェクト

活動が同州での人事異動時期に遭遇したという、外部的な阻害要因の存在も指摘されるも

のの、これまでタスクフォースが設置されないままである事実からは、プロジェクト関係

者間でのコミュニケーションおよびコミュニケーションを取るための仕組み・体制が不足

していたものと考えられる。 

 

3-6-2 モニタリング体制 
 本プロジェクトでは定期的に実施するモニタリング体制を敷いておらず、各種の活動イ

ベントの実施に伴い、現地でのコミュニケーションを図ったり、州令タスクフォース会議
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へのオブザーバー参加を通したりしながら現況把握に努めてきた。このようなプロジェク

ト側の日常的努力は評価されるものの、更に中短期的かつ定期的なモニタリング体制があ

れば、相互のコミュニケーションの活発化、プロジェクトからのアドバイス・追加支援と

いったフォロー活動に繋げることが可能であったものと考えられる（プロジェクトでは、

各州からの半期報告をはじめ、イベント毎の報告書提示は実施していた）。 

 

3-6-3 プロジェクト円滑実施のための活動・投入にかかる調整対応 
 本プロジェクトでは当初のプロジェクト・デザインに関連して、特に下記の点で早期の

調整対応が必要であったものと考えられる。 

 

① 具体的な PDM 指標の設定 

本プロジェクトの PDM 指標には具体的な指標数値が設定されておらず、多くの指

標が「活動が実施されていることを確認する」といった、成果項目の換言となって

いる。また指標で使われている言葉の定義がなされておらず（例：プロジェクト目

標指標～「森林火災予防活動」、成果 3 指標～「森林火災予防活動のための具体的技

術」）、今般終了時評価調査において改めて指標解釈の確認、言葉の定義をおこなっ

た。 

PDM 指標の不備から派生した、とりわけ重要な影響は、本プロジェクト目標と成

果目標（特に成果 3）の到達レベルが曖昧になった点である。本件の目標・成果は定

性的な内容・文言であるため、その到達目標のレベルを定めるものは指標以外には

ありえない。しかしながら、指標が数量で明確に規定されていなかったために、結

果的にプロジェクトが達成すべきレベルを不明瞭のままにしてしまった。このこと

は同時に目標・成果達成のための投入量を不明瞭にしていたことにも繋がっている。 

プロジェクト開始当初には、諸々のプロジェクト環境が調査されていないため数

値の設定を行なわないことはやむを得ない処置であるが、プロジェクトの進捗を見

ながら、出来るだけ早い段階で指標内容の見直し、および目標とすべき数値設定を

行なう必要があったと考えられる。 

 

② 成果 3 にかかる人的投入および活動スケジュール 

成果 3「住民による森林火災予防活動の開始」は、本プロジェクトの目標を達成す

るための大きな柱の一つであるが、成果 3 にかかるほぼ全ての活動が短期専門家に

よって担われる構成となっており、かつその投入量は求められる(と推定された)成果

レベルに比して非常に少ない。また、成果 3 にかかる活動スケジュールがプロジェ

クト期間の後半に設定されているため、プロジェクト終了時までには活動の成果・

効用を十分に見定める時間が足りない設定となっている。投入量およびスケジュー

ルの点において中途時点において変更する必要があったものと考えられる。 

 

3-7 今後の課題等 
 詳細は第 5章に記述しているが、今後のプロジェクト終了に向けて、PDM 上でまだ残され

ている課題を解決する必要がある。 



23 

 

・ 西カリマンタン州における森林火災予防州知事令の完成 

・ MA、MPA に対するファシリテータートレーニング 

・ 州知事令のステークホルダーに対する普及啓発活動 
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第 4 章 評価 5 項目による評価結果 

 
4-1 妥当性 
 本プロジェクトの妥当性は「イ」国の政策、ニーズ、日本国の援助方針、日本国技術の

優位性等の点において高い妥当性があるものの、対象地の選定やプロジェクト・デザイン

の面で若干の反省があることから、総体としての評価結果は「やや高い」と評価される。 

 

4-1-1 インドネシア国政策に対する整合性 
 「イ」国の森林火災予防対策は、林業省の掲げる 5 大優先戦略のひとつ「森林資源の復

旧と保全」に該当する。同優先戦略実現のための具体的なターゲット分野のひとつとして

「森林火災の抑制」が明記されており、その重要性が謳われている。 

 また林業省 5 カ年計画においてカリマンタン、スマトラ等において住民を組み込んだ森

林火災対策の構築を行なうことが目標として掲げられている。 

 以上の点から、本プロジェクトの目指す目標および活動は、「イ」国の政策と合致してい

ると判断できる。 

 

4-1-2 国別事業実施計画との整合性 
我が国の対インドネシア国別援助計画（平成 16 年 11 月）では、開発支援において重点三

分野（「三つの柱」）を謳っており、本プロジェクトはそのうちのひとつ「民主的で公正な

社会造り」分野に該当している1。 

同重点分野では、「天然資源管理に携わる中央及び地方政府の行政能力向上と体制強化、

人材の育成（中略）の支援を行う」とともに、「自然災害対策も含んだ」環境全般への支援

を行なうこととしている。 

以上の点から、本プロジェクトが取り組んできた森林火災対策にかかる一連の活動は、

我が国の援助計画ときわめて整合しているものと判断される。 

 

4-1-3 日本国技術の優位性 
 本プロジェクトは、日本が長年に亘って経験してきた地域消防団による火災対策手法お

よび経験が十分に活用されており、日本国技術の優位性が発揮されたプロジェクト活動と

いえる。 

 特に本プロジェクトでは省令や州令の策定が重要なプロジェクト成果であったが、これ

ら法令の策定においては、日本が経験してきた消防団活動の要諦が随所に取り入れられて

おり（火災発生時からの関係者間連絡体制の構築など）、日本の優位性および経験が有効に

活用されたものと判断できる。 

 

                                            
1 対インドネシア国別援助計画では、同分野の他に、「民間主導の持続的な成長（主に経済インフラ整備、

中小企業振興支援など）」、「平和と安定（主にアチェなどの復興支援、テロ対策、海賊対策など）」への支    

援を掲げている。なお、上述「民主的で公正な社会造り」には、環境保全の他に貧困削減、教育、保健･

医療、ガバナンス改革への支援が包含されている。 
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4-1-4 ターゲットグループのニーズとの整合性 
 本プロジェクトの直接ターゲットグループは森林保全地域周辺の住民、および保全地域

の森林火災を担当する MA～官製森林消防隊である2。また同時に本件成果のひとつが省令

であることから、林業省も広義にはターゲットグループと判断できる。 

① 林業省のニーズ 

 プロジェクトの開始当初、1980 年代、90 年代との比較においては、保全地域における火

災は基本的に減少を示してきたものの、依然として保全地域周辺からの延焼を主因とした

火災は常時発生しており、その火災対策は林業省にとって 重要課題のひとつと認識され

ていた。林業省は 2002 年から MA の結成を促進し、その充実に努めてきたものの、広範な

管轄地域との比較において、そのマンパワーは絶対的に不足しており、地域住民との協調

が強く求められていた。そのため、本プロジェクトが目指した地域住民と MA の協調によ

る森林火災対策にかかる実施体制構築ならびに能力向上は、林業省のニーズに極めて合致

していたものと判断できる。 

 また、本プロジェクトの対象地域は当時の「イ」国が設定した火災予防重点 5 州（北ス

マトラ州、リアウ州、ジャンビ州、西カリマンタン州、中央カリマンタン州）3にも該当し

ており、その点からも林業省のニーズに合致していたものと判断できる。 

 

表 4-1 全国土地利用類型別による森林火災面積（ha） 

  2003 2004 2005 2006 2007 計 
保全林 1 20 4,002 355 228 4,606
生産林 3,277 886 82 1,508 987 6,740
原生自然保全地域 58 1,080 651 508 349 2,646
休養林 28 33 4 350 40 455
国立公園 169 1,261 595 1,324 5,256 8,605
植物園 11 47 - 30 4 92
学術林 - 9 - 2 - 11
都市林 - 6 85 - - 91
狩猟用森林 - - - 162 86 248
共有林 - - 82 - 23 105
計 3,544 3,342 5,501 4,239 6,973 23,599
注 1：小数点切捨て 
注 2：網掛けが MA の管轄範囲である保全地域。ただし国立公園は別途に MA が配置されている。保全林

も実質的には管轄している。 
出所：林業省森林保全自然保護総局 

 

② MA のニーズ 

 プロジェクト開始当初（2006 年）、MA は地域住民および MPA との連携を強く求めてい

た。特に現場活動の面では、火災発生時において MA に通報する住民が少ないことが、そ

                                            
2 本プロジェクトの PDM ではターゲットグループが明確に記載されていないが、プロジェクト目標ならび

に成果・活動の内容に鑑み、MPA および MA をターゲットグループと規定した。 
3 2008 年から上記 5 州に加えて、南スマトラ州、南カリマンタン州、南スラウェシ州、東カリマンタン州、

西スラウェシ州、クプラワンリアウ州の計 11 州が重点州となっている。 
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の初期消火体制を遅延させるひとつの原因となっていた。そのため、本プロジェクトが支

援した地域住民と MA の連携を促進させる法的整備および体制構築は、MA のニーズに即し

ていたものと判断できる。 

③ 住民のニーズ 

 火災発生そのものが地域住民による地拵え時の延焼などを主因としているため、ある種

の矛盾は指摘されるものの、住民にとって火災被害を減少させることは常時存するニーズ

である。本プロジェクトでは地域住民が自ら対応しうる火災予防活動の試行がなされてお

り（成果 3 にかかる活動）、その点において本プロジェクトの方向性は住民ニーズに適合し

ていると判断できる。 

 また、リアウ州やジャンビ州の保全地域周辺で農業に従事する人々（パームオイルなど）

は、他地域から短中期的に耕作する農民や労務者であるケースも多く、地域に長く居を構

える住民にとっては、コミュニティとして一体となった火災対策を行いたいとのニーズが

あった点も指摘される。 

 

4-1-6 対象地の適切性 
 本プロジェクトの対象 3 州は上述のとおり、森林火災対策重点州に該当しており適切で

あったと判断される。ただし、重点 DAOPS 6 箇所の選定については、保全地域を殆ど有し

ていない箇所も選定されているため（西カリマンタン州ラサウ DAOPS など）、プロジェク

トの本対象である「保全地域バッファーゾーン」の観点からは、必ずしも全ての DAOPS が

適切であったとはいえない。 

 参考までに、対象 DAOPS が管轄している保全地域数およびバッファーゾーンに位置する

村落数を表 4-2-に示す。 

表 4-2 対象 DAOPS の管轄内に位置する保全地域および村落数 

州 DAOPS 保全地域名 バッファーゾーン内村落数 うちMPA参加村落数

リアウ Rengat Kerumutan 24 8

Dumai HW. Sungai Dumai 4 2

PLG. Subanga 4 1

CA.P. Berkey 0 0

SM. Balai Raja 4 0

SM. Giam Siak Kecil 3 0

Siak SM. Pulau Besar Danau Bawah 2 0

SM. Bukit Batu 3 0

西カリマンタン Rasau CA. Mandor 1 1

Sinkawan CA. Lho Fat Gun Pie 1 1

CA. Raya Pasi 8 5

CA. Gunung Nyint 10 2

TWA. Melintans 10 0

TWA. Aswansang 3 0

TWA. Sungai Liku 1 0

TWA. Selimpai 1 0

TWA. Dungan 2 0

ジャンビ Kota Jambi Peat forest protection 5 1

Peat forest protection 4 1

Ex Consession 6 2

Tiger Conservation 0 0

Batanghari Durian Lunchek 3 1  
出所：DAOPS 所長聞取り調査結果から作成 
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4-1-7 案件内容の公益性・ODA としての適格性 
本プロジェクトが目した MPA ならびに MA による森林火災予防体制の構築ならびに能力

強化は、直接的には両者が裨益者となるものであるが、間接的には対象地域の住民が便益

を享受することは自明である。また、森林火災予防対策の強化は対象 3 州のみならず、「イ」

国およびマレーシア、シンガポールといった周辺国に対する煙害対策効果、および気候変

動対策としての効果も併せ持っている。 

以上のことから、本プロジェクトによる技術支援は対象地域を超えた、地域社会全体の

便益に繋がるものであり、公益性は高く、ODA としての適格性を十分に備えているものと

判断される。 

 

4-1-8 プロジェクト・デザインの妥当性 
 本プロジェクトのデザインについては、特にカウンターパート機関の設定の点で改善の

余地があったものと考えられる。 

 具体的には、本プロジェクトでは成果の一つの柱として州令を策定すること（成果 2）と

なっているが、本プロジェクトの正式なカウンターパートに州政府は設定されていなかっ

た。本プロジェクトの活動過程においては、特にリアウ、ジャンビの両州政府から積極的

な関与が得られたため、成果発現において大きな阻害要因とはならなかったが、活動を展

開するうえで若干の非効率性が生じたことは否めない。特に、州における活動展開の初動

時において、州政府の担当者選定において時間を要した点などが挙げられる。 

 

4-2 有効性 
 本プロジェクトにおける有効性は「やや高い」と判断される。 

 

4-2-1 プロジェクト目標および成果の達成 
本プロジェクトの目標「森林保全地域周辺住民が森林消防組織と一体となり森林火災予

防活動を開始する」は既に達成したものと判断される。他方、成果 2－B や成果 3 において

完全に達成されていない側面が見られる（詳細は第 3 章プロジェクトの実績と現状参照）。 

 

4-2-2 外部条件の充足 
 本プロジェクトにおいては「森林火災予防及び対策に関する中央及び地方政府の森林政

策や組織再編の重要な変更がない（プロジェクト目標レベル）」、「関連プロジェクト（林業

省における JICA プロジェクト）が劇的に変更されない（成果レベル）」の外部条件が設定

されていた。 

 本プロジェクト期間中には負の影響を及ぼすような森林政策の変更や組織再編はなされ

ておらず、同外部条件は充足されてきたものと考えられる。また、林業省における他の関

連プロジェクトとの間にも非効率な重複や対立は生じておらず、この点においても同条件

は充足されてきたものと判断できる。 

 

4-2-3 プロジェクト目標・成果達成にかかる貢献要因 
 本プロジェクトの実施においては、下記の点がプロジェクト目標および成果達成への貢
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献要因として作用してきたものと考えられる。 

 

① 州政府の積極的な活動 

本プロジェクトでは対象 3 州から積極的な関与が得られた。前述のとおり、本プロ

ジェクトにおいて州政府は公式なカウンターパートとしての位置づけはされていなか

ったものの、州令策定にあたり州内タスクフォースを設置するなど、積極的な関与が

得られた。州政府の積極的な活動が結果として成果 2 の達成見込みを高めたものと評

価できる。 

 

② 従前フェーズからの共通理解および信頼関係 

本プロジェクトは 1996 年から展開されてきた森林火災対策技術協力プロジェクトの

実質的フェーズ 3 としての位置づけがなされている。そのため、本プロジェクトに関

わるカウンターパートには前フェーズから継続従事してきた林業省職員も数多く、プ

ロジェクト実施に際して共通の理解、および信頼関係が事前に構築されていた。個人

的な信頼関係が重視される同国において、このようなフェーズ 1 からの蓄積は本プロ

ジェクトの円滑な業務開始に大いに寄与したものとして特筆される。 

 

③ 従前フェーズからの技術的資産の利用 

本プロジェクトの従前フェーズにおける各成果が、本プロジェクトの活動を促進、

下支えしていた点も特筆される。特に NOAA システムの技術者が育成され、省内に定

着していること、MA が使用できるトレーニングマニュアルが完成していること、国立

公園ガイドラインの作成プロセスが省令・州令作成のための貴重な事前経験となって

いることなどが挙げられる。 

 

4-2-4 プロジェクト目標・成果達成にかかる阻害要因 
 成果 3 の達成について、成果の達成度合いを測定しうる十分な時間が得られない状況と

なっている。要因としては、①短期専門家投入のタイミングが遅かったこと、②ローカル

コンサルタントによるプロファイリングの成果物が要求を満たすものではなく、結果的に

短期専門家の業務に時間的な皺寄せが生じたことが挙げられる。 

 また成果 2 に関連して、西カリマンタン州の州政府の人事異動時期に重複したことによ

って、先方の担当者が固定化されず、進捗に影響を及ぼした。 

 

4-3 効率性 
 本プロジェクトにおける効率性は「中程度」と判断される。日本人短期専門家の投入時

期、期間、本邦研修およびローカルコンサルタントの活用について効率性の損失が認めら

れる点が効率性の評価を下げる要因となった。 
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4-3-1 人的側面 
① 日本側投入 

日本人専門家 

本プロジェクトでは下表のとおりの専門家派遣を実施した。 

 

表 4-3 専門家投入 
期間 指導分野名 派遣期間 主たる業務内容
長期 チーフアドバイザー/森

林政策・森林火災予防計
画 

2006.12.01 
～ 2007.11.30

チーフアドバイザーとしてのプロジェクト
運営総括 

業務調整/村落振興 2007.1.22  
～ 2009.11.30

 プロジェクト運営にかかる調整業務全般 
 州令の策定（成果 2）および MPA・住民・

MA 育成関連業務（成果 3） 
チーフアドバイザー/森
林政策・森林火災予防計
画 

2007.11.14  
～ 2009.11.30

 チーフアドバイザーとしてのプロジェクト
運営総括および省令の策定（成果 1） 

短期 森林火災早期警戒 2007.5.20  
～ 2007.5.20

 NOAAおよびMODISにかかる技術指導（成
果 1）

森林火災早期警戒 2008.3.17  
～ 2008.4.13

 同上 

森林火災予防技術普及 2008.3.29  
～ 2008.5.3

 第 2 フェーズ住民参加型手法の再検証 
 成果 3 にかかる対象地の詳細選定 

森林火災予防技術普及 2008.11.16  
～ 2008.12.27

 ダユン村（リアウ州）における火災予防活
動 

 リアウ大学への業務委託・業務指導
森林火災合同初期消火 2009.2.15  

～ 2009.2.22
 泥炭地火災の実態把握 

森林火災予防技術普及 2009.3.29  
～ 2009.5.22

 ダユン村（リアウ州）における活動継続 
 森林火災予防にかかるプロセス･体制レビュ
ー

 

 本プロジェクトにおける日本人専門家の投入は、長期専門家においては派遣分野、期間、

および派遣タイミングにおいて有効な投入であったと判断される。 

 他方、短期専門家については、「森林火災予防技術普及」専門家の投入タイミングがプロ

ジェクト後半になったために成果発現を確認するのに十分な時間を確保することが出来な

かった点が効率性の損失として指摘される。 

 

ローカルコンサルタント 

活動 2-2 において「地域の森林火災予防計画を実施するための住民組織化」に向けて「コ

ミュニティ・ステークホルダー・プロファイルを作成する」ことが計画されていた。本活

動はローカルコンサルタントに業務委託を行なったが、作成されたプロファイルは実質的

に必要情報を満たしておらず、結果的には短期専門家の業務進捗にも影響を与えた。さら

に、村落住民との間でプロジェクトが採るアプローチに関して、誤解を生じさせてしまい、

結果的に対象村落での活動進捗にも負の影響を及ぼした。 

 以上の点から、本ローカルコンサルタントの投入においては非効率な点があったものと

指摘される。 
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② インドネシア側投入 

 本プロジェクト期間中に「イ」国側は林業省および州レベルでの BKSDA、DAOPS 等か

らのカウンターパート配置を行なった。これら投入は、本プロジェクトの円滑な実施およ

びプロジェクトの成果発現に貢献したものと判断される。 

 他方、州政府は正式なカウンターパートとしては配置されていなかったが、実質的には

カウンターパートとしての役割を担っており、州令策定の成果発現に貢献した。ただし、

西カリマンタン州については同州内の人事異動などに拠る若干の混乱が生じたため、活動

は遅延している。 

 

4-3-2 物的投入 
 本プロジェクトでは必要 小限の事務機器と火災対策資機材としてポンプセット、GPS

などを投入している。現在 MPA の多くは消火機材がほぼ皆無であり、活動の支障となって

いる事実からは、これら資機材の投入は妥当と考えられる。また GPS についても、MA が

火災地の発見及び消火対応を迅速に行なう活動を支援するものであり、妥当と考えられる。

なお、これまでのところ管理状況においても問題は生じていない。 

 

4-3-3 本邦研修・第三国研修 
 本プロジェクトでは下表のとおりの研修を実施した。 

表 4-4 本プロジェクトによる研修派遣 

コース名 コースの内容・ねらい 実施年 期間 研修人数 研修生の所属 

第三国研修（タイ） 早期警戒関係の情報伝達 2007 年 5 日間 3 人 森林火災対策局

課題研修「気候変

動に関する情報解

析」 
情報解析 

2007 年 
から毎年

1 ヶ月 3 人 森林火災対策局

青年研修 
国際協力における文化交

流 
2008 年 1 ヶ月 1 人 森林火災対策局

国別研修「森林火

災予防・気候変動

対策」 

気候変動及び森林火災に

おける技術交換 
2008 年 1 週間 5 人 

森林保護・自然

保護総局他 

国別研修「住民に

よる火災対策（仮

称）」 

日本の消防組織・消防団の

視察等 
2009 年 
（予定）

1 ヶ月 10 人 
森 林 火 災 対 策

局・関係地方政府

 

 本プロジェクトによる研修の効果は今後発現されてくるものと考えられる。日本の消防

組織をカウンターパートが実見する研修は 2008 年度に開始されたばかりであるため、具体

的な研修効果はまだ見とめられない。これら研修の効果は今後の森林火災対策にかかる

「イ」国政府の計画・プログラムに直接的、間接的に反映されてゆくものと期待できる。

ただし仮に、これら研修をプロジェクトの前半に開始することが可能であった場合、その

効果発現も同時に早めることができた可能性は指摘される。その点からはタイミングの点

において、若干の効率性損失が見とめられる。 
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一方で、本プロジェクトでは当初の設計時に本邦研修が予定されていないプロジェク

ト・デザインになっていた。そのためプロジェクト専門家および JICA 事務所が他研修スキ

ームを有効に活用し、研修を補完、促進してきた事実は大いに評価されるものとして付記

する。 

 

4-3-4 その他（重複・補完活動） 
本プロジェクトの実施においては、他ドナー支援プロジェクトとの非効率な重複は生じ

ていない。本プロジェクトと同時期に実施されていた EU によるプロジェクト「南スマトラ

森林火災対策プロジェクト：South Sumatra Forest Fire Management Project」との間では、そ

れぞれプロジェクト対象地域が他所に設定されており、地域的な重複は生じていない。ま

た同プロジェクトによる火災対策アプローチは、住民の生計向上に焦点を当てた側面が強

く、本プロジェクトとの間でアプローチ方法の重複も見られない。むしろ、林業省政府に

とっては異なるアプローチによる、成果発現の状況を比較検証させうる効用もあったもの

と評価できる。 

またオーストラリアによるプロジェクト「Fire Watch Indonesia Project」で、MODIS の有

効利用について技術支援を行なっており、本プロジェクトへの間接的な補完効果があった

ものと考えられる。 

 

4-4 インパクト 
 本プロジェクトにおけるインパクトの程度は「高い」と判断される。 

 

4-4-1 上位目標達成の見込み 
 上位目標は達成される見込みが高いものと評価できる（上述 3-5上位目標の達成の見込み参照）。 

 

4-4-2 波及効果 
① プラス・インパクト 

(社会経済面) 

 MPA の結成によって、村落内外の住民組織、行政組織との関係が強化された。特に複数

の村落で構成されている MPA では参加村落間の関係が強化された。 

 MPA が設立されていることによって、ゼロ・バーニング・プログラムが村落で実施され、

MPA メンバーだけでなく、他の農民でもコンポスト作りを始めた例が現れている（西カ

リマンタン州ラサウ等）。 

 

 【村落での活動を展開中のダユン村（リアウ州シアック県）におけるインパクト、背景と

して、MPA の組織設立においては、村落内で新たなグルーピングを行なわずに、既存の

住民組織を母体として MPA にすることを企画した】 

MPA の組織設立において、既存の村落内住民組織の活性化も同時に実施した。結果的

に、女性グループがマイクロファイナンス事業を活性化させるために、自ら簿記の勉強会

を開催したり、農民グループが営農計画を策定したりするなど、MPA 以外の住民組織活

動が活発化している。今後、経済的な収入向上などの側面での間接的なインパクト発現も
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期待できる。 

 

（政策面） 

 本プロジェクトの活動過程において、MA と MPA の関係強化の効果、重要性が林業省内

部で認識されるようになり、MA と MPA の連携を強化する「Establishment and Development 

Program of MPA」が対象 3 州以外にも展開されることが計画されている。 

 

② マイナス・インパクト 

 特筆すべきマイナスのインパクトは生じていない。 

 

4-5 自立発展性 
本プロジェクトの自立発展性は「やや高い」と判断される。 

 

4-5-1 政策面 
現在策定中の次期林業省 5 カ年計画（2010-2014 年）において、森林火災対策は更に強化

される予定となっている。同計画で森林火災対策は 4 つのプログラムから構成されており、

1）組織強化、2）オペレーション強化、3）住民エンパワメント促進、4）国内・国外機関

との協調促進が計画されている。具体的には「1）組織強化」において MA および MPA の

強化を計画し、「2）オペレーション強化」において現場における消火資機材の充実、管理

部門において NOAA をはじめとした火災予防にかかるツールの充実を図る予定である。 

また林業省 5 カ年計画に加えて、国家開発計画省を主体として策定されている「気候変

動に対応した国家開発計画：National Development Planning Response to Climate Change」にお

いても、林業セクターの果たす役割の重要性が謳われており、特に森林火災対策では MA

の能力強化とともに MPA の設立、コミュニティの参加が活動戦略として述べられている。 

以上の点から、本プロジェクトにかかる政策面での自立発展性は高いと判断される。 

 

4-5-2 組織面 
① 林業省 

(中央) 林業省内部では森林火災対策に必要な各部署が既に設立されており、組織的な対応

を行なううえでの体制は整備されている（森林火災対策も課から局に組織としてのステー

タスが上げられている）。 

 

(地方) BKSDA は中央政府の地方機関として、DAOPS の適宜管理、指導ならびに州・県政

府等との調整を図ることが主たる役割である。これら指導・調整業務といった観点からは、

組織内に森林火災部もしくは森林火災担当者が定められており、組織体制としての不備は

無い。ただしパフォーマンスの観点からは、主たる火災発生源の農地火災を管轄する州・

県農園局等との調整業務について、調整が効果的に出来ていない州も実在することは指摘

される。 

また、DAOPS についても、MA を管轄するとの組織ミッションの観点からは組織体制と

しての不備は基本的には無い。しかしながら、ひとつの DAOPS の管轄範囲が広範に過ぎて
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おり、事実上管理することが不可能な DAOPS も散見される。西カリマンタン州に見られる

ようなサブオフィスなどを地方に設ける対応が自立発展性を高めるうえでは求められる

（村落ベースでのリエゾンオフィスを設置している例もあり）。 

 

② 州・県政府 

州政府については、主たる役割が火災対策にかかる計画立案、関係機関調整である点か

らは、組織的な体制はほぼ整備されていると判断できる。 

他方、保全地域のバッファーゾーンは正式には県政府の管轄地域であり、県政府が消火

活動を行なわなければならないこととなっている。そのような観点からは、消防組織を持

たない（もしくは非常に限定的な組織のみを有している）県政府の現行組織体制では火災

に対応できない、つまり自立発展性がないともいえる。実際にはバッファーゾーンおよび

農地火災についても MA への出動依頼を発出することで対応しているが、中長期的には組

織体制の整備もしくは DAOPS/MA との間での明確な役割分担、業務報酬等にかかる規定を

策定することが求められる。 

 

4-5-3 技術面 
① MA 

MA の技術的側面（消火、住民啓蒙）は基本的には継続性のある技術レベルに達している

ものと判断できる。今後は GPS の活用などを含め、資機材の有効活用が出来る能力強化が

求められる。 

 

② MPA 

MPA に求められる活動内容が、①火災発見時における MA への即時通報、②住民啓蒙に

限定されるとした場合には、既に一定程度の自立発展性があるものと判断できる。今後は

MA からファシリテータ・トレーニングなどを受けることで、住民啓蒙の効果的な方法を習

得することが求められる。 

他方、MPA の求められる活動内容が上記に加えて、消火活動までを含んだ場合には、そ

の自立発展性は低下する。ボランティアとしての立場、且つ資機材が極めて限定的な状況

での消火活動は極めて困難と予想される。特に対象 3 州は消火活動が難しい泥炭地であり、

その技術面での困難性は極めて高い。 

 

4-5-4 財政面 
① 林業省 

森林火災対策にかかる予算は林業省の中でも手厚い予算配分がなされている活動のうち

のひとつである。この傾向は、気候変動対策といった国内外への実質的・広報的効果の側

面からも重要視されており、予算は安定的に今後も獲得される可能性が高い4。ただし、総

額としては比較的潤沢な予算を得ているものの、予算配分において問題がある（フィール

                                            
4 林業省は MPA に対するトレーニング予算、資機材予算を増大させる予定（2010 年予算）。また MPA に

対する給金も 2009 年度予算から初めて計上した（1 ヶ月あたり 10 万 Rp、3 ヶ月間支給。予算は 20 隊＊15
人/隊）。 
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ドへの予算配分が少ない）ことが林業省内部からも指摘されている。 

 

② 州・県政府 

 森林火災対策にかかる予算配分は各州によって差異が大きい。州知事、県知事個々によ

る火災対策へのコミットメントが直接的に予算配分となって現れており、その自立発展性

を見定めることは非常に困難である。 

 

4-5-5 社会面 
コミュニティの資産を守る火災対策活動は、一様に社会的受容性が高く、社会面での自

立発展性は高い。 

 

 4-6 評価結果の結論 
上記のとおり 5 項目評価を踏まえ、本合同評価調査団は、プロジェクトは概ね当初目標

を達成し、成功裏にプロジェクトを終了すると判断した。 

特に大臣令、州知事令等の森林火災対策に関する法的な裏づけ、対策の枠組みづくり（成

果 1、2）については、ごく一部を除き終了しており、残った自然保護総局長通達（具体的

ガイドライン）、西カリマンタン州知事令の発出についても、プロジェクト期間内に終了す

ることが十分期待される。この活動に当たっては、C/P である林業省側の活動に加えて、各

州の森林火災対策部局、環境部局等の積極的な協力を得られたことの効果に留意すべきと

考えられる。さらに、C/P としては正式に位置づけられていない各地方都市（リアウ州、ジ

ャンビ州、西カリマンタン州）政府の積極的な協力及び実施が非常に大きな成果を生み出

す背景となったことは特筆すべき点である。 
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第 5 章 提言と教訓 
 
5-1 提言 
(プロジェクト残り期間に向けて) 

大臣令、州知事令等の森林火災対策に関する法的な裏づけ、対策の枠組みづくり（成果 1、

2）については、ごく一部を除き終了しており、残った自然保護総局長通達（具体的ガイド

ライン）、西カリマンタン州知事令の発出についても、プロジェクト期間内に終了すること

が十分期待される。この活動に当たっては、C/P である林業省側の活動に加えて、各州の森

林火災対策部局、環境部局等の積極的な協力を得られたことの効果に留意すべきと考えら

れる。 

住民の森林火災予防活動（成果 3）については、当初（PDM 上）、自主的な住民の火災対

策組織（マンガラアグニ（MA））の活動強化及び過去のプロジェクトで開発、実証してき

た IGB、SALT など住民による森林火災予防手法の普及拡大が計画されていた。しかしなが

ら、その後、MA は林業省出先機関（BKSDA）傘下の半公務員的組織として中核的な森林

火災消防機関として組織され、当初計画していた活動対象にふさわしい住民参加型の予防

組織としては、住民火災対策組織（MPA）が政府の働きかけによってあるいは自発的に次々

と組織されてきた。これらの経緯から、プロジェクトの活動を MA を通じた MPA の活動強

化、MPA にも属さない住民の自主的森林火災予防活動の手法開発へと修正を加えながら活

動を展開してきた。この対象の再選定は実情を反映しており適切なものであったと考えら

れる。また、活動については、プロジェクト期間内に一定の成果を得ることが期待できる。 

終的に合同評価団は、以下の点について重点的にプロジェクト活動を行なうことが重要

であると JCC においてコメントを行なった。 

－西カリマンタン州における州知事令の完成 

－MA、MPA に対するフィールドトレーニング（ファシリテータ･トレーニング等）の実施 

－住民、コミュニティへのエンパワメント活動の推進 

－制定した州知事令の各州における普及啓発活動 

 
（プロジェクト終了後について） 

 プロジェクトの自立発展性のためにも、引き続き林業省が BKSDA 及び DAOPS に対して

適切な予算配置を行い、地方政府とともに活動を継続していく事が重要である。 

 特に、COP13 以降、森林保全や REDD といった気候変動に係るテーマは非常に大きな意

味合いを持ってきており、森林・耕地火災対策のような活動には様々な観点から注目が集

まることが想定され、本プロジェクトの成果を改めてアピールするなどの対応も重要であ

る。 

 また、林業省は本 3 州で培った経験を活かしつつ、3 州以外の火災重点対策州においても

同様の火災予防条例の制定に向けた取り組みを各州政府と共に開始するといった普及展開

活動を行なうことが求められているが、これについては林業省に係る他の JICA プロジェク

ト・政策アドバイザー等とも連携しつつ JICAとしてもフォローしていくことが重要である。 
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5-2 教訓 
（成果指標の設定、プロジェクト中間レビュー等モニタリング体制について） 

本プロジェクトの実施に当たっては、計画策定の際に具体的な成果の評価指標を設定す

ることが簡単ではなかったと考えられる。また、大臣令、州知事令の性格及び内容（当初

は、「森林火災予防計画」と定義）、MA の半政府機関化、MPA の創設など住民参加型の森

林火災予防対策を巡る政策の変更など、プロジェクト目標、成果の一部について途中で見

直す必要があったが、プロジェクトにおいてはその変化に十分に柔軟に対応し、成果をあ

げてきている。しかしながら、このような計画の変更については、第三者による評価、運

営指導など、より透明性の高い手続きを行い、コンセンサスを得ておくことが必要であっ

たと考えられる。 

 
（地方政府の関与について） 

本プロジェクトでは、地方政府の積極的関与がプロジェクトの成果発現に大きく貢献す

ることとなった。一方で地方政府は C/P として位置づけられておらず、当初はプロジェク

ト活動を十分熟知していない中で、プロジェクトチームとの協議を実施してきた経緯があ

る。現に本プロジェクトでは地方政府に対する説明と信頼関係の構築に半年から１年前後

の期間を有しており、プロジェクト活動計画にも支障をきたす可能性もありえた状況であ

る。 

従って、今後、地方分権が進展している「イ」国において、このような地方レベルでの

自然環境保全活動を推進する場合には、地方政府を事前のプロジェクトフレームワーク形

成の過程（R/D 協議）において、積極的に巻き込み案件形成することがプロジェクトの成否

に大きな影響を及ぼすと考えられる。 

 
5-3 その他 
（今後の支援の方向性『次期採択済案件「泥炭湿地林周辺地域における火災予防のための

コミュニティ能力強化プロジェクト」』について） 

「イ」国の森林火災問題については、従来から、森林ではない地域での火災が大半を占

めること、ゼロ・バーニング地拵えの導入等の政策が火入れ地拵え以外の手法に必要な資

金、技術を持たない住民に受入れが難しいこと、都市地域を含めてモデルとなる公共の消

防機関の整備が不十分であることなど対策の急速な展開が困難な状況にあったが、少なく

とも林業省所管の森林及びそのバッファーゾーンについては対策が急速に進展しており、

プロジェクトの活動はその進捗に大きな貢献を果たしてきたと考えられる。また、NOAA

によるホットスポット情報の配信、活用など、過去のプロジェクトの成果の林業省による

活用も積極的に行われており、わが国の森林火災対策に対する協力は成果を挙げていると

考えられる。 

このような中、火災によるヘイズの主要な発生源であり、森林を含めて複雑な土地形態、

土地利用、住民関係があり、また、いったん火災が発生すると消火が困難な泥炭地の森林

火災対策については、他地域よりも住民による予防活動が重要な鍵となっている。また、

泥炭地は、二酸化炭素の巨大なシンクあるいは排出源として気候変動対策上の重要性も増

してきている。このため、今後、泥炭地において、本プロジェクト及び FFPMP1 及び 2 で
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得られた経験と成果を活用して、住民の森林火災予防活動手法について開発、普及を行う

ことができれば、「イ」国の森林減少・劣化のみならず地球規模の環境問題への直接的な貢

献として大きな効果が得られるものと考えられる。また、このような計画の可能性を具体

化するためには、他の地域よりも複雑な土地利用、地方政府を含めた関係者に関する事前

の分析を十分に行い、地域、受益者集団、手法等を慎重に設計する必要があると思われる

（下図 5-1、5-2 参照）。 
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い

こ
と

が
多

い
－

 
M

P
A

と
し

て
の

州
、

B
K
S
D

A
等

へ
の

登
録

と
は

別
個

に
必

要
と

の
意

）

・
村

落
内

住
民

に
対

す
る

対
外

的
な

視
認

性
が

な
い

（
→

 
認

め
て

も
ら

え
な

い
こ

と
に

よ
る

モ
チ

ベ
ー

シ
ョ

ン
へ

の
悪

影
響

）

【
ト

レ
ー

ニ
ン

グ
関

連
】

・
ト

レ
ー

ニ
ン

グ
が

不
十

分

・
ト

レ
ー

ニ
ン

グ
プ

ロ
グ

ラ
ム

に
改

善
の

余
地

あ
り

・
村

落
内

に
独

自
の

火
災

予
防

計
画

が
な

い
・
村

落
内

に
独

自
の

火
災

予
防

に
関

す
る

規
則

が
な

い
・
村

落
内

で
火

災
が

起
き

た
時

に
連

絡
先

、
連

絡
方

法
が

分
か

ら
な

い
人

が
多

い

・
移

住
者

が
多

い
・
短

中
期

的
居

住
者

が
多

い
・
上

記
の

理
由

で
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
の

一
体

性
が

な
い

・
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
外

部
者

に
よ

る
火

入
れ

が
多

い
（
→

 
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
内

の
人

々
の

過
失

で
は

な
い

と
の

認
識

を
持

つ
人

が
多

い
）

・
石

油
資

源
の

恩
恵

に
よ

り
、

比
較

的
裕

福
な

農
村

地
域

も
 

あ
り

（
→

 
生

計
向

上
プ

ロ
グ

ラ
ム

な
ど

へ
の

関
心

が
低

い
）

M
A

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

泥
炭

地
に

お
け

る
社

会
的

特
性

・
泥

炭
地

利
用

に
関

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

が
な

い
（
土

地
利

用
～

「
深

度
3

メ
ー

ト
ル

以
下

の
泥

炭
地

は
農

地
利

用
を

可
と

す
る

」と
し

た
規

定
は

あ
り

）

・
各

ス
テ

ー
ク

ホ
ル

ダ
ー

の
コ

ミ
ッ

ト
メ

ン
ト

が
足

り
な

い
（特

に
州

・
県

）  

そ
の

他

M
P

A
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図

5-
2 

林
業
省
関
係
者
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
基
づ
い
た
問
題
分
析
図
（
素
案
）

 

泥
炭

地
に

お
け

る
火

災
予

防
能

力
の

向
上

住
民

が
火

を
出

さ
な

い
た

め
の

事
前

予
防

を
徹

底
す

る

住
民

に
お

け
る

火
災

予
防

能
力

の
向

上

村
落

火
災

予
防

計
画

の
策

定
お

よ
び

実
施

～
火

災
予

防
に

か
か

る
村

落
条

例
の

策
定

/
遵

守
～

村
落

内
土

地
利

用
計

画
の

策
定

（～
イ

ン
セ

ン
テ

ィ
ブ

導
入

の
検

討
⇔

エ
ン

パ
ワ

メ
ン

ト
プ

ロ
グ

ラ
ム

と
の

協
同

実
施

な
ど

）

(日
常

的
な

）住
民

啓
蒙

へ
の

役
割

を
強

化
す

る

M
P
A
に

お
け

る
火

災
予

防
能

力
の

向
上

村
落

火
災

予
防

計
画

策
定

に
お

け
る

村
落

内
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

・
フ

ァ
シ

リ
テ

ー
タ

と
し

て
の

能
力

強
化

M
P
A
と

し
て

の
活

動
内

容
の

規
定

化
お

よ
び

村
落

内
で

の
M

P
A
立

場
、

役
割

等
の

浸
透

を
促

進

M
A
の

住
民

啓
蒙

に
か

か
る

フ
ァ

シ
リ

テ
ー

タ
機

能
を

強
化

す
る

M
A
/D

A
O

P
S
に

お
け

る
火

災
予

防
能

力
の

向
上

フ
ァ

シ
リ

テ
ー

タ
研

修
実

施 ト
レ

ー
ナ

ー
育

成
①

　
村

落
ベ

ー
ス

で
の

活
動

対
象

ト
レ

ー
ナ

ー
②

　
C
e
nt

er
で

の
研

修
実

施
ト
レ

ー
ナ

ー

村
落

で
の

活
動

実
施

(フ
ァ

シ
リ

テ
ー

タ
と

し
て

）

M
A
の

消
火

能
力

を
強

化
す

る

S
M

A
R
T
部

隊
へ

の
能

力
強

化

（
M

A
へ

の
機

材
供

与
）

D
A
O

P
S
の

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

セ
ン

タ
ー

と
し

て
の

機
能

を
強

化
す

る

現
行

リ
フ

レ
ッ

シ
ュ

・ト
レ

ー
ニ

ン
グ

の
見

直
し

→
　
研

修
計

画
の

策
定

研
修

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

の
策

定

研
修

実
施

→
　
州

政
府

、
県

政
府

、
民

間
会

社
お

よ
び

M
P
A
/
住

民
等

M
A
/
D
A
O

P
S
の

組
織

開
発

計
画

を
策

定
す

る

人
材

育
成

計
画

の
策

定 M
A
認

証
制

度
・技

術
指

針
の

策
定

M
A
/D

A
O

P
S
配

置
計

画
の

策
定

等

法
執

行
の

強
化

～
村

落
内

部
に

よ
る

執
行 ～

外
部

組
織

に
よ

る
執

行

M
P
A
消

火
能

力
の

向
上 ～

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

充
実

～
資

機
材

の
充

実

出
火

源
対

策
出

火
源

・
消

火
対

策

体
制

構
築

能
力

構
築

 



 

 



 

 

 
 

附 属 資 料 
 
 
 
1 協議議事録 (Minutes of meetings) 

 

2 PDM 

 

3 PO 

 

4 投入実績 

 

5 その他参考資料 

（林業省組織図、インドネシア林業省森林火災対策担当組織概要、インドネシア森林火災

対策消防組織概要、林業省火災対策大臣令（仮訳）） 

 





附属資料1

43





附属資料1

45



46



附属資料1

47



48



附属資料1

49



50



附属資料1

51



52



附属資料1

53



54



附属資料1

55



56



附属資料1

57



58



附属資料1

59



60



附属資料1

61



62



附属資料1

63



64



附属資料1

65



66



附属資料1

67



68



附属資料1

69



70



附属資料1

71



72



附属資料1

73



74



附属資料1

75



76



附属資料1

77



78



附属資料1

79



80



P
D

M
1,

 a
s 

of
 6

 M
ar

ch
 2

00
7 

 1

 Pr
oj

ec
t N

am
e:

  
Fo

re
st

 F
ire

 P
re

ve
nt

io
n 

P
ro

je
ct

 b
y 

in
iti

at
iv

e 
of

 p
eo

pl
e 

in
 b

uf
fe

r z
on

es
 

Pe
rio

d 
of

 C
oo

pe
ra

tio
n:

  
 

 
 

3 
ye

ar
s 

(2
00

6/
12

- 2
00

9/
11

 
Im

pl
em

en
tin

g 
A

ge
nc

y 
in

 B
en

ef
ic

ia
ry

 C
ou

nt
ry

: 
 

D
G

-F
or

es
try

 P
ro

te
ct

io
n 

an
d 

N
at

ur
e 

C
on

se
rv

at
io

n 
(P

H
K

A
), 

M
in

is
try

 o
f F

or
es

try
 (M

O
F)

 
Pr

oj
ec

t A
re

a:
  

Ta
rg

et
 p

ro
vi

nc
es

 a
re

 R
ia

u,
 J

am
bi

, a
nd

 K
al

im
an

ta
n 

B
ar

at
. 

 T
ar

ge
t M

an
gg

al
a 

A
gn

i’s
 a

re
 1

) S
ia

k,
 2

) D
um

ai
, 3

) R
en

ga
t, 

4)
 J

am
bi

, 5
) B

at
an

gh
ar

i, 
6)

 R
as

au
 

N
A

R
R

AT
IV

E 
SU

M
M

A
RY

 
O

B
JE

C
TI

VE
LY

 V
ER

IF
IA

B
LE

 IN
D

IC
AT

O
R

S 
M

EA
N

S 
O

F 
VE

R
IF

IC
AT

IO
N

IM
PO

R
TA

N
T 

A
SS

U
M

PT
IO

N
S 

O
ve

ra
ll 

G
oa

ls
 

 Fo
re

st
 

fir
e 

pr
ev

en
tio

n 
ac

tiv
iti

es
 

by
 

th
e 

co
lla

bo
ra

tio
n 

be
tw

ee
n 

fo
re

st
 

fir
e 

br
ig

ad
e 

(M
an

gg
al

a 
A

gn
i) 

an
d 

vi
lla

ge
rs

 
w

ill
 

be
 

ex
te

nd
ed

 
in

 
th

e 
al

l 
ar

ea
 

of
 

ta
rg

et
 

pr
ov

in
ce

s.
 

   

 1.
 P

re
ve

nt
io

n 
of

 fo
re

st
 fi

re
 is

 c
on

fir
m

ed
 b

y 
de

cr
ea

si
ng

 th
e 

nu
m

be
r o

f f
or

es
t f

ire
 a

nd
 b

y 
de

cr
ea

si
ng

 th
e 

si
ze

 o
f d

am
ag

ed
 a

re
a 

of
 fo

re
st

 fi
re

. 
  

2.
 I

t 
is

 c
on

fir
m

ed
 t

ha
t 

lo
ca

l 
pe

op
le

 p
ar

tic
ip

at
e 

in
 M

A
N

G
G

A
LA

 A
G

N
I 

(fo
re

st
 f

ire
 

br
ig

ad
e)

.. 
  

O
ffi

ci
al
 

re
po

rt 
of

 M
O

F 
 

1.
 

G
oo

d 
co

lla
bo

ra
tio

n 
w

ill
 

be
 

m
ai

nt
ai

ne
d 

am
on

g 
al

l 
le

ve
ls

 
of

 
go

ve
rn

m
en

t 
in

cl
ud

in
g 

ce
nt

ra
l, 

pr
ov

in
ci

al
, 

di
st

ric
t, 

su
b-

di
st

ric
t 

an
d 

vi
lla

ge
 le

ve
ls

. 
2.

 T
he

re
 w

ill
 b

e 
no

 s
ig

ni
fic

an
t r

ed
uc

tio
n 

in
 c

ou
nt

er
pa

rt 
bu

dg
et

 f
or

 f
or

es
t 

fir
e 

pr
ev

en
tio

n 
an

d 
m

an
ag

em
en

t 
ac

tiv
iti

es
. A

ls
o 

th
er

e 
is

 n
o 

si
gn

ifi
ca

nt
 

go
ve

rn
m

en
t o

rg
an

iz
at

io
na

l r
ef

or
m

 in
 

ce
nt

ra
l a

nd
 lo

ca
l g

ov
er

nm
en

ts
. 

3.
 

Th
er

e 
ar

e 
no

 
ex

tre
m

e 
cl

im
at

e 
ch

an
ge

 a
nd

 e
nv

iro
nm

en
t 

di
sr

up
tio

n 
th

ro
ug

ho
ut

 
In

do
ne

si
a 

af
te

r 
th

e 
co

m
pl

et
io

n 
of

 th
e 

pr
oj

ec
t. 

Pr
oj

ec
t P

ur
po

se
 

 Vi
lla

ge
rs

 i
n 

ta
rg

et
 f

or
es

t 
bu

ffe
r 

zo
ne

 s
ta

rt 
co

nd
uc

tin
g 

fo
re

st
 fi

re
 p

re
ve

nt
io

n 
ac

tiv
iti

es
 in

 c
ol

la
bo

ra
tio

n 
w

ith
 fo

re
st

 
fir

e 
br

ig
ad

e 
(M

an
gg

al
a 

A
gn

i).
 

   

 1.
 It

 is
 c

on
fir

m
ed

 th
at

 fo
re

st
 fi

re
 p

re
ve

nt
io

n 
ac

tiv
iti

es
 a

re
 im

pl
em

en
te

d.
 

2.
 It

 is
 c

on
fir

m
ed

 th
at

 lo
ca

l p
eo

pl
e 

w
ho

 li
ve

 s
ur

ro
un

di
ng

 o
f t

ar
ge

t c
on

se
rv

at
io

n 
fo

re
st

 
sy

st
em

at
ic

al
ly

 c
on

tri
bu

te
 to

 im
pl

em
en

t t
he

se
 fo

re
st

 fi
re

 p
re

ve
nt

io
n 

ac
tiv

iti
es

. 
  

Q
ue

st
io

nn
ai

re
 

to
 

J/
E

, 
 

C
/P

, 
an

d 
th

e 
co

nc
er

ne
d 

be
ne

fic
ia

rie
s;

 
in

te
rv

ie
w

 
w

ith
 

J/
E

, 
 

C
/P

, 
th

e 
co

nc
er

ne
d 

be
ne

fic
ia

rie
s;

  
re

vi
ew

 
of

 
pr

oj
ec

t r
ep

or
ts

.

1.
 T

he
re

 is
 n

ei
th

er
 s

ig
ni

fic
an

t c
ha

ng
e 

in
 

fo
re

st
 

po
lic

y 
no

r 
or

ga
ni

za
tio

na
l 

re
fo

rm
 

in
 

ce
nt

ra
l/l

oc
al

 
go

ve
rn

m
en

t 
co

nc
er

ni
ng

 fo
re

st
 fi

re
 p

re
ve

nt
io

n 
an

d 
m

an
ag

em
en

t. 

O
ut

pu
ts

 
 

1.
  

A 
Fo

re
st

 F
ire

 P
re

ve
nt

io
n 

P
la

n 
fo

r 
pr

ev
en

tio
n,

 
m

iti
ga

tio
n 

an
d 

co
nt

ro
l i

n 
na

tio
na

l l
ev

el
 is

 c
om

pi
le

d 
an

d 
th

e 
bu

dg
et

 p
la

n 
th

at
 e

na
bl

es
 t

he
 F

or
es

t 
Fi

re
 

P
re

ve
nt

io
n 

P
la

n 
to

 b
e 

im
pl

em
en

te
d 

is
 p

re
pa

re
d 

by
 

th
e 

D
ep

ar
tm

en
t 

of
 

Fo
re

st
 

Fi
re

, 
th

e 
M

in
is

try
 

of
 

Fo
re

st
ry

. 
  

  1a
. T

he
 fo

re
st

 fi
re

 p
re

ve
nt

io
n 

pl
an

 in
 n

at
io

na
l l

ev
el

 is
 m

ad
e.

 
1b

. 
B

ud
ge

t 
al

lo
ca

tio
n 

pl
an

s 
ar

e 
m

ad
e 

ac
co

rd
in

g 
to

 t
he

 f
or

es
t 

fir
e 

pr
ev

en
tio

n 
pl

an
 in

 
na

tio
na

l l
ev

el
. 

  

O
ffi

ci
al

 
do

cu
m

en
t 

of
 

M
O

F 
su

ch
 

as
 

M
in

is
te

r’s
 

de
cr

ee
, 

of
fic

ia
l 

le
tte

r 
of

 b
ud

ge
t 

al
lo

ca
tio

n.
 

  Q
ue

st
io

nn
ai

re
 

1.
 

R
el

at
ed

 
pr

oj
ec

ts
 

(e
.g

. 
th

e 
ot

he
r 

JI
C

A’
s 

pr
oj

ec
ts

 f
or

 M
O

F)
 w

ou
ld

 n
ot

 
be

 d
ra

st
ic

al
ly

 c
ha

ng
ed

. 

附属資料2

81



P
D

M
1,

 a
s 

of
 6

 M
ar

ch
 2

00
7 

 2

 2-
A

. 
A

gr
ee

m
en

ts
 f

or
 p

re
ve

nt
io

n,
 m

iti
ga

tio
n 

an
d 

co
nt

ro
l 

ar
e 

m
ad

e 
am

on
g 

fo
re

st
 fi

re
 b

rig
ad

e 
(M

an
gg

al
a 

A
gn

i),
 

re
gi

on
al

/lo
ca

l g
ov

er
nm

en
t a

nd
 v

ill
ag

er
s.

 
  2-

B
. 

Fo
re

st
 F

ire
 P

re
ve

nt
io

n 
P

la
n 

in
 r

eg
io

na
l 

le
ve

l 
is

 
fa

ci
lit

at
ed

 t
o 

be
 m

ad
e 

by
 r

eg
io

na
l 

of
fic

es
 o

f 
th

e 
M

in
is

try
 o

f F
or

es
try

. 
  

 2-
1a

. M
ut

ua
l u

nd
er

st
an

di
ng

 is
 id

en
tif

ie
d 

be
tw

ee
n 

re
gi

on
al

/lo
ca

l g
ov

er
nm

en
t a

nd
 lo

ca
l 

pe
op

le
. 

2-
1b

. M
ut

ua
l u

nd
er

st
an

di
ng

 is
 fo

rm
ul

at
ed

 a
s 

a 
st

ak
eh

ol
de

r’s
 a

gr
ee

m
en

t. 
  2-

2a
. T

he
 fo

re
st

 fi
re

 p
re

ve
nt

io
n 

pl
an

 in
 re

gi
on

al
/lo

ca
l l

ev
el

 is
 m

ad
e.

 
 

3.
  

Vi
lla

ge
rs

’ a
ct

io
n 

on
 fo

re
st

 fi
re

 p
re

ve
nt

io
n 

is
 in

iti
at

ed
 

su
ch

 a
s 

gr
ee

nb
el

t b
ui

ld
in

g,
 tr

ai
ni

ng
, p

ro
vi

di
ng

 c
on

tro
l 

bu
rn

in
g 

in
 

co
lla

bo
ra

tio
n 

w
ith

 
fo

re
st

 
fir

e 
br

ig
ad

e 
(M

an
gg

al
a 

A
gn

i).
 

  

 3.
 It

 is
 id

en
tif

ie
d 

th
at

 lo
ca

l p
eo

pl
e 

ap
pl

y 
sp

ec
ifi

c 
te

ch
no

lo
gi

es
 fo

r p
re

ve
nt

in
g 

fo
re

st
 fi

re
.

to
 

J/
E

, 
 

C
/P

, 
an

d 
th

e 
co

nc
er

ne
d 

be
ne

fic
ia

rie
s;

 
in

te
rv

ie
w

 
w

ith
 

J/
E

, 
 

C
/P

, 
th

e 
co

nc
er

ne
d 

be
ne

fic
ia

rie
s;

  
re

vi
ew

 
of

 
pr

oj
ec

t r
ep

or
ts

.

 A
ct

iv
iti

es
 

 1.
 B

ur
ea

u 
of

 F
or

es
t F

ire
 C

on
tro

l, 
th

e 
M

in
is

try
 o

f F
or

es
try

 c
om

pi
le

s 
Fo

re
st

 F
ire

 P
re

ve
nt

io
n 

P
la

n 
in

 n
at

io
na

l l
ev

el
 

in
 th

e 
lig

ht
 o

f t
he

 g
ui

de
lin

es
 b

y 
se

le
ct

in
g 

ta
rg

et
 a

re
a.

 
 1-

1 
B

ur
ea

u 
of

 F
or

es
t F

ire
 C

on
tro

l r
ev

ie
w

s 
th

e 
sy

st
em

 fo
r f

or
es

t f
ire

 p
re

ve
nt

io
n 

es
ta

bl
is

he
d 

by
 F

FP
M

P
2 

su
ch

 a
s 

ea
rly

 w
ar

ni
ng

 b
y 

N
O

A
A

/M
O

D
IS

, i
ni

tia
l s

up
pr

es
si

on
, a

w
ar

en
es

s,
 a

nd
 e

nl
ig

ht
en

m
en

t. 
 B

as
ed

 o
n 

th
e 

re
su

lt 
of

 th
e 

re
vi

ew
 B

ur
ea

u 
of

 F
or

es
t F

ire
 C

on
tro

l p
ro

vi
de

s 
fo

llo
w

-u
p 

es
pe

ci
al

ly
 fo

r m
an

ag
em

en
t o

f N
O

A
A

/M
O

D
IS

 
sy

st
em

. 
  

  
  

  
  

  
  

 
1-

2 
B

ur
ea

u 
of

 F
or

es
t F

ire
 C

on
tro

l c
om

pi
le

s 
da

ta
/in

fo
rm

at
io

n 
on

 fo
re

st
 fi

re
 p

re
ve

nt
io

n 
pl

an
 in

 a
ll 

In
do

ne
si

a 
an

d 
A

S
E

A
N

 re
gi

on
, a

nd
 p

ro
vi

de
s 

th
e 

da
ta

/in
fo

rm
at

io
n 

fo
r s

ta
ke

ho
ld

er
s.

 
 
 
 
 
 

1-
3 

B
ur

ea
u 

of
 F

or
es

t 
Fi

re
 C

on
tro

l 
ev

al
ua

te
s 

th
e 

si
tu

at
io

n 
of

 f
or

es
t 

fir
e 

br
ig

ad
e 

(M
A

N
G

G
A

LA
 A

G
N

I),
 a

nd
 

co
nd

uc
ts

 in
st

itu
tio

na
l s

tre
ng

th
en

in
g 

an
d 

ca
pa

ci
ty

 b
ui

ld
in

g.
  

  
  

  
1-

4 
B

ur
ea

u 
of

 F
or

es
t 

Fi
re

 C
on

tro
l r

ev
ie

w
s 

th
e 

co
nt

en
ts

 o
f 

fo
re

st
 f

ire
 p

re
ve

nt
io

n 
gu

id
el

in
e 

fo
r 

na
tio

na
l p

ar
k 

(h
er

ei
na

fte
r c

al
le

d 
“g

ui
de

lin
e 

in
 n

at
io

na
l p

ar
k 

ve
rs

io
n”

, w
hi

ch
 w

as
 d

ev
el

op
ed

 b
y 

FF
P

M
P

2.
  

  
  

  
1-

5 
B

ur
ea

u 
of

 F
or

es
t 

Fi
re

 C
on

tro
l r

ev
is

es
 g

ui
de

lin
e 

in
 n

at
io

na
l p

ar
k 

ve
rs

io
n 

fo
r 

m
ak

in
g 

ex
te

nd
ed

 g
ui

de
lin

e,
 

w
hi

ch
 in

cl
ud

es
 n

at
io

na
l p

ar
k 

an
d 

pr
ot

ec
tio

n 
fo

re
st

 o
ut

si
de

 o
f n

at
io

na
l p

ar
k.

 (H
er

ei
na

fte
r c

al
le

d 
“g

ui
de

lin
e 

in
 

ex
te

nd
ed

 v
er

si
on

”.)
  

  
  

  
  

 
1-

6 
B

ur
ea

u 
of

 F
or

es
t F

ire
 C

on
tro

l m
ak

es
 th

e 
gu

id
el

in
e 

in
 e

xt
en

de
d 

ve
rs

io
n 

in
to

 M
in

is
te

r’s
 d

ec
re

e.
 

1-
7 

B
ur

ea
u 

of
 F

or
es

t F
ire

 C
on

tro
l m

ak
es

 b
ud

ge
t a

llo
ca

tio
n 

pl
an

 in
 o

rd
er

 to
 im

pl
em

en
t t

he
 g

ui
de

lin
e 

in
 e

xt
en

de
d 

ve
rs

io
n 

as
 M

in
is

te
r’s

 d
ec

re
e.

  
  

  
 

1-
8 

B
ur

ea
u 

of
 F

or
es

t F
ire

 C
on

tro
l i

m
pl

em
en

ts
 th

e 
gu

id
el

in
e 

in
 e

xt
en

de
d 

ve
rs

io
n 

as
 M

in
is

te
r’s

 d
ec

re
e.

  
  

  
  

  
1-

9 
B

ur
ea

u 
of

 F
or

es
t F

ire
 C

on
tro

l c
ar

ry
 o

ut
 c

ap
ac

ity
 b

ui
ld

in
g 

as
 O

JT
 th

ro
ug

h 
th

e 
pr

oc
es

s 
fro

m
 1

-1
 to

 1
-8

. 
 2-

A
. A

ll 
St

ak
eh

ol
de

rs
 in

cl
ud

in
g 

vi
lla

ge
rs

 s
ha

re
 c

om
m

on
 u

nd
er

st
an

di
ng

 o
f f

or
es

t f
ire

 p
re

ve
nt

io
n 

po
lic

y 
th

ro
ug

h 
co

lla
bo

ra
tio

n 
m

ec
ha

ni
sm

. 
 2-

1 
D

A
O

P
S

 a
nd

 n
at

io
na

l p
ar

k 
of

fic
es

 c
ho

os
e 

fo
ca

l p
ro

vi
nc

es
 a

nd
 fo

ca
l i

m
pl

em
en

ta
tio

n 
ar

ea
s,

 w
he

re
 fo

re
st

 fi
re

 
pr

ev
en

tio
n 

pl
an

s 
in

 re
gi

on
al

 le
ve

l a
re

 m
ad

e,
 a

nd
 d

ec
id

e 
th

e 
tim

e-
fra

m
e 

of
 m

ak
in

g 
th

e 
fo

re
st

 fi
re

 p
re

ve
nt

io
n 

pl
an

s 
in

 re
gi

on
al

 le
ve

l. 
  

  
  

  
  

  
 

In
pu

ts
 

Ja
pa

n:
 

1.
 E

xp
er

ts
 

1)
 lo

ng
 te

rm
 e

xp
er

t (
 2

 p
er

so
ns

) 
  

- 
C

hi
ef

 A
dv

is
or

 (
fo

re
st

 p
ol

ic
y 

an
d 

fo
re

st
 f

ire
 p

re
ve

nt
io

n 
pl

an
ni

ng
) 

3 
ye

ar
s 

- C
oo

rd
in

at
or

 (l
oc

al
 p

eo
pl

e’
s 

pa
rti

ci
pa

tio
n)

 
3 

ye
ar

s 
  

 2
) s

ho
t t

er
m

 e
xp

er
t 

 (
3 

pe
rs

on
s)

 
- F

or
es

t f
ire

 p
re

ve
nt

io
n 

te
ch

no
lo

gy
 e

xt
en

si
on

: 
 1

 m
on

th
 / 

ye
ar

 
- F

or
es

t f
ire

 e
ar

ly
 w

ar
ni

ng
: 

 1
 m

on
th

 / 
ye

ar
 

- F
or

es
t f

ire
 p

re
ve

nt
io

n 
tra

in
in

g:
 

 1
 m

on
th

 / 
ye

ar
 

3)
 lo

ca
l p

ro
gr

am
 o

ffi
ce

r 
2.

 T
ra

in
in

g 
of

 c
ou

nt
er

pa
rt 

pe
rs

on
ne

l i
n 

th
e 

th
ird

 c
ou

nt
ry

 s
uc

h 
as

 in
 

Th
ai

la
nd

. 
3.

 P
ro

vi
si

on
 o

f e
qu

ip
m

en
t f

or
 th

e 
P

ro
je

ct
 a

ct
iv

iti
es

. 
 In

do
ne

si
a:

 
1.

 G
ov

er
nm

en
t 

St
af

f 
as

 c
ou

nt
er

pa
rt 

pe
rs

on
ne

l a
nd

 P
ro

je
ct

 s
ta

ff 
as

 n
ee

de
d 

fo
r t

he
 P

ro
je

ct
 

1)
 P

ro
je

ct
 D

ire
ct

or
: 

 
 

D
ire

ct
or

, B
ur

ea
u 

of
 F

or
es

t F
ire

 C
on

tro
l 

2)
 P

ro
je

ct
 M

an
ag

er
: 

 
S

ub
-d

ire
ct

or
 fo

r F
or

es
t F

ire
 C

on
tro

l S
ys

te
m

 
D

ev
el

op
m

en
t, 

B
ur

ea
u 

of
 F

or
es

t F
ire

 C
on

tro
l 

3)
 C

ou
nt

er
pa

rt 
pe

rs
on

ne
l f

or
: 

 Pr
e-

co
nd

iti
on

s:
 

 1.
 

Lo
ca

l 
co

m
m

un
iti

es
 

ar
e 

no
t 

op
po

se
d 

to
 

th
e 

P
ro

je
ct

. 
2.

 C
om

m
un

ity
 m

em
be

rs
 

an
d 

lo
ca

l 
go

ve
rn

m
en

ts
 

pa
rti

ci
pa

te
 

in
 

th
e 

P
ro

je
ct

. 
3.

 L
an

do
w

ne
rs

 d
o 

no
t 

st
an

d 
ag

ai
ns

t 
es

ta
bl

is
hm

en
t 

of
 

gr
ee

n 
be

lts
 

in
 

th
ei

r 
la

nd
 fo

r t
he

 P
ro

je
ct

. 
4.

 N
at

io
na

l p
ar

k 
st

af
f o

r 
pr

ot
ec

tio
n 

fo
re

st
 s

ta
ff 

do
es

 
no

t 
st

an
d 

ag
ai

ns
t 

in
vo

lv
em

en
t 

of
 lo

ca
l p

eo
pl

e.
 

82



P
D

M
1,

 a
s 

of
 6

 M
ar

ch
 2

00
7 

 3

2-
2 

D
A

O
P

S
 a

nd
 n

at
io

na
l p

ar
k 

of
fic

es
 o

rg
an

iz
e 

lo
ca

l p
eo

pl
e 

by
 c

om
m

un
ity

 s
ta

ke
ho

ld
er

 p
ro

fil
in

g 
fo

r m
ak

in
g 

th
e 

gu
id

el
in

e 
in

 e
xt

en
de

d 
ve

rs
io

n.
  

  
  

 
2-

3 
 D

A
O

P
S

 a
nd

 n
at

io
na

l 
pa

rk
 o

ffi
ce

s 
cr

ea
te

s 
co

ns
en

su
s 

on
 f

or
es

t 
fir

e 
pr

ev
en

tio
n 

am
on

g 
M

O
F,

 r
eg

io
na

l 
or

ga
ni

za
tio

n,
 n

at
io

na
l p

ar
k,

 M
A

N
G

G
A

LA
 A

G
N

I, 
lo

ca
l p

eo
pl

e,
 a

nd
 s

ta
ke

ho
ld

er
s.

  
  

 2-
B

. 
Th

e 
re

gi
on

al
 o

ffi
ce

s 
of

 t
he

 M
in

is
try

 o
f 

Fo
re

st
ry

 h
el

p 
pr

ov
in

ci
al

 g
ov

er
nm

en
ts

 t
o 

co
m

pi
le

 F
or

es
t 

Fi
re

 
P

re
ve

nt
io

n 
P

la
n 

in
 re

gi
on

al
 le

ve
l i

n 
m

od
el

 v
ill

ag
e 

or
 in

 s
el

ec
te

d 
ta

rg
et

 a
re

a 
w

ith
 v

ill
ag

er
s’

 p
ar

tic
ip

at
io

n.
  

 2-
4 

D
A

O
P

S
 a

nd
 n

at
io

na
l 

pa
rk

 o
ffi

ce
s 

he
lp

 p
ro

vi
nc

ia
l 

go
ve

rn
m

en
ts

 t
o 

m
ak

e 
fo

re
st

 f
ire

 p
re

ve
nt

io
n 

pl
an

 i
n 

re
gi

on
al

 le
ve

l i
n 

th
e 

fo
rm

 o
f p

ro
vi

nc
ia

l g
ov

er
no

r's
 d

ec
re

e  
un

de
r t

he
 c

on
se

ns
us

 o
f t

he
 re

gi
on

. 
2-

5 
D

A
O

P
S

 a
nd

 n
at

io
na

l 
pa

rk
 o

ffi
ce

s 
m

ak
es

 b
ud

ge
t 

al
lo

ca
tio

n 
pl

an
 i

n 
or

de
r 

to
 i

m
pl

em
en

t 
th

e 
fo

re
st

 f
ire

 
pr

ev
en

tio
n 

pl
an

 in
 re

gi
on

al
 le

ve
l. 

  
 
  

 
  

 
2-

6 
D

A
O

P
S

 a
nd

 n
at

io
na

l p
ar

k 
of

fic
es

 h
el

p 
pr

ov
in

ci
al

 g
ov

er
nm

en
ts

 to
 im

pl
em

en
t t

he
 fo

re
st

 fi
re

 p
re

ve
nt

io
n 

pl
an

 
in

 re
gi

on
al

 le
ve

l. 
 
 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
  

 
  

 
 
 

2-
7 

D
A

O
P

S
 a

nd
 n

at
io

na
l p

ar
k 

of
fic

es
 e

va
lu

at
e 

th
e 

im
pa

ct
 o

f t
he

 fo
re

st
 fi

re
 p

re
ve

nt
io

n 
pl

an
 in

 re
gi

on
al

 le
ve

l, 
an

d 
ou

tc
om

e 
of

 th
e 

ev
al

ua
tio

n 
sh

ou
ld

 b
e 

re
fle

ct
ed

 to
 th

e 
gu

id
el

in
e 

in
 e

xt
en

de
d 

ve
rs

io
n 

as
 a

 M
in

is
te

r’s
 d

ec
re

e.
  

2-
8 

D
A

O
P

S
 a

nd
 n

at
io

na
l p

ar
k 

of
fic

es
 c

ar
ry

 o
ut

 c
ap

ac
ity

 b
ui

ld
in

g 
as

 O
JT

 th
ro

ug
h 

th
e 

pr
oc

es
s 

fro
m

 2
-1

 to
 2

-8
. 

 3.
 T

he
 r

eg
io

na
l o

ffi
ce

s 
of

 th
e 

M
in

is
try

 o
f 

Fo
re

st
ry

 d
ev

el
op

 te
ch

no
lo

gy
 o

n 
fo

re
st

 fi
re

 p
re

ve
nt

io
n 

an
d 

ap
pl

y 
th

e 
te

ch
no

lo
gy

 a
s 

a 
tri

al
 in

 a
cc

or
da

nc
e 

w
ith

 th
e 

si
tu

at
io

n 
of

 th
e 

re
gi

on
. 

 3-
1 

M
O

F 
re

vi
ew

s 
or

ga
ni

za
tio

n 
sy

st
em

 a
nd

 w
ar

ni
ng

 t
ec

hn
ol

og
y 

to
 i

m
pl

em
en

t 
in

iti
al

 s
up

pr
es

si
on

 i
n 

fo
ca

l 
im

pl
em

en
ta

tio
n 

ar
ea

s 
by

 u
si

ng
 e

ar
ly

 w
ar

ni
ng

 a
nd

 d
et

ec
tio

n 
sy

st
em

 t
ha

t 
w

as
 d

ev
el

op
ed

 b
y 

FF
P

M
P

2.
 

[S
up

po
rte

d 
by

 F
or

es
t f

ire
 e

ar
ly

 w
ar

ni
ng

 e
xp

er
t.]

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

3-
2 

M
O

F 
pr

ov
id

es
 tr

ai
ni

ng
 fo

r l
oc

al
 p

eo
pl

e’
s 

fir
e 

br
ig

ad
e 

ba
se

d 
on

 fo
re

st
 fi

re
 p

re
ve

nt
io

n 
pl

an
 in

 re
gi

on
al

 le
ve

l. 
 

[S
up

po
rte

d 
by

 F
or

es
t f

ire
 p

re
ve

nt
io

n 
te

ch
no

lo
gy

 e
xp

er
t.]

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

3-
3 

M
O

F 
ap

pl
ie

s 
su

ch
 te

ch
no

lo
gy

 o
f I

G
B

 a
nd

 S
A

LT
 a

s 
w

as
 d

ev
el

op
ed

 b
y 

FF
P

M
P

2 
to

 th
e 

fo
ca

l i
m

pl
em

en
ta

tio
n 

ar
ea

s,
 a

nd
 e

xt
en

ds
 t

he
 t

ec
hn

ol
og

y 
to

 s
ta

ke
ho

ld
er

s.
  

[S
up

po
rte

d 
by

 F
or

es
t 

fir
e 

pr
ev

en
tio

n 
te

ch
no

lo
gy

 
ex

pe
rt.

] 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
3-

4 
M

O
F 

pr
ov

id
es

 c
on

so
lid

at
ed

 tr
ai

ni
ng

 o
f l

oc
al

 p
eo

pl
e’

s 
br

ig
ad

e 
an

d 
M

A
N

G
G

A
LA

 A
G

N
I, 

an
d 

es
ta

bl
is

he
s 

a 
sy

st
em

 o
f c

on
so

lid
at

ed
 in

iti
al

 s
up

pr
es

si
on

 a
m

on
g 

lo
ca

l p
eo

pl
e,

 n
at

io
na

l p
ar

k 
st

af
f, 

an
d 

re
gi

on
al

 o
ffi

ce
 s

ta
ff.

  
[S

up
po

rte
d 

by
 F

or
es

t f
ire

 s
up

pr
es

si
on

 tr
ai

ni
ng

 e
xp

er
t.]

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

3-
5 

Lo
ca

l p
eo

pl
e 

in
iti

at
e 

fo
re

st
 fi

re
 p

re
ve

nt
io

n 
ac

tiv
iti

es
. 

3-
6 

M
O

F 
ca

rr
ie

s 
ou

t c
ap

ac
ity

 b
ui

ld
in

g 
as

 O
JT

 th
ro

ug
h 

th
e 

pr
oc

es
s 

fro
m

 3
-1

 to
 3

-5
. 

  
  

  
  

  
  

  
 

 

(1
) F

or
es

t p
ol

ic
y 

an
d 

fo
re

st
 fi

re
 p

re
ve

nt
io

n 
pl

an
ni

ng
 

(2
) L

oc
al

 p
eo

pl
e’

s 
pa

rti
ci

pa
tio

n 
4)

 A
dm

in
is

tra
tiv

e 
pe

rs
on

ne
l f

or
: 

(1
) F

ie
ld

 S
ta

ff 
(2

) D
riv

er
 

(3
) O

th
er

 n
ec

es
sa

ry
 s

up
po

rt 
st

af
f. 

2.
 A

dm
in

is
tra

tiv
e 

an
d 

op
er

at
io

na
l c

os
ts

. 
3.

 P
ro

vi
si

on
 o

f 
la

nd
, 

bu
ild

in
gs

, 
fa

ci
lit

ie
s 

an
d 

eq
ui

pm
en

t 
fo

r 
th

e 
P

ro
je

ct
. 

 

 

附属資料2

83





P
la

n
 o

f 
O

pe
ra

ti
o
n
s

A
N

N
E
X
 I
II

11
12

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

1.
 B

ur
ea

u 
of

 F
or

es
t F

ire
 C

on
tr

ol
, t

he
 M

in
is

tr
y 

of
 F

or
es

tr
y 

co
m

pi
le

s
Fo

re
st

 F
ire

 P
re

ve
nt

io
n 

Pl
an

 in
 n

at
io

na
l l

ev
el

 in
 th

e 
lig

ht
 o

f t
he

gu
id

el
in

es
 b

y 
se

le
ct

in
g 

ta
rg

et
 a

re
a.

1-
1)

B
ur

ea
u

of
Fo

re
st

Fi
re

C
on

tro
l

re
vi

ew
s

th
e

sy
st

em
fo

r
fo

re
st

fir
e

pr
ev

en
tio

n
es

ta
bl

is
he

d
by

FF
P

M
P

2
su

ch
as

ea
rly

w
ar

ni
ng

by
N

O
A

A
/M

O
D

IS
,

in
iti

al
su

pp
re

ss
io

n,
aw

ar
en

es
s,

an
d

en
lig

ht
en

m
en

t.
B

as
ed

on
th

e
re

su
lt

of
th

e
re

vi
ew

B
ur

ea
u

of
Fo

re
st

Fi
re

C
on

tro
l

pr
ov

id
es

fo
llo

w
-u

p
es

pe
ci

al
ly

fo
r

m
an

ag
em

en
t o

f N
O

A
A

/M
O

D
IS

 s
ys

te
m

.

B
ur

ea
u 

of
 F

or
es

t
Fi

re
 C

on
tro

l
L1

1-
2)

B
ur

ea
u

of
Fo

re
st

Fi
re

C
on

tro
lc

om
pi

le
s

da
ta

/in
fo

rm
at

io
n

on
fo

re
st

fir
e

pr
ev

en
tio

n
pl

an
in

al
l

In
do

ne
si

a
an

d
A

S
E

A
N

re
gi

on
,

an
d

pr
ov

id
es

th
e

da
ta

/in
fo

rm
at

io
n 

fo
r s

ta
ke

ho
ld

er
s.

B
ur

ea
u 

of
 F

or
es

t
Fi

re
 C

on
tro

l
L1

1-
3)

B
ur

ea
u

of
Fo

re
st

Fi
re

C
on

tro
l

ev
al

ua
te

s
th

e
si

tu
at

io
n

of
fo

re
st

fir
e

br
ig

ad
e

(M
A

N
G

G
A

LA
A

G
N

I),
an

d
co

nd
uc

ts
in

st
itu

tio
na

l
st

re
ng

th
en

in
g

an
d

ca
pa

ci
ty

 b
ui

ld
in

g.

B
ur

ea
u 

of
 F

or
es

t
Fi

re
 C

on
tro

l
L1

1-
4)

B
ur

ea
u

of
Fo

re
st

Fi
re

C
on

tro
l

re
vi

ew
s

th
e

co
nt

en
ts

of
fo

re
st

fir
e

pr
ev

en
tio

n
gu

id
el

in
e

fo
rn

at
io

na
lp

ar
k

(h
er

ei
na

fte
rc

al
le

d
“g

ui
de

lin
e

in
na

tio
na

l
pa

rk
 v

er
si

on
”, 

w
hi

ch
 w

as
 d

ev
el

op
ed

 b
y 

FF
P

M
P

2.

B
ur

ea
u 

of
 F

or
es

t
Fi

re
 C

on
tro

l
L1

1-
5)

B
ur

ea
u

of
Fo

re
st

Fi
re

C
on

tro
lr

ev
is

es
gu

id
el

in
e

in
na

tio
na

lp
ar

k
ve

rs
io

n
fo

r
m

ak
in

g
ex

te
nd

ed
gu

id
el

in
e,

w
hi

ch
in

cl
ud

es
na

tio
na

lp
ar

k
an

d
pr

ot
ec

tio
n

fo
re

st
ou

ts
id

e
of

na
tio

na
l

pa
rk

.
(H

er
ei

na
fte

r
ca

lle
d

“g
ui

de
lin

e
in

ex
te

nd
ed

ve
rs

io
n”

.)

B
ur

ea
u 

of
 F

or
es

t
Fi

re
 C

on
tro

l
L1

1-
6)

B
ur

ea
u

of
Fo

re
st

Fi
re

C
on

tro
lm

ak
es

th
e

gu
id

el
in

e
in

ex
te

nd
ed

ve
rs

io
n

in
to

 M
in

is
te

r’s
 d

ec
re

e.
B

ur
ea

u 
of

 F
or

es
t

Fi
re

 C
on

tro
l

L1

1-
7)

B
ur

ea
u

of
Fo

re
st

Fi
re

C
on

tro
lm

ak
es

bu
dg

et
al

lo
ca

tio
n

pl
an

in
or

de
r

to
im

pl
em

en
t t

he
 g

ui
de

lin
e 

in
 e

xt
en

de
d 

ve
rs

io
n 

as
 M

in
is

te
r’s

 d
ec

re
e.

B
ur

ea
u 

of
 F

or
es

t
Fi

re
 C

on
tro

l
L1

1-
8)

B
ur

ea
u

of
Fo

re
st

Fi
re

C
on

tro
l

im
pl

em
en

ts
th

e
gu

id
el

in
e

in
ex

te
nd

ed
ve

rs
io

n 
as

 M
in

is
te

r’s
 d

ec
re

e.
B

ur
ea

u 
of

 F
or

es
t

Fi
re

 C
on

tro
l

L1

1-
9)

B
ur

ea
u

of
Fo

re
st

Fi
re

C
on

tro
lc

ar
ry

ou
tc

ap
ac

ity
bu

ild
in

g
as

O
JT

th
ro

ug
h

th
e 

pr
oc

es
s 

fro
m

 1
-1

 to
 1

-8
.

B
ur

ea
u 

of
 F

or
es

t
Fi

re
 C

on
tro

l
L1

2-
A

.A
ll

St
ak

eh
ol

de
rs

in
cl

ud
in

g
vi

lla
ge

rs
sh

ar
e

co
m

m
on

un
de

rs
ta

nd
in

g
of

 fo
re

st
 fi

re
 p

re
ve

nt
io

n 
po

lic
y 

th
ro

ug
h 

co
lla

bo
ra

tio
n 

m
ec

ha
ni

sm
.

2-
1)

D
A

O
P

S
an

d
na

tio
na

l
pa

rk
of

fic
es

ch
oo

se
fo

ca
l

pr
ov

in
ce

s
an

d
fo

ca
l

im
pl

em
en

ta
tio

n
ar

ea
s,

w
he

re
fo

re
st

fir
e

pr
ev

en
tio

n
pl

an
s

in
re

gi
on

al
le

ve
la

re
m

ad
e,

an
d

de
ci

de
th

e
tim

e-
fra

m
e

of
m

ak
in

g
th

e
fo

re
st

fir
e

pr
ev

en
tio

n
pl

an
s

in
re

gi
on

al
 le

ve
l.

D
A

O
P

S
 a

nd
na

tio
na

l p
ar

k
of

fic
es

L1
; L

2;
 B

ur
ea

u 
of

Fo
re

st
 F

ire
C

on
tro

l

2-
2)

D
A

O
P

S
an

d
na

tio
na

lp
ar

k
of

fic
es

or
ga

ni
ze

lo
ca

lp
eo

pl
e

by
co

m
m

un
ity

st
ak

eh
ol

de
r p

ro
fil

in
g 

ba
se

d 
on

 th
e 

gu
id

el
in

e 
in

 e
xt

en
de

d 
ve

rs
io

n.
D

A
O

P
S

 a
nd

na
tio

na
l p

ar
k

of
fic

es

L2

2-
3)

D
A

O
P

S
an

d
na

tio
na

l
pa

rk
of

fic
es

cr
ea

te
s

co
ns

en
su

s
on

fo
re

st
fir

e
pr

ev
en

tio
n

am
on

g
M

O
F,

re
gi

on
al

or
ga

ni
za

tio
n,

na
tio

na
l

pa
rk

,
M

A
N

G
G

A
LA

A
G

N
I, 

lo
ca

l p
eo

pl
e,

 a
nd

 s
ta

ke
ho

ld
er

s

D
A

O
P

S
 a

nd
na

tio
na

l p
ar

k
of

fic
es

L2

FY
20

09
im

pe
m

en
ta

to
r

fa
ci

lit
at

or
Pl

an
 o

f O
pe

ra
tio

n
FY

20
06

FY
20

07
FY

20
08

附属資料3

85



P
la

n
 o

f 
O

pe
ra

ti
o
n
s

A
N

N
E
X
 I
II

11
12

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

FY
20

09
im

pe
m

en
ta

to
r

fa
ci

lit
at

or
Pl

an
 o

f O
pe

ra
tio

n
FY

20
06

FY
20

07
FY

20
08

2-
B

.T
he

re
gi

on
al

of
fic

es
of

th
e

M
in

is
tr

y
of

Fo
re

st
ry

co
m

pi
le

Fo
re

st
Fi

re
Pr

ev
en

tio
n

Pl
an

in
re

gi
on

al
le

ve
li

n
m

od
el

vi
lla

ge
or

in
se

le
ct

ed
ta

rg
et

ar
ea

 w
ith

 v
ill

ag
er

s’
 p

ar
tic

ip
at

io
n.

2-
4)

 D
A

O
P

S
 a

nd
 n

at
io

na
l p

ar
k 

of
fic

es
 m

ak
e 

fo
re

st
 fi

re
 p

re
ve

nt
io

n 
pl

an
 in

re
gi

on
al

 le
ve

l u
nd

er
 th

e 
co

ns
en

su
s 

of
 th

e 
re

gi
on

.
D

A
O

P
S

 a
nd

na
tio

na
l p

ar
k

of
fic

es

L1
; L

2;
 B

ur
ea

u 
of

Fo
re

st
 F

ire
C

on
tro

l

2-
5)

 D
A

O
P

S
 a

nd
 n

at
io

na
l p

ar
k 

of
fic

es
 m

ak
es

 b
ud

ge
t a

llo
ca

tio
n 

pl
an

 in
 o

rd
er

to
 im

pl
em

en
t t

he
 fo

re
st

 fi
re

 p
re

ve
nt

io
n 

pl
an

 in
 re

gi
on

al
 le

ve
l.

D
A

O
P

S
 a

nd
na

tio
na

l p
ar

k
of

fic
es

L1
; L

2;
 B

ur
ea

u 
of

Fo
re

st
 F

ire
C

on
tro

l

2-
6)

 D
A

O
P

S
 a

nd
 n

at
io

na
l p

ar
k 

of
fic

es
 im

pl
em

en
t t

he
 fo

re
st

 fi
re

 p
re

ve
nt

io
n

pl
an

 in
 re

gi
on

al
 le

ve
l.

D
A

O
P

S
 a

nd
na

tio
na

l p
ar

k
of

fic
es

L1
; L

2;
 B

ur
ea

u 
of

Fo
re

st
 F

ire
C

on
tro

l
2-

7)
 D

A
O

P
S

 a
nd

 n
at

io
na

l p
ar

k 
of

fic
es

 e
va

lu
at

e 
th

e 
im

pa
ct

 o
f t

he
 fo

re
st

 fi
re

pr
ev

en
tio

n 
pl

an
 in

 re
gi

on
al

 le
ve

l, 
an

d 
ou

tc
om

e 
of

 th
e 

ev
al

ua
tio

n 
sh

ou
ld

 b
e

re
fle

ct
ed

 to
 th

e 
gu

id
el

in
e 

in
 e

xt
en

de
d 

ve
rs

io
n 

as
 a

 M
in

is
te

r’s
 d

ec
re

e.

D
A

O
P

S
 a

nd
na

tio
na

l p
ar

k
of

fic
es

L1
; L

2;
 B

ur
ea

u 
of

Fo
re

st
 F

ire
C

on
tro

l

2-
8)

 D
A

O
P

S
 a

nd
 n

at
io

na
l p

ar
k 

of
fic

es
 c

ar
ry

 o
ut

 c
ap

ac
ity

 b
ui

ld
in

g 
as

 O
JT

th
ro

ug
h 

th
e 

pr
oc

es
s 

fro
m

 2
-1

 to
 2

-8
.

D
A

O
P

S
 a

nd
na

tio
na

l p
ar

k
of

fic
es

L1
; L

2;
 B

ur
ea

u 
of

Fo
re

st
 F

ire
C

on
tro

l

3.
Th

e
re

gi
on

al
of

fic
es

of
th

e
M

in
is

tr
y

of
Fo

re
st

ry
de

ve
lo

p
te

ch
no

lo
gy

on
fo

re
st

fir
e

pr
ev

en
tio

n
an

d
ap

pl
y

th
e

te
ch

no
lo

gy
as

a
tr

ia
li

n
ac

co
rd

an
ce

w
ith

 th
e 

si
tu

at
io

n 
of

 th
e 

re
gi

on
.

3-
1)

 M
O

F 
re

vi
ew

s 
or

ga
ni

za
tio

n 
sy

st
em

 a
nd

 w
ar

ni
ng

 te
ch

no
lo

gy
 to

 im
pl

em
en

t
in

iti
al

 s
up

pr
es

si
on

 in
 fo

ca
l i

m
pl

em
en

ta
tio

n 
ar

ea
s 

by
 u

si
ng

 e
ar

ly
 w

ar
ni

ng
 a

nd
de

te
ct

io
n 

sy
st

em
 th

at
 w

as
 d

ev
el

op
ed

 b
y 

FF
P

M
P

2.

B
ur

ea
u 

of
 F

or
es

t
Fi

re
 C

on
tro

l;
D

A
O

P
S

 a
nd

na
tio

na
l p

ar
k

of
fic

es

S
1

1/
2

1/
2

3-
2)

 M
O

F 
pr

ov
id

es
 tr

ai
ni

ng
 fo

r l
oc

al
 p

eo
pl

e’
s 

fir
e 

br
ig

ad
e 

ba
se

d 
on

 fo
re

st
 fi

re
pr

ev
en

tio
n 

pl
an

 in
 re

gi
on

al
 le

ve
l.

B
ur

ea
u 

of
 F

or
es

t
Fi

re
 C

on
tro

l;
D

A
O

P
S

 a
nd

na
tio

na
lp

ar
k

S
2

3-
3)

 M
O

F 
ap

pl
ie

s 
su

ch
 te

ch
no

lo
gy

 o
f I

G
B

 a
nd

 S
A

LT
 a

s 
w

as
 d

ev
el

op
ed

 b
y

FF
P

M
P

2 
to

 th
e 

fo
ca

l i
m

pl
em

en
ta

tio
n 

ar
ea

s,
 a

nd
 e

xt
en

ds
 th

e 
te

ch
no

lo
gy

 to
st

ak
eh

ol
de

rs
.

B
ur

ea
u 

of
 F

or
es

t
Fi

re
 C

on
tro

l;
D

A
O

P
S

 a
nd

na
tio

na
l p

ar
k

of
fic

es

S
2

3-
4)

 M
O

F 
pr

ov
id

es
 c

on
so

lid
at

ed
 tr

ai
ni

ng
 o

f l
oc

al
 p

eo
pl

e’
s 

br
ig

ad
e 

an
d

M
A

N
G

G
A

LA
 A

G
N

I, 
an

d 
es

ta
bl

is
he

s 
a 

sy
st

em
 o

f c
on

so
lid

at
ed

 in
iti

al
su

pp
re

ss
io

n 
am

on
g 

lo
ca

l p
eo

pl
e,

 n
at

io
na

l p
ar

k 
st

af
f, 

an
d 

re
gi

on
al

 o
ffi

ce
 s

ta
ff.

B
ur

ea
u 

of
 F

or
es

t
Fi

re
 C

on
tro

l;
D

A
O

P
S

 a
nd

na
tio

na
l p

ar
k

of
fic

es

S
3

3-
5)

 L
oc

al
 p

eo
pl

e 
in

iti
at

e 
fo

re
st

 fi
re

 p
re

ve
nt

io
n 

ac
tiv

iti
es

.
Lo

ca
l p

oe
pl

e
L1

; L
2;

 B
ur

ea
u 

of
Fo

re
st

 F
ire

C
on

tro
l; 

D
A

P
O

S
an

d 
na

tio
na

l p
ar

k
t

ff
3-

6)
 M

O
F 

ca
rr

ie
s 

ou
t c

ap
ac

ity
 b

ui
ld

in
g 

as
 O

JT
 th

ro
ug

h 
th

e 
pr

oc
es

s 
fro

m
 3

-1
to

 3
-5

.
B

ur
ea

u 
of

 F
or

es
t

Fi
re

 C
on

tro
l;

D
A

O
P

S
 a

nd
na

tio
na

lp
ar

k

L1
; L

2

1/
2

1/
2

L1
C

hi
ef

 A
dv

is
or

 (f
or

es
t p

ol
ic

y 
an

d 
fo

re
st

 fi
re

 p
re

ve
nt

io
n 

pl
an

ni
ng

)
L2

C
oo

rd
in

at
or

 (l
oc

al
 p

eo
pl

e’
s 

pa
rti

ci
pa

tio
n)

S
1

F
o
re

st
 f

ir
e
 e

ar
ly

 w
ar

n
in

g

S
2

F
o
re

st
 f

ir
e
 p

re
ve

n
ti
o
n
 t

e
c
h
n
o
lo

gy
 e

xt
e
n
si

o
n

S
3

Fo
re

st
 fi

re
 s

up
pr

es
si

on
 tr

ai
ni

ng

86



Name Field Period of Assignment

【Long-term】

1
Eisho SATO

Chief　Advisor/Forest Policy and forest fire prevention
planning

1 Dec 06 - 30 Nov 07

2
Yasuo IIJIMA

Chief　Advisor/Forest Policy and forest fire prevention
planning

14 Nov 07 - 30 Nov 09

3
Tsuyoshi NABETA Coordinator/Local people's participation 22 Jan 07 - 30 Nov 09

【Short-term】

1
Yoshio AWAYA Forest fire early warning 20 May 07 - 27 May 07

2
Yoshio AWAYA Forest fire early warning 17 Mar 08 - 13 Apr 08

3
Yoshimitsu KUNO Forest fire prevention technology extension 29 Mar 08- 23 May 08

4
Yoshimitsu KUNO Forest fire prevention technology extension 16 Nov 08- 27 Dec 08

5
toshiaki GOTO Fores fire prevention trraining 15 Feb 09 - 22 Feb 09

6
Yoshimitsu KUNO Forest fire prevention technology extension 29 Mar 09 - 22 May 09

専門家派遣実績
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機材供与実績 (As of: 31 May 2009）

Date
Administratio

n No Thing Model Qty Unit Price Currency Total Price Instaled Place 

2007/1/29 06-E-1 Copier
Toshiba Digital
Copier e-Studio 163

1 13,400,000 IDR 13,400,000 Project Office/PKH

2007/2/8 06-P-3 Cell phone Motorolla L7 GSM 1 1,675,000 IDR 1,675,000 Project Office/PKH

2007/2/12 06-E-2 Printer hp Laserjet 3800 DN 1 1,480 USD 1,480 Project Office/PKH

2007/2/18 06-E-3 Personal Computer ( Laptop ) Boldline BL-1011 3 970 USD 2,910 Project Office/PKH

2007/3/7 06-P-3 17 inch display （for PC） LG　L1753 1 1,780,000 IDR 1,780,000 Project Office/PKH

2007/3/23 06-P-7 Auto feeder ( for Copier )
MR2017 for Toshiba
Copier e

1 4,950,000 IDR 4,950,000 Project Office/PKH

2007/3/26 06-P-8 Projector （for PC） Acer PD311 1 8,090,000 IDR 8,090,000 Project Office/PKH

2007/3/26 06-P-9 Video Camera
Sony Handycam
SR80

1 8,600,000 IDR 8,600,000 Project Office/PKH

2007/3/27 06-E-4 Mini-Bus
Mitsubishi Colt Diesel
FE-304

3 194,500,000 IDR 583,500,000
3BKSDA  (Riau,  Jambi,
West Kalimantan)

2007/8/22 07-P-4 17 inch display （for PC） ASUS　17　MB1788 1 2,200,000 IDR 2,200,000 Project Office/PKH

2007/8/23 07-P-6 Computer main unit
Optiplex 320 MT
Rentium 4 No
Monitor

1 6,295,500 IDR 6,295,500 Project Office/PKH

2007/12/14 07-P-10 Digital Camera
Digital Camera
Olympus FE-280

3 2,100,000 IDR 6,300,000 Project Office/PKH

2008/3/12 07-P-14 Digital Camera
Olympus  µ 795 SW

6 3,500,000 IDR 21,000,000.00
6DAOPS (Riau,  Jambi,
West Kalimantan)

2008/3/14 07-P-18 Computer set ( Desktop )
Simbadda Desk-top,
by Octal

1 17,130,000 IDR 17,130,000.00 Satellite Room/PKH

2008/3/18 07-P-19 Software (for Satellite system)
Intel compil suite
professioal e 10.1

1 13,953,375 IDR 13,953,375.00 Satellite Room/PKH

2008/3/24 07-P-20 Software (for Satellite system) Office Profesional 200 1 4,500,000 IDR 4,500,000.00 Satellite Room/PKH

2008/3/27 07-P-22
 Small Pumpset for the fire
fighting (Hose, Nozzle,
Connector,etc are included)

Robin EX17, Hose,
Nozzle, Connector

2 14,718,000 IDR 29,436,000.00
2 MPA／MA (Kalimanta
Barat)

2008/3/27 07-P-23 Memory ( for Copier's sorter ) GC-1240 (for 06-E-1） 1 1,800,000 IDR 1,800,000.00 Satellite Room/PKH

2008/3/28 07-P-24 Software (for Satellite system) Microsoft Visual
Studio 2008

1 2,700,000 IDR 2,700,000.00 Satellite Room/PKH

2008/3/28 07-P-25 Personal Computer ( Laptop )
Dell Vostro 1400 +
Office 2007

3 14,092,000 IDR 42,276,000.00
BKSDA  (Riau 1,  Jambi 1,
West Kalimantan 1)

2008/3/28 07-P-26 Personal Computer ( Laptop )
Latitude D430+ Office
Small Business '07

1 17,600,000 IDR 17,600,000.00 Project Office/PKH

2008/3/5 07-E-1
Medium-sized Pumpset for the
fire fighting (Hose, Nozzle,
Connector,etc are included)

SHIBAURA TF 516 MHA,
Hose, Nozzle, Connector

3 92,886,000 IDR 278,658,000.00
BKSDA  (Riau 1,  Jambi 1,
West Kalimantan 1)

2008/3/5 07-E-2 Simple Water-Tank Capacity: 2500 liters 3 3,510 USD 10,530.00
BKSDA  (Riau 1,  Jambi 1,
West Kalimantan 1)

2008/3/5 07-E-3 Carrying Handpump Capacity: 18 liters 15 247 USD 3,705.00
BKSDA  (Riau 5,  Jambi 5,
West Kalimantan 5)

2008/3/5 07-E-4 Tent ( Big-size ) Capacity: 15 persons 3 641 USD 1,923.00
BKSDA  (Riau 1,  Jambi 1,
West Kalimantan 1)

2008/3/5 07-E-7
 Small Pumpset for the fire
fighting (Hose, Nozzle,
Connector,etc are included)

Robin EX17, Hose,
Nozzle, Connector

10 1,456 USD 14,560.00
DAOPS for MPA (Riau 6,
Jambi 4)

2008/3/5 07-E-8 Generator ( 5KV, Silent type )
Champion CG7000H-
DXEA

3 4,673 USD 14,019.00
BKSDA  (Riau 1,  Jambi 1,
West Kalimantan 1)

2008/3/5 07-E-9 Loudspeaker
KREZT 99-02,
portable wireless

3 220 USD 660.00
BKSDA  (Riau 1,  Jambi 1,
West Kalimantan 1)

2008/3/5 07-E-11 Multi- media Projector
Acer X 1160, Ansi
lumens 2000, SVGA

3 721 USD 2,163.00
BKSDA  (Riau 1,  Jambi 1,
West Kalimantan 1)

2009/3/27 08-P-4 GPS Navigator
GARMIN GPS ７６
CSX

42 4,200,000 IDR 176,400,000.00
BKSDA  (Riau 15, Jambi 12
West Kalimantan 15)

2009/3/31 08-P-5 Small Crusher (Grass,Tree)
Mesin Crusher MCC-
50

4 12,000,000 IDR 48,000,000.00
BKSDA  (Riau 3,
West Kalimantan 1)

2009/4/17 08-P-6 Small Crusher (Grass,Tree)
Mesin Crusher MCC-
50

1 12,000,000 IDR 12,000,000.00 BKSDA (West Kalimantan 1)
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研修実績

1) Foreign country training program for Counterpart & Staff  (upto 31 May, 2009)
Name of Training Period Participant

Group Training "Seminar on Forest Management
Policy-Sustainable Forest Management with
Collaboration of Local Government and
community"

Oct.21,2007~Nov.11,2007 Mr. Herman Prayitno

Group Training "Capacity Building for Officers
dealing with AR-CDM Project for Asia-Pacific
Region and South and Central America"

Nov.4,2007~Nov.23,2007

Mr. Mamat Rahmat

Group Training "Satelite Remote Sensing Analysis
for Disaster / Environmental Monitoring" Aug.5,2008~Sep.13,2008

Mr. Deny Haryanto

Youth Training "envirobnment" Nov.4,2008~Nov.21,2008

Mr. Ferdinan Krisnanto
Mr. Darori, M.M
Mr. Sonny Partono. M.M
Mr. Harry Santoso
Ms. Nining Ngudi
Mr. Heru Wibowo
Mr. Haryadi
Mr. Johnnie Hadi Prakoso
Mr. Ferdinan Krisnanto
Mr. M Fajriansyah
Mr. Sato Eisho 

2) Training, Program and Event support  (upto 31 May, 2009)
Name of Program/Event Place Attendance note*
Apel Siaga Brigade Pengendalian Kebakaran
Hutan Jun.19 & Jun.21, 2007 DAOPS Rengat & Siak Manggala Agni, MPA dan

para pegawai A

Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan
Lahan(MPA Training) Nov.20~23, 2007

Indragiri Hulu (held by Dinas
Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Indragiri Hulu)

MPA(30 org dari 27
Kecamatan) A , B

Lokalarya Pengkajian Pencegahan Kebakaran
Hutan dan Lahan (1st) Apr.30, 2008 Hotel Furaya, Pekanbaru

80 orang (Pemerintah
Daerah, University / UNRI・
UNILA )

A , B

Lokalarya Pengkajian Pencegahan Kebakaran
Hutan dan Lahan (2nd) Dec.22, 2008 Kacamatan Dayun

50 orang (Pemerintah
Daerah, University / UNRI・
UNILA )

A , B

Acara Pembahasan Standard Operation
Procedure (SOP) / Protap Mobilisasi Sumber
Daya dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan
Lahan di Riau

Dec.30,2008 Dyan Graha Hotel,
Pekanbaru

80 orang (WAGUB,
Pemerintah Daerah) A , B

Pelatihan Fasilitasi Pencegahan Kebakaran Hutan
dan Lahan Mar.5,2009~Mar.6,2009 Balai Latihan dan Pendidikan

Kehutanan Pekanbaru

Manggala Agni 15 orang
(DAOPS Dumai 5 org,
DAOPS Siak 5 org, DAOPS
Rengat 5 org)

A , B

Pelatihan MPA dalam rangka Fasilitatasi program. Apr.20,2009~Apr.21,2009 DAOPS Rengat Fasilitator/Manggala Agni (5
org), MPA (16 org) A , B

Pelatihan MPA dalam rangka Fasilitatasi program. Apr.24,2009~Apr.25,2009 DAOPS Dumai Fasilitator/Manggala Agni (5
org), MPA (35 org) A , B

Pelatihan MPA dalam rangka Fasilitatasi program. Apr.26,2009~Apr.27,2009 DAOPS Siak Fasilitator/Manggala Agni (5
org), MPA (24 org) A , B

Apel Siaga Pengendalian Kebakaran Lahan dan
Hutan Aug.22, 2007 Kab. Tanjung Jabung Timur

Manggala Agni (4regu/60
org), MPA (2regu/60 org)
dan para pegawai

A , B

Pelatihan Manggala Agni dan MPA dengan
Simulasi Pemadam (Pelatihan dan Demonstrasi) Feb.11, 2008 DAOPS Kota Jambi

Manggala Agni (3regu/45
org), MPA (1regu/15 org)
dan para pegawai

A , B

Pelatihan Fasilitasi Pencegahan Kebakaran Hutan
dan Lahan Nov.14,2008~Nov.15,2008 DAOPS Kota Jambi

Manggala Agni 13 orang
(DAOPS Kota Jambi 8 org,
DAOPS Muara Bulian 5
org)

A , B

Expert / Chief Advisor

R
ia

u
m

bi

Sub-Director
Kepala Seksi
Kepala Seksi

Tr
ai

ni
ng

 in
th

ird
co

un
try Geo-Informatics for Forest Fire Monitoring and

prevention Jun.3,2007~Jun.10,2007

PKH
PKH
PKH
Project Staff

Office

Tr
ai

ni
ng

 in
 J

ap
an

Kepala Sus-direktorat Pencegahan
dan Penanggulangan Dampak,  PKH

Peneliti pada Balai Penelitian
Kehutanan Palembang,Badan Litbang
Kehutanan

Staff, PKH

Staff, PKH

C/P Training "climate change and forest fire
control" Feb.2,2009~Feb.20,2009

Director General, PHKA
Director,  PKH
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Pelatihan MPA dalam rangka Fasilitatasi program. Nov.29,2008~Dec.1,2008 DAOPS Kota Jambi Fasilitator/Manggala Agni (8
orang), MPA (15 orang) A , B

Pelatihan MPA dalam rangka Fasilitatasi program. Dec.2,2008~Dec.4,2008 DAOPS Muara Bulian Fasilitator/Manggala Agni (5
org), MPA (15 org) A , B

Acara Pembahasan Standard Operation
Procedure (SOP) / Protap Mobilisasi Sumber
Daya dalam Pengendalian Kebakaran Lahan dan
Hutan di Jambi

Mar.12, 2009 Hotel Ratu, Jambi 80 orang (SEKDA,
Pemerintah Daerah) A , B

Sarasehan / Penyuluhan dan Fasilitasi Peran
Masyarakat Pedesaan dalam Pengendalian
Karhutla (Apel Siaga dan Demonstrasi)

Apr.17, 2007
Kantor Camat Sei. Kakap
Kabupaten Pontianak (held
by provincial government)

Manggala Agni, MPA dan
para pegawai A , B

Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan
Lahan Melalui Kegiatan lomba Melukis Tingtat
SD, SMP dan SMA Se-kotamadya Pontianak

Nov.3, 2007 BKSD Pontianak Perajar 90 orang, Guru 10
orang dan para Wali murid A , B

Pelatihan Masyarakat peduli api Nov.22,2007~Nov.23, 2007 Pontianak (held by provincial
government) MPA 60 dari 4 Desa A

Pelatihan Fasilitasi Pencegahan Kebakaran Hutan
dan Lahan Mar.2,2009~Mar.3,2009 Balai Latihan dan Pendidikan

Kehutanan Pekanbaru

Manggala Agni 10 orang
(DAOPS Pontianak 5 org,
DAOPS Singkawang 5 org)

A , B

Pelatihan MPA dalam rangka Fasilitatasi program. May.1,2009~May.2,2009 DAOPS Pontianak Fasilitator/Manggala Agni (5
org), MPA (19 org) A , B

Pelatihan MPA dalam rangka Fasilitatasi program. May.3,2009~May.4,2009 DAOPS Singkawang Fasilitator/Manggala Agni (5
org), MPA (29 org) A , B

Pertiwana National Ⅲ Tahun 2007. (Satyaku
Kudarmakan Darmaku Kubaktikan) Nov.27,2007~Dec.3,2007 Bogor SD  (29 orang), SMP (28

orang), SMA (28 orang) A , B

Pencegahan Kebakaran Hutan Sebagai Bagian
dari REDD (Seminar) Mar.4, 2008. Manggala Wanabakti, Jakarta

80 orang (Pemerintah,
University / UNILA・IPB・
UGM・Palangkaraya,
Perusahaan, NGO)

A , B

Lokakarya Program Kerjasama Penelitian antara
Pemerintah Jepang dan Indonesia dalam rangka
Mendukung Pengendalian Kebakaran Hutan dan
Lahan

Jun.18, 2008. Manggala Wanabakti, Jakarta
120 orang (Pemerintah,
University, Perusahaan,
NGO)

A , B

Laporan Kemajuan Ⅱ
Implementasi Program Pemberdayaan
Masyarakat Bersinergi Dengan Penanggulangan
Kebakaran Lahan dan Hutan

Arp.6, 2009. Departemen Kehutanan
30 orang (Pemerintah,
University / UNRI・IPB・
UNILA )

A , B

* Legend ,         A : The Project staff attended the program.
                       B : The Project supported some budget for the implementation.
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注 本訳は、仮訳であって、各種引用、解釈等においては、原文を用いること。 

林業大臣令（仮訳） 
第Ｐ１２号/Menhut－Ⅱ/2009 

 
森林火災抑制手引きに関する件 
偉大なるもの１神の恩恵と共に 

 
林業大臣は、次のことを考慮する。 
a 「森林保護に関する件」（2004 年政令第 45 号）の第２２条、第２３条、第２４条及び

第２５条規定に基づき、制度の調整を、森林火災予防、消火、後処理を含む森林火災対策

に関するプログラムの実行が規定される必要があること。 
b. 森林火災対策に関する林業大臣令の決定は、上記 a に定義された考えの根拠となるべき

こと。 
 
林業大臣は、次のことを留意する。 
１「自然資源と生態系の保全に関する法律」（1990 年法律第５号） 
２「生活環境の管理に関する法律」（1997 年法律第２３号） 
３『「「林業に関する法律」（1999 年法律第４１号）を改正する法律」（2004 年法律第１号）

により変更された政令に関する法律』（2004 年法律第１９号）に伴い変更された「林業に

関する法律」（1999 年法律第４１号） 
４「地方政府に関する法律」（2004 年法律第３２号）（インドネシア共和国官報第１２５号、

インドネシア共和国官報付則第１２５号）、及び、地方政府に関する法律（2004 年法律第

３２号）の改正に関する法律（2008 年法律第１２号）による数次最新改正法（インドネ

シア共和国官報 2008 年第５９号、インドネシア共和国官報付則第４８４４号） 
５「森林若しくは耕地における火災による生活環境の破壊及び汚染の対策に関する政令」

（2001 年政令第４号）（インドネシア共和国官報 2001 年第 10 号、インドネシア共和国

官報付則第４０７６号） 
６「森林保護に関する政令」（2004 年政令第４５号）（インドネシア共和国官報 2004 年第 1
４７号、インドネシア共和国官報付則第４４５３号） 

７『「森林規則及び森林の効用を伴う森林管理計画実施に関する政令」（2007 年政令第６号）

の改正に関する政令』（2008 年政令第３号）（インドネシア共和国官報 2007 年第２２号、

インドネシア共和国官報付則第４６９６号）及びこれに伴い変更した「森林規則及び森林

の効用を伴う森林管理計画実施に関する政令」（2007 年政令第６号）（インドネシア共和

国官報 2008 年第１６号、インドネシア共和国官報付則第４８１４号） 
８ 2005 年林業大臣令第Ｐ１３号及び林業大臣令第「林業省の業務規則及び組織に関する

大臣令」（2008 年大臣令第６４号）の数次及び最新規則 
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注 本訳は、仮訳であって、各種引用、解釈等においては、原文を用いること。 

林業大臣は、次のことを廃止する。：森林火災対策に関する林業大臣令の決定 
 

第Ⅰ章 総則 
第１条 

 
本令において、次の定義とする。 
１．森林とは、生態系のある統一体が土地の範囲を形成するものであって、樹木が優先す

る生物の自然資源を含み、不可分であるその他の環境と共に自然に一体となるものであ

る。  
２．森林火災とは、経済若しくは環境評価の損失を引き起こし、森林若しくは林産物の破

壊に至る火災に襲われた森林地域の状態をもつ、又はあるいは森林の状況である。 
３．森林火災対策とは、森林火災の予防、消火、後処理及び救助、その他あらゆる活動で

ある。 
４．森林火災の予防とは、森林火災となる可能性を予防若しくは減らすために実施される

措置及び活動、その他あらゆる活動である。 
５．森林火災の消火とは、森林を焼く火災を無くす若しくは鎮めるために実施される措置

及び活動、その他あらゆる活動である。 
６．火災後処理とは、火災後の区画の着手方法と調整しつつ、調査、モニタリング、評価

を含む措置若しくは活動、その他あらゆる活動である。 
７．避難と救助とは、森林火災の発生やその他の自然の脅威の結果、生命の犠牲や物的財

産を持ち出し、安全にする方法である。 
８．マンガラアグニとは、森林火災対策の訓練を受けた文民公務員（Pegawai Nagri Siipil）

と地域社会からなる人員であって、森林火災対策の部隊である。 
９．ホットスポットとは、周囲の温度と比較して高い温度を持つ場所であって、ある場所

の探索する森林火災の指標である。 
10．森林火災危険度システム（SPBK）とは、気象状況、火の使用に関するその他の状況を

計算し、森林火災の危険となるリスクの高さを見分けるための使用する警報である。 
11．施設及びインフラとは、森林火災対策を支援するために使用される装置及び設備であ

る。 
12．住民消防団※（MPA）とは、訓練を受けて、森林・耕地火災対策に関して自発的に注

意を払う地域社会組織である。※「住民消防団」は意訳であり、文字どおりには「火災

監視社会組織」である。 
13．中央政府とは、いわゆる政府とは、１９４５年インドネシア共和国憲法にて定義され、

大統領が権力を所掌するインドネシア共和国家としての、インドネシア共和国である。 
14．地方政府とは、州知事、県知事、市長及び地域における任命（者）であって、地方政

府の実行者の要素である。 
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15．権利保持者とは、法規に基づいた役所から森林区域の権限を与えられた実行体及び個

人である。 
16．森林火災対策部隊、いわゆる「ブリグダルカルフット」とは、人的、物的資源を十全

にするため、森林火災予防、消火、後処理、レスキューの目的と機能をもったある組織

である。 
17．パトロールとは、森林・耕地火災の予防、消火の計画上の全員及びマンガラアグニに

より実施される監視活動である。 
18．動員とは、森林・耕地火災の消火の実行のため、あらゆる者がもつ天然資源の動員で

ある。 
19．実行部隊とは、空中からの森林火災消火活動の中で、これに関係した政府実行部隊の

構成員である。 
20．業務連携手法とは、森林火災対策において、調整、協調及び連絡の中の業務ユニット、

業務方法、目的、原則、機能仕事のプロセス及びシステムの連携である。 
21．業務ユニットとは、森林火災対策の実行の調整、協調及び連携において、水平、垂直

に関連する機関である。 
22．大臣とは、林業組織における目的と責任を委ねられた大臣である。 
23．総局長とは、森林火災対策の活動における目的と責任を委ねられた総局長である。 

 
第２条 

 
 本令の趣旨は、効果的かつ効率的な森林火災対策活動における方針と目的を与えるため

である。 
 
 

第Ⅱ章 展望 
第３条 

本大臣令の展望は、次を含む。 
  ａ．予 防 
  ｂ．消火及び 
  ｃ．後処理 
 

第１節 
予 防 

 
第４条 
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森林火災予防の活動は、次のとおり実施される。 
 a．国レベル 
 b．州レベル 
 c．県／市レベル 
 d．保護林管理単位レベル、生産林管理区域レベル、保護林管理区域レベル 及び 
 e．森林機能権限所有者レベル、森林地域利用権所有者レベル、保全林及び私有林権利所

有者レベル 
 

第５条 
 
国レベルの森林火災予防は、第４条の a に基づき、次の活動を含む。 
 a．森林火災危険地図の作製 
 b．森林火災情報システムの開発 
 c．地域社会とのパートナーシップ 
 d．森林火災対策の装置の標準化 
 e．森林火災対策のキャンペーンと普及プログラム 及び 
 f．森林火災予防訓練の定型組織化 
 

第６条 
 
（１）国レベルの森林火災危険地図の作製は、第５条 a に基づき、三年毎に実施される。 
（２）森林火災情報システムの開発は、第５条ｂに基づき、モニタリング、ホットスポッ

トのチェックの普及、森林火災危険度判定システム（SPBK）、予防パトロールを含む。 
（３）地域社会とのパートナーシップは、第５条 c に基づき、予防の合同モニタリング、火

を用いない土地準備モデルの開発、住民消防組織（MPA）の設置と育成からから実施

する。 
（４）森林火災対策の装置の標準化は、第５条ｄに基づき、引き続き総局長令により整理

される。 
（５）森林火災対策のキャンペーンと普及プログラムは、第５条 e に基づき、キャンペー

ン、普及及び警戒アピールを含む。 
（６）森林火災予防訓練の定型組織化は、第５条ｆに基づき、総局長令により整理される。 
 

第７条 
 

州レベルの森林火災予防は、第４条ｂに基づき、次の活動を含む。 
  a．州の森林火災危険地図の作製 
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  b．普及モデルの作成 
  c．森林火災予防訓練 
  d．森林火災の予防と消火活動の指示の作成 
  e．森林火災消火装置の準備 
  f．育成の実施 

g．監督の実施 
 

第 7 条 
 
（１）州レベルの森林火災危険地図の作製は、第７条 a に基づき、二年毎に実施される。 
（２）普及モデルの作成は、第７条 b に基づき、適用されている法規に基づき引き受ける。 
（３）森林火災予防訓練は、第７条 c に基づき、特に、火を用いない土地準備トレーニング

の実施、火災の原因となる可燃物の削減方法、POSKO 演習から開始される。 
（４）森林火災消火実施の指揮の作成は、第７条 d に基づき、自立及び合同消火の手法で

実施される。 
（５）森林火災の予防と消火装置の準備は、第７条 e に基づき、次からなる。 
  a、手持ち装置 
  b．個人装備 
  c．水ポンプとその装備 
  d．通信装置 
  e．高圧ポンプ 
  f．機械装備 
  g．運搬訓練 
  h．兵站、医療及び検索救助の訓練 
  i．建 物 
（６）育成は、第７条ｆに基づき、取りわけ次の活動を含む。 
  a．法規の普及 
  b．普及モデルの開発 
  c．森林火災予防、消火、事後調査の訓練 
（７）監視は、第７条ｇに基づき、取りわけ、知事及び県知事若しくは市長の成果説明上

の報告、評価の作成の活動を含む。 
 

第９条 
 
森林火災予防及び消火の装置の準備のメカニズムは、第８条（５）に基づき、法規に一致

させる。 
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第１０条 

 
県／市レベルの森林火災予防育成は、第４条ｃに基づき、次の活動を含む。 
  a．森林火災の配慮した地区評価 
  b．普 及 
  c．森林火災消火実施における合図の開発 
  d．森林火災対策の装置と施設の準備 
  e．育成の実施 
  f．監 視 
 

第１１条 
 
（１）森林火災に配慮した区域評価は、第１０条 a に基づき、最低毎年一度実施される。 
（２）普及の実施は、第１０条 b に基づき、法規を基づく。 
（３）森林火災消火実施の技術指導の実施は、第１０条 c に基づき、現地の状況に配慮して

適用される州レベルの実施手順の手引きが受け持つ。 
（４）森林火災抑制装置の開発は、第１０条 d に基づきあり、次から成る。 
  a．手持ち装置 
  b．個人装備 
  c．水ポンプとその装備 
  d．通信装置 
  e．高圧ポンプ 
  f．機械装備 
  g．運搬訓練 
  h．兵站、医療及び検索救助の訓練 
  i．建物 
（５）育成は、第１０条 e に基づき、次の活動から実施される。 
  a．法規の普及 
  b．普及モデルの開発 
  c．森林火災予防、消火、事後調査の訓練 
（６）監視は、第１０条ｆに基づき、とりわけ、県知事及び市長の成果の報告及び説明作

成の活動が含まれる。 
 

第１２条 
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保護林管理単位レベル、生産林管理区域レベル、保護林管理区域レベルの森林火災予防は、

第４条ｄに基づき、次の活動を含む。 
  a．森林火災に配慮する場所の一覧 
  b．火災の原因となる要因の一覧 
  c．森林火災消防隊の準備 
  d．森林火災抑制の手順の作成 
  e．設備、施設の準備 
  f．防火帯の設置 
 

第１３条 
 
（１）森林火災に配慮する場所の一覧は、第１２条 a に基づき、現在より毎年一度以上実

施される。 
（２）火災の原因となる要因の一覧は、第１２条 b に基づき、毎年一度以上実施される。 
（３）森林火災消防隊の準備は、第１２条 c に基づき、適用されている法規に基づき経営単

位毎に実施される。 
（４）消防隊の総数及びそれぞれの消防隊人員は、（３）に基づき、引き続き総局長決定で

規定される。 
（５）森林火災抑制の手順の作成は、第１２条 d に基づき、現地の状況を配慮した州決定

の手順及び県／市決定の手順が引き受ける。 
（６）森林火災対策装置の開発は、第１２条 e に基づき、次からなる。 
  a．手持ち装置 
  b．個人装備 
  c．水ポンプとその装備 
  d．通信装置 
  e．高圧ポンプ 
  f．機械装備 
  g．運搬機材 
  h．兵站、医療及び探索救助の機材 
  i．建 物 
（７）防火帯の設置は、第１２条ｆに基づき、火災の虞のある地域毎に準備される。 
（８）防火帯の設置は、（７）に基づき、総局長令が引き続き定義する技術指導に基づき実

施される。 
 

第１４条 
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（１）森林火災予防は、次により実施される。 
  a．森林収益権所者 
  b．森林利用権許可所有者 
  c．民有林所有者 
  d．森林保全における収益許可権者 
（２）森林火災予防活動は、第１３条（１）に基づき、同様の許可によって行われる。 
 

 第２節 
 消 火 

 
第１５条 

 
 それぞれの地域の森林火災消防活動の実施は、次の段階的な活動から実施される。 
  a．初期消火 
  b．継続消火 
  c．自立消火 
  d．合同消火 
  e．航空消火 

第１６条 
 
（１）初期消火は、第１５条 a に基づき、パトロール隊が発見した火点よりも大きくなる

火災や、現地森林消防事務所が命令を待たずして消火を開始する現地の火災を予防する

観点から実施する。 
（２）継続消火は、第１５条ｂに基づき、初期消火で消火できないものの継続的対策の仕

組みであって、現地の森林消防事務所の消防隊の動員若しくは関係する他の機関の他の

森林消防事務所の消防隊において、実施する。 
（３）自立消火は、第１５条ｃに基づき、現地の森林消防事務所事業区域にある兵站の支

援や設備の使用、動員を行いつつ、自立的に消火の考えの仕組みにおいて、実施する。 
（４）合同消火は、第１５条ｄに基づき、現地の森林消防事務所若しくは関連する他の機

関の森林消防事務所の部隊の支援、設備の使用、動員を行いつつ、実施する。 
（５）航空消火は、第１５条 e に基づき、たとえ初期消火でも継続的に消火する消防の仕

組みにおいて、実施する。 
 

第３節 
責 任 
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第１７条 
 

（１）大臣、州知事、県知事/市長、許可所有者や団体は、森林火災消火に関して、責任を

持つ。 
（２）大臣は、２以上の州の火災消火の調整の責任を持つ。 
（３）州知事は、２地域の県/市以上になる火災消火の調整と責任を持つ。 
（４）県知事/市長は、地域の火災消火の調整と責任を持つ。 
（５）保全林の長、生産林共同体の長、保護林共同体の長は、それぞれの責任にある地域

の火災消火の責任を持つ。 
（６）森林便益権の所有者、森林利用権の所有者、民有林の所有者、保全林権限所有者は、

それぞれにおいて責任を持つ。 
 

第４節 
後処理 

 
第１８条 

 
 森林火災の後処理は、次を取り扱う。 
  a．証明資料の収集（Pulbaket） 
  b．証明 
  c．モニタリングと評価 
  d．回復 
  e．遵法 
 

第１９条 
 

（１）証明資料の収集は、第１８条 a に基づき、観測されたホットスポットデータを用い

つつ、焼失現場の調査情報の聞き取り、土壌、植物のサンプル他の証拠を収拾するこ

とである。 
（２）証明は、第１８条 b に基づき、火災原因、焼失した植生の種類、環境と生態系への

影響の理解のために実行される。 
（３）モニタリングと評価は、第１８条 c に基づき、実施された火災抑制活動、火災跡地の

回復をモニターするため実施される。 
（４）回復は、第１８条ｄに基づき、証明の結果による情報やデータをもとに、森林火災

跡地の回復、推奨方法を配慮しつつ、火災跡地の回復が実施される。 
（５）遵法は、第１８条 e に基づき、指紋のような違反の発生に関する証明や証拠の収集
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活動からはじめ 森林火災の面での法的措置の手続き手法で実施される。 
 

第Ⅲ章 
制 度 
第１節 
組 織 

 
第２０条 

（１）森林火災対策の活動の中で、林業大臣は、マンガラアグニの名称の森林火災対策の

部隊組織を設置する。 
（２）マンガラアグニは、（１）に規定され、地域の機能と主要任務を実行するなかで、現

地組織（ダオプス※）という業務区域に基づいて分割される。 
※ダオプスは、地方実行部隊であって、森林消防事務所と意訳している。 

（３）ブリグダルカルフット※の組織の設置は、（１）に規定され、次のとおり、段階的に

実施される。※森林火災対策部隊の略称 
  ａ．中央レベル 
  ｂ．州レベル 
  ｃ．県/市レベル 
  ｄ．森林管理共同体レベル 
（４）マンガラアグニ組織と森林火災対策の地域作業組織は、（１）に規定され、総局長通

達によって規定される。 
 

第２１条 
 

（１）中央レベルのブリグダルカルフットは、第２０条（２）aに規定され、大臣により形

成され、大臣権限となる。 
（２）州レベルのブリグダルカルフットは、第２０条（２）ｂに規定され、州知事により

形成され、州知事権限となる。 
（３）県/市レベルのブリグダルカルフットは、第２０条（２）ｃに規定され、県知事/市長

により形成され、県知事/市長権限となる。 
（４）森林管理共同体レベルのブリグダルカルフットは、第２０条（２）ｄに規定され、

その長により形成され、その長の権限となる。 
 

第２節 
 職務に関する規則 

パラグラフ１ 
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 予 防 
 

第２２条 
 

（１）中央レベルのブリグダルカルフットは、森林火災予防のため活動において、ホット

スポットの観察と普及、国のアッピールとキャンペーン、準備を決める。 
（２）（１）に基づく、活動の実施において、中央レベルのブリグダルカルフットは、気

象及び地球物理庁（BMG）、国家防災庁（BNPB）、航空宇宙機構（LAPAN）と水平

的な調整を行う。 
（３）（１）に基づく、活動の実施において、中央レベルのブリグダルカルフットは、州

知事、県知事/市長と垂直的な調整を行う。 
 

第２３条 
 
（１）州知事レベルのブリグダルカルフットは、森林火災予防の実施の中で、ホットスポ

ットの普及をはじめ、状況への準備、アピール、キャンペーン、火災予防パトロー

ルを実施する。 
（２）（１）に基づく、活動の実施の中で、州レベルのブリグダルカルフットは、他の州

知事との水平な調整、中央、県/市レベルの森林火災予防の垂直な調整を実施する。 
 

第２４条 
 
（１）県知事/市長レベルのブリグダルカルフットは、森林火災予防の実施の中で、ホット

スポットの普及をはじめ、状況への準備、アピール、キャンペーン、火災予防パト

ロールを実施する。 
（２）（１）に基づく、活動の実施の中で、州レベルのブリグダルカルフットは、他の県

知事/市長との水平な調整、州レベル、直轄組織、関連企業単位の森林火災予防の垂

直な調整を実施する。 
 

第２５条 
 
（１）森林権利の単位レベルのブリグダルカルフットは、森林火災予防の実施の中で、ホ

ットスポットの普及をはじめ、火災危険度システム（SPBK）、アピール、キャンペ

ーン、地域社会の振興、火災予防パトロールを実施する。 
（２）（１）に基づく、活動の実施の中で、森林権利の単位レベルのブリグダルカルフッ

トは、他の単位との水平な調整、州レベルの森林火災予防の垂直な調整を実施する。 
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パラグラフ２ 
 消 火 

 
第２６条 

 
（１）森林火災消火方法の中で、中央レベルのブリグダルカルフットは、州レベルの消火

において、規則及び指揮を与え、関係する組織との調整を行う。 
（２）（１）に規定され、活動の実施の中で、中央レベルのブリグダルカルフットは、BNPB、

農業省、BPPT、国家生活環境大臣、インドネシア国軍と水平の調整を行う。 
（３）（１）に規定され、活動の実施の中で、中央レベルのブリグダルカルフットは、州

知事、県知事/市長と垂直的な調整を行う。 
 

第２７条 
 
（１）森林火災消火方法の中で、州レベルのブリグダルカルフットは、業務地域の消火の

天然資源の動員と調整を行う。 
（２）（１）に規定され、活動の実施の中で、州レベルのブリグダルカルフットは、他の

州知事との水平の調整及び森林火災に関する中央及び県/市レベルの垂直の調整を行

う。 
 

第２８条 
 
（１）森林火災消火方法の中で、ブリグダルカルフットは、業務地域の消火の天然資源の

動員と調整を行う。 
（２）（１）に規定され、活動の実施の中で、県/市レベルのブリグダルカルフットは、他

の県知事/市長との水平の調整及び森林火災に関する州及び関係する企業の単位レベ

ルの垂直の調整を行う。 
 

第２９条 
 
（１）森林火災消火方法の中で、森林権利の単位のブリグダルカルフットは、直接消火、

全ての天然資源の動員と必要なときの調整を行う。 
（２）（１）に規定され、活動の実施の中で、森林権利の単位レベルのブリグダルカルフ

ットは、他の単位の長との水平の調整及び森林火災に関する州レベルの垂直の調整

を行う。 
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パラグラフ３ 

後処理 
 

第３０条 
 
（１）森林火災の後処理の方法を実施する中で、中央レベルのブリグダルカルフットは、

調整の活動を行う。 
（２）（１）に規定され、活動を実施する中で、中央レベルのブリグダルカルフットは、

インドネシア警察、国家防災庁（BNPB）、国家人命探索救助庁（BASARNAS）と

の水平の調整を行う。 
（３）（１）に規定され、活動を実施する中で、中央レベルのブリグダルカルフットは、

知事及び県知事/市長との垂直の調整を行う。 
 

第３１条 
 
（１）森林火災の後処理の方法を実施する中で、中央レベルのブリグダルカルフットは、

証拠の収集（Pulbaket）と同定を行う。 
（２）（１）に規定され、活動を実施する中で、州レベルのブリグダルカルフットは、州

警察、他の知事との水平の調整を、中央及び県/市レベルの森林火災対策の垂直の調

整を行う。 
 

第３２条 
 
（１）森林火災の後処理の方法を実施する中で、県知事/市長レベルのブリグダルカルフッ

トは、同定と整理、回復、法の遵守を行う。 
（２）（１）に規定され、活動を実施する中で、県/市レベルのブリグダルカルフットは、

他の県/市、警察分署、関係企業単位の組織と伴に、州のブリグダルカルフットとの

水平の調整を行う。 
 

第３３条 
 
（１）森林火災の後処理の方法を実施する中で、森林権利の単位レベルのブリグダルカル

フットは、同定と整理、回復、法の遵守を行う。 
（２）（１）に規定され、活動を実施する中で、森林権利の単位レベルのブリグダルカル

フットは、他の森林権利単位、現地警察、県/市レベルのブリグダルカルフットとの
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水平の調整を行う。 
 

第Ⅳ章 
地域社会に直接の役割及び権利の付与 

 
第１節 権利の付与 

 
第３５条 

 
（１）森林火災対策の最適化の枠組みの中で、政府は、第２１条（３）に規定され、各段

階に、地域社会への権限付与の実施義務を持つ。 
（２）地域社会の権限は、（１）に基づく、次の原則を実施する。 
 a：地域社会が持つ資源や潜在力の発展の可能性としての環境若しくは気候の創造 
 ｂ．地域社会が持つ、潜在力及び資源の強化 
 ｃ．地域社会側の不健全な競争の抑制、地域社会の利益の保全 
 ｄ．意識の方法、キャパシティーの強化、天然資源へのアクセスの形成 及び 

e．森林火災対策の支援 
 

第３５条 
 
地域社会への権限の付与では、第３４条に規定され、次の活動を実施する。 

a． 教育と訓練 
b． 組織強化 
c． 施設 及び 
d．普及啓発 

 
第３６条 

 
（１）教育と訓練は、第３５条aに規定され、とりわけ次の活動から実施する。 

a． 森林火災対策の原則の訓練 
b． 火を用いない開墾の訓練、草とブリケット炭の製作 

（２）組織強化は、第３５条ｂに規定され、MPAの育成からはじめる。 
（３）施設は、第３５条ｃに規定され、とりわけ次の活動からはじめる。 

a． 施設及び設備の支援 
b． 学生のための地方森林火災対策の取り込みの整理 

（４）啓蒙普及は、第３５条ｄに規定され、とりわけ次の活動から実施する。 
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a． 森林火災予防におけるキャンペーン 
b． 対面議論 
c． メディア映像 

 
第２節 

地域社会の参画 
 

第３７条 
 
 
（１）政府は、森林火災対策の枠組みの中で、予防、消火及び後処理に関する活動プロセ

スの積極的な方法に従うために、地域社会の参画を育成する。 
（２）森林火災対策の活動の中で、地域社会の育成のためには、（１）に規定され、次の形

において実施する。 
a． 訓練と教育 
b． 組織強化 
c． 施設 及び 
d．普及啓発 

 
第３８条 

 
（１）森林火災対策活動への地域社会の参画は、第２０条（３）に規定され、各段階のブ

リグダルカルフットとともに実施する。 
（２）地域社会の参画の形は、（１）に規定され、森林火災対策活動の能力と自立の段階か

ら実施する。 
 

第Ⅴ章 
報 告 

 
第３９条 

 
（１）森林権利単位の長、森林の便益の許可の所持者、森林区域の使用許可の所持者、民

有林所有者、義務を付与された地域社会は、地域の仕事として、火災発生を報告す

る。 
（２）森林火災の発生報告は、（１）に規定され、段階的に、予め設置された装置を用いて

出来るだけ速やかに実施される。 
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（３）報告の方法は、（１）及び（２）に規定され、引き続き総局長令で規定する。 
 

第Ⅵ章 
費 用 

 
第４０条 

 
（１）森林火災対策の活動のための費用は、歳入予算と国の支出、歳入予算及び地方支出、

法令に関係しない他の基金の原資により負担する。 
（２）林業省は、ブリグダルカルフットのマンガラアグニが実施する森林火災対策に合致

する歳入予算と国の支出、他の基金の原資から、資金配分の義務を負う。 
（３）森林火災に配慮する行政区域がある州政府及び県/市は、歳入予算と地方の支出、基

金の原資から、地方政府機関、関係者、地方の社会により実施される森林火災対策に

合致する資金の配分の義務を負う。 
（４）森林の事業者権利の所有者/森林生産物の許可及び林産物産業事業権利の所有者、そ

の他森林利用権利の所有者は、業務区域の森林火災対策のための資金配分の義務を負

う。 
 

第Ⅶ章 
附 則 

 
第４２条 救助（Rescue） 

 
（１）ブリグダルカフットは、社会活動及び救助作業を通じて、人道的責務の助力の責務

を持つ。 
（２）社会活動と救助は、（１）に規定され、森林火災やその他の自然災害の発生時に、生

命、財産、その他野生動物の救助を含む。 
（３）救助作業のためのブリグダルカルフットの動員は、（１）に規定され、総局長により

実施される。 
 

第Ⅷ章 
改 廃 

 
第４２条 

 
本大臣令の施行に伴い、森林火災の予防及び消火に関する「森林火災の予防に関する大臣
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令」（９５年法令第 260 号）は、廃止する。 
 

第Ⅸ章 
 

第４３条 
 
本通達は、決められた日から効力を有する。 
各人への通知のため、本林業大臣令は、インドネシア共和国通知にて周知される。 

 
                    決定場所：ジャカルタ 

                         日  時：２００９年２月２３日 
 

                                 林業大臣 
        （サイン） 

Dr．H.M.S.Kaban,SE.Msi 
 
決定場所：ジャカルタ 
日  時：２００９年２月２３日 
 
人権及び法務大臣 
インドネシア共和国 
   （サイン） 
ANDI MARRALATTA 
 
２００９年インドネシア共和国官報第２８号 
原本写 
法務組織局長 
（サイン） 
Suparno.SH 
NIP 19500514 198303 1 001 
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